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㸯 ࡌࡣめに 

障害者職業⥲ྜࢭンター障害者支援部門では、平成 11

年度から「職場㐺応ಁ進のためのࢺータルパッࢣージ」

（以ୗ「ࢺータルパッࢣージ」という。）の開発を進め、

現在までの間、支援現場におけるࢺータルパッࢣージのỗ

用性を高めるための研究を行ってきた。 

て用ࡌージとは、ಶ々の障害状況に応ࢣータルパッࢺ

者がࢭルフࢿ࣐ージ࣓ンࢺでき、作業㐙行力の向上や対ฎ

ᡭẁ・⿵ᡭẁ等の⋓ᚓできるよう支援することを目指し

た⥲ྜ的な支援ᢏ法であり、WCST（࢘ィスコンシン࢝ー

ワークサ、ࢺーࣀM-࣓ࣔリー、（ࢺーティングテスࢯࢻ

ンプルᖥᙇ版（MWS）（以ୗ「MWS」という。）、MSFAS
（ᖥᙇスࣞࢺス⑂労アࢭス࣓ンࢺシーࢺ）、グループワー

クにより構成されている。 

MWS については、平成19 年度よりᕷ㈍を開始し、平成

24 年度に行った基♏調査で、新たなワークサンプル（以

ୗ「新規課題」という。）の開発ࢽーズを確認したため、

新規課題の開発を開始し、MWS のᶵ⬟が更に充実・強

されることを目指した１）。 

また、これまでのࢺータルパッࢣージに関する研究で

は、福祉や教育、་⒪など様々な分㔝において、ࢺータル

パッࢣージを介した職業リハビリテーションの支援ᢏ法が

対㇟者の就職や職に向けて一定のຠ果があることが♧さ

れている。一方で、そのような支援ᢏ法は十分ᬑཬしてい

るとは言えず、ࢺータルパッࢣージの活用における課題と

して、人ᮦの育成や研ಟの必要性が⧞り㏉し指されてき

た。 

加えて、今後も様々なᶵ関において、新規課題もྵめた

ージが活用され、用者の就職・職後のࢣータルパッࢺ

職場㐺応の有ຠ性を♧すデータを更に✚していくこと

も重要な課題である。 

以上のⅬから今年度より特別研究 23 として「障害の多

様に対応した職業リハビリテーションࢶールのຠ果的な

活用に関する研究」（以ୗ「本研究」という。）が開始さ

れた。本報告では新規課題のᕷ㈍に向けた状況ཬび今後

の本研究の計⏬について報告を行う。 

 

㸰 ᪂つ課題のᕷ㈍に向けた≧ἣ 

(1) ᕷ㈍をணᐃしている᪂つ課題 

ᚑ᮶のワークサンプルより㞴᫆度が高く、より実ົに༶

した新規課題を開発して欲しいとの要ᮃに応えるため、こ

れまでのワークサンプルにẚてㄞ解力、ὀ意力、ุ᩿力

などを必要とする「給計⟬」、「文書校ṇ」、「社内㒑

౽仕分」の新規課題を開発した２）。 

新規課題の特ᚩは、ルール等をグした「サブブック」を

参↷しながら作業を行うことである。これは職場でᅗ表等

の資料やᡭᘬ書等を参↷にしながら行う場㠃を定したも

のであり、「文書にグ㍕されたルールを理解する力」や

「理解したルールを的確に㐠用する力」のᢕᥱを≺いとし

ている。ල体的には以ୗのとおりである。 

 ⟭ィ⤥ 

⏬㠃に表♧された社ဨ１ྡ分のデータをもとに、給計

⟬に必要なྛ㡯目の್を計⟬し、指定されたࢭルにධ力す

る（ᅗ１）。 

計⟬方法をグ㍕したサブブックと、社会保㝤料等のྛ✀

表を参↷しながら作業を行う課題である。 

ᅗ㸯 ⤥ィ⟬ࢪ࣮࣓ᅗ 

 

 文᭩ᰯṇ 

コラム、事ົ文書、報告書などの༳ๅ≀を用いて校ṇ作

業を行う（ᅗ２）。 

ཎ✏と校ṇๅの文Ꮠ等をᘬきྜわせ、サブブックや報告

書作成規定にᚑい、校ṇグྕを用いて校ṇๅのㄗりをಟṇ

する課題である。 

 ෆ㒑౽≀ศ♫ ࢘

௬の会社にᒆいたⴥ書やᑒ⟄等の㒑౽≀を、ᐄ先に書

かれた部⨫（部・課等）やಶ人ྡを見て、ṇしいフ࢛ル
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ダーまたはボックスに仕分ける（ᅗ３）。 

サブブック内の仕分のルールにᚑい、組⧊ᅗ、社ဨྡ⡙、

⣴ᘬを参↷しながら、ṇ確に仕分ける課題である。 

 

ᅗ㸰 文᭩ᰯṇࢪ࣮࣓ᅗ 

 

 

ᅗ３ ♫ෆ㒑౽≀ศࢪ࣮࣓ᅗ 

 

(2) ᕷ㈍のணᐃ 

新規課題ᕷ㈍の時期については௧ඖ年度内の12月㹼

１月初᪪㡭を予定しており、MWSのᕷ㈍を開始した時

Ⅼで、以ୗの࣍ーム࣌ージにおいてᕷ㈍開始の࿘知がな

されるためごぴいただきたい。 

�KWWSV���HVFRU�FR�MS�SURGXFWVBOLVW�SURGXFWVBOLVW���KWPO� 
 

３ ᮏ◊✲の目ⓗ 

本研究はࢺータルパッࢣージが、地域の職業リハビリ

テーションᶵ関において、用者の就職や職に向けてຠ

果的に活用されるよう、ࢺータルパッࢣージを介した職業

リハビリテーションの支援ᢏ法をຠ果的かつຠ⋡的にఏ㐩

するための方法ㄽを᳨ウする。加えて、ࢺータルパッࢣー

ジが活用されることによる有ຠ性が♧されるデータを更に

✚していく。 

 
 

４ ᮏ◊✲のᐇ᪉ἲ 

(1) ᳨ウཬびヨసᡂ㸦ึᖺᗘ㸧 

ージを介した職業リハビリテーションのࢣータルパッࢺ

支援ᢏ法をຠ果的かつຠ⋡的にఏ㐩するための方法ㄽ（以

ୗ「ఏ㐩試案」という。）の᳨ウཬび作成を行う。 

なお実施にあたっては、地域障害者職業ࢭンターཬび

ール（MWSࢶージࢣータルパッࢺ ཬび M-࣓ࣔリーࣀー

ージのࢣータルパッࢺ、を㉎ධした支援ᶵ関に対して（ࢺ

活用状況をᢕᥱするための全ᩘ調査を行うとともに、活用

状況のヲ⣽なᢕᥱのため、支援ᶵ関等に対してゼၥࣄアリ

ング調査を実施する。それらアンࢣーࣄ、ࢺアリング調査

結果を基に専門部会でఏ㐩試案を᳨ウすることとしてい

る。 
(2) ఏ㐩ヨのຠᯝのᢕᥱ㸦㸰ᖺ目㸧 

上グ(1)によりᚓられたఏ㐩試案の実施ཬびそのຠ果を

ᢕᥱするための調査。あわせてࢺータルパッࢣージの活

用事例の集も行う。 

(3) ఏ㐩ヨのಟṇ㸦㸰ᖺ目㸧 

上グ(2)によりᚓられた結果によって、ఏ㐩試案のಟṇ

を行い、更にጇᙜ性のあるఏ㐩試案を専門部会の᳨ウ結

果を㋃まえ作成する。 

(�) ᭱⤊᳨ウ㸦᭱⤊ᖺᗘ㸧 

上グ(3)を㋃まえఏ㐩試案の実施による᭱終的なຠ果᳨

ドを行うとともに、支援ᢏ法をఏ㐩する際の፹体の整ഛ

をᅗる。 
 

㸳 ᮏ◊✲のᡂᯝのά⏝について 

職業リハビリテーション支援者に対する支援ᢏ⾡向上を

目的とした全体的な研ಟや、ࢺータルパッࢣージに関する

ຓ言や援ຓを目的としたಶ別の研ಟに活用されることが期

ᚅされる。また、ྛ職業リハビリテーションᶵ関がࢺータ

ルパッࢣージをຠ果的に活用するためにもᙺ立つものと考

えられる。 
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 ける࠾ᖥᙇ∧㸦MWS㸧᪂つ課題ᐇ時にࣝࣉࣥࢧࢡ࣮࣡

ほⓗ࡞⑂ປᗘとᐇ⤖ᯝとの㛵ಀ 
 

  （ンター  研究ဨࢭྜ⥲障害者職業）㇂ ⣖ۑ

ඵᮌ ⦾⨾（障害者職業⥲ྜࢭンター） 

前ཎ 明（ඖ 障害者職業⥲ྜࢭンター(現 ⛅田大学教育文学部)）  

知ྡ 㟷子・Ṋ⃝ ᗈ・ᒣ科 ṇᑑ（障害者職業⥲ྜࢭンター） 

 

㸯 ⫼ᬒと目ⓗ 

「ワークサンプルᖥᙇ版（以ୗ「MWS」という。）」をྵ

む「職場㐺応ಁ進のためのࢺータルパッࢣージ（以ୗ「ࢺ

ータルパッࢣージ」という。）」では、作業㐙行や障害・

の状態にᙳ㡪すると考えられる⑂労の現れ方をᢕᥱし、

⎔ቃ調整をྵめた対ฎ方法を確立することを目的の１つと

してきた１）２）。⑂労ឤは、⑂労があることを自ぬするឤぬ

とされ３）、様々な要ᅉよって現れ方が␗なる４）。MWS は、

16✀㢮のワークサンプルから構成されており、ྛ ワークサ

ンプル内において㞴᫆度によるࣞ࣋ルを設定している。そ

のため、ワークサンプルの㑅ᢥとࣞ࣋ル設定などにより㈇

Ⲵを調整することで作業㐙行における⑂労の現れ方をᢕᥱ

し、ල体的な対ฎ方法を᳨ウすることができる。 
障害者職業⥲ྜࢭンターでは、新たに開発した「給計

⟬」「文書校ṇ」「社内㒑౽≀仕分」の３つのワークサン

プル（以ୗ「新規課題」という。）について、一般成人

のデータ集を実施し、一般成人におけるṇ⟅ᩘ、作業時

間、⑂労ឤ等の報告を行っている５）。それによれば、「給

計⟬」「文書校ṇ」で、「社内㒑౽≀仕分」よりも強い

⑂労ឤをッえる者が多いことが確認されている。しかし、

ᙜヱ研究では、⑂労ឤと実施結果の関係についてはᮍ᳨ウ

であった。 

そこで、本研究では、新規課題を一般成人に実施したデ

ータを用いて、⑂労ឤの生㉳状況とṇ⟅ᩘཬび作業時間の

関係に↔Ⅼをᙜてた分ᯒを行い、ワークサンプルごとのഴ

向を᳨ウする。 

 

㸰 ᪂つ課題と⑂ປឤ 

MWSの新規課題は、⢭⚄ᝈや発㐩障害等により休職中

で職を目指している用者や作業㐙行力が高い用者の

⑂労のࢿ࣐ジ࣓ンࢺに向けた支援に資することを≺いの１

つとして開発された。新規課題では、対㇟者自㌟が作業ᡭ

㡰やルールのグ㍕されたサブブックを参↷しながら作業を

進めることがồめられる。また、ྠ時に」ᩘの⟠所にὀ意

を向ける必要があるⅬなど、᪤Ꮡ課題より㈇Ⲵが高いもの

となっている。新規課題の構成と内容を、表１に♧す。 

なお、᪤Ꮡ課題とྠ様、⡆᫆版はホ౯䜔య㦂䜢┠ⓗ䛸䛧䚸

カ⦎∧䛿㞴ᗘ䛾ప䛔䝺䝧䝹䛛䜙㧗䛔䝺䝧䝹䜈䛸ẁ㝵ⓗ䛻ᐇ

䛩䜛䛣䛸䛷䚸సᴗ䛾ṇ☜ᛶ䜔Ᏻᐃᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛾Ꮫ

⩦䜔⿵᪉ἲ䛾≉ᐃ䜢⾜䛖䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛。 

 

３ ᪉ἲ 

職Ṕ等の᮲௳を‶たした20௦から50௦までの一般成人

68ྡ（⏨性53ྡ、ዪ性15ྡ）を研究協力者とし、３日間で

３つの新規課題の⡆᫆版と訓練版を実施した。 

⑂労ឤについては、⡆᫆版・訓練版のྛワークサンプル

終了┤後に「⑂れていない」「少し⑂れた」「かなり⑂れ

た」の３ẁ㝵で回⟅をồめた。 

分ᯒ方法は、ྛワークサンプルについて、⡆᫆版、訓練

版それࡒれの実施┤後にᚓられた⑂労ឤと、成⦼の指標と

なりうるṇ⟅ᩘཬび作業時間との相関関係を᳨ウすること

とした。 

 

４ ⤖ᯝ 

⑂労ឤとṇ⟅ᩘཬび作業時間との間の相関関係を᳨ウ

するため、相関係ᩘをồめた。⑂労ឤは、上㏙のように「⑂

れていない」「少し⑂れた」「かなり⑂れた」の３ẁ㝵ホ

定であり、㡰ᗎᑻ度であると考えられることから、本研究

では、ṇ⟅ᩘཬび作業時間とのスࣆア࣐ンの㡰相関係ᩘ

をồめた。 

⾲㸯 ᪂つ課題のᵓᡂとෆᐜ㸦㞀ᐖ者職ᴗ⥲ྜ࣮ࢱࣥࢭ㸪2�1�㸧 

 㡿 ᇦ  ྡ ⛠ ෆ  ᐜ 

2$సᴗ ⤥ィ⟬ 

⏬面に⾲♧された♫ဨ1ྡศのࢱ࣮ࢹをࡶとに、⤥ィ⟬にᚲせྛ࡞㡯目の್をィ⟬し、ᣦᐃさ

れたࣝࢭにᩘ್をධຊࡍるࠋィ⟬᪉ἲをグ㍕したࢡࢵࣈࣈࢧとูῧ㈨ᩱ㸦ಖ㝤ᩱ㢠⾲、※Ἠᚩ

⛯㢠⾲㸧を参↷し࡞がらసᴗを行ࠋ࠺ 

事ົసᴗ 文᭩ᰯṇ 
事ົ文᭩、ሗ࿌᭩➼の༳ๅཎ✏を⏝いて、ᰯṇసᴗを行ࠋ࠺ཎ✏とᰯṇๅの文Ꮠ➼をᘬྜࡁわࡏ、

 ࠋるࡍሗ࿌᭩సᡂつᐃにしたがい、ᰯṇグྕを⏝いてㄗりをಟṇࡸࢡࢵࣈࣈࢧ

ᐇົసᴗ 
♫ෆ 

㒑౽≀ศ 

௬の♫にᒆいたⴥ᭩ࡸᑒ᭩࡞の㒑౽≀を、ศの࣮ࣝࣝにしたがࡗて、組⧊ᅗ、♫ဨྡ⡙、

あい࠾࠼࠺⣴ᘬを参↷し࡞がら、㐺ษ࣮ࢲ࢛ࣝࣇࡸࢫࢡࢵ࣎࡞にศけるࠋ 
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その結果を表２に♧す。⑂労ឤとṇ⟅ᩘとの間に５㸣Ỉ

‽で有意な相関は認められなかった。一方、⑂労ឤと作業

時間との間では、⡆᫆版の「給計⟬」（Ȩ㸻 0.20� p   0.04 

� 0.05）、「社内㒑౽≀仕分」（Ȩ㸻 0.37�  p   0.00 � 0.01）、

訓練版の「社内㒑౽≀仕分」（Ȩ㸻 0.25� p   0.04 � 0.05）

において、有意な小㹼中程度の相関が認められた。また、

「文書校ṇ」の⡆᫆版でも、小程度の相関が、10㸣Ỉ‽で

有意なഴ向が認められた（Ȩ㸻 0.22� p   0.08 � 0.10）。 

 

⾲㸰 ほⓗ࡞⑂ປឤとṇ⟅ᩘཬびసᴗ時㛫の相㛵ಀᩘ 

  ṇ⟅  ᩘ సᴗ時㛫 

⤥ィ⟬ 
⡆᫆∧ ����� 

 
��2�  

カ⦎∧ ���11 
 

��1� 

文᭩ᰯṇ 
⡆᫆∧ ���� 

 
��22  ͊

カ⦎∧ ��12 
 

���� 

♫ෆ 

㒑౽≀ศ 

⡆᫆∧ ���� 
 

��3�  

カ⦎∧ ��2� 
 

��2�  

ͤ᭷ពỈ‽ࡣ、㸯㸣(���1)ᮍ‶をࠕࠖ、㸳㸣(����)ᮍ‶をࠕࠖ

とࡍる࠾࡞ࠋ、᭷ពഴ向の1��㸦��1�㸧ᮍ‶ࠖ͊ࠕࡣとࡍるࠋ 

 

㸳 考察 

(1) ⤖ᯝのまとめ 

ṇ⟅ᩘと⑂労ឤでは、全ての新規課題の⡆᫆版・訓練版

において、有意な相関は認められなかった。一方、作業時

間と⑂労ឤでは、全ての新規課題の⡆᫆版、「社内㒑౽≀仕

分」の訓練版でṇの相関ないし相関するഴ向が認められた。

このことから、⑂労ឤは、ṇ⟅ᩘとは無関係に、より㛗い

作業時間を㈝やした課題において強く現れるものと考えら

れる。また、作業時間が㛗い課題で⑂労ឤが強く現れるഴ

向は、⡆᫆版においてより強く、訓練版では「社内㒑౽≀

仕分」でのみ確認された。 

(2) ṇ⟅ᩘとసᴗ時㛫の㛵ಀの♧၀ 

このことは、ṇ⟅ᩘと作業時間の関係に対しても♧၀を

える。一般に、」㞧な作業は、ᑀに行うことで、ṇ確

性がቑすと考えられる。しかし、新規課題では、ṇ⟅ᩘཬ

び作業時間と⑂労ឤとの関係がそれࡒれ␗なっていること

から、作業時間とṇ⟅ᩘが相関しないྍ⬟性が考えられる。 

そこで、ṇ⟅ᩘと作業時間の間の相関を確認したところ、

５㸣Ỉ‽では、ṇ⟅ᩘと作業時間の間に有意な相関は認め

られなかった（ṇ⟅ᩘཬび作業時間は㔞的ᑻ度であるため

ンの✚⋡相関係ᩘを⟬出した）。ただし、「給計⟬」ࢯアࣆ

の⡆᫆版では、小程度の㈇の相関が、10㸣Ỉ‽で有意ഴ向

を♧しており（㹰㸻 -0.23� p   0.06 � 0.10）、作業時間

を㈝やすことで、むしろṇ⟅ᩘがపୗするഴ向が見られた。

他方、「文書校ṇ」の訓練版では、中程度のṇの相関が10㸣

Ỉ‽で有意ഴ向を♧しており（㹰㸻 0.24� p   0.05 � 0.10）、

作業時間を㈝やすことでṇ⟅ᩘが上᪼するഴ向が見られた。 

このことは、新規課題について作業時間とṇ⟅ᩘの間に

強い関係性を┤ちに定することはできないが、課題によ

っては、作業時間をかけることでṇ⟅ᩘが上᪼、あるいは

పୗするྍ⬟性があることを♧၀している。 

これを⑂労ឤとの関係で考えると、「給計⟬（⡆᫆版）」

では時間をかけるとṇ⟅ᩘがపୗし、「社内㒑౽≀仕分」で

は時間をかけてもṇ⟅ᩘは変わらないが、いずれのワーク

サンプルでも⑂労ឤが強くなるྍ⬟性がある。一方、「文書

校ṇ（訓練版）」では、ṇ⟅ᩘは時間をかけると上᪼するྍ

⬟性があるが、作業時間と⑂労ឤとの関係は認められなか

った。 

(3) MWS᪂つ課題ᐇに㝿しての♧၀ 

障害者を対㇟とした実施結果からは、新規課題が⑂労の

現れ方に対するẼきをಁすᶵ⬟があることが指されて

いる５）。一方、㈇Ⲵの高い課題でもあることから、対㇟者

の状況に応ࡌて、ワークサンプルの㑅ᢥを行う必要がある。

本研究でᚓられた結果は、⑂労が作業時間と相関的である

こと、時間をかけてもṇ⟅ᩘが上᪼するとは㝈らない課題

がある一方、時間をかけることでṇ⟅ᩘが上᪼するྍ⬟性

のある課題もあることを♧しており、新規課題を実施する

うえで留意すきⅬとなるだろう。 

(�) 後の課題 

本研究は、ྛワークサンプル実施┤後の⑂労ឤについて、

３௳法で回⟅をồめたデータを用しており、このことを

もって᩿定的な解㔘を行うことはできない。また、⑂労ឤ

と࢚ラー㡯目等との関係も᳨ウすることで、多角的な支援

の視Ⅼをᚓられると考えられる。そのため、今後、データ

を充実させていく必要がある。 
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 ᖥᙇ∧㸦MWS㸧のࣝࣉࣥࢧࢡ࣮࣡

᪂つ課題ࠕ♫ෆ㒑౽≀ศࠖを⏝いたᑐ㇟者の≉ᛶ理ゎ 

 

 （ンター 研究ဨࢭྜ⥲障害者職業）知ྡ 㟷子ۑ

ඵᮌ ⦾⨾（障害者職業⥲ྜࢭンター） 

前ཎ 明（ඖ 障害者職業⥲ྜࢭンター(現 ⛅田大学教育文学部)） 

㇂ ⣖・Ṋ⃝ ᗈ・ᒣ科 ṇᑑ（障害者職業⥲ྜࢭンター） 
  

㸯 ࡌࡣめに 

障害者職業⥲ྜࢭンター障害者支援部門では、障害者の

就労支援に資することを目的としワークサンプルᖥᙇ版

(MWS)の開発を行ってきた。今般、᪤Ꮡの13のワークサ

ンプルに加え、新たに３つのワークサンプルを開発した。 

ᚑ᮶のMWSでは࢚ラーഴ向やスࣞࢺス・⑂労の現れ方

のᢕᥱが㞴しい者、ᚑ᮶のMWSを安定的に行え、より㞴

度の高いワークサンプルの活用がồめられる者について作

業特性等をホ౯できるⅬが特ᚩとしてᣲࡆられる１）。 

障害者職業⥲ྜࢭンター（2019�調査研究報告書θ145�

「障害の多様に対応した職業リハビリテーション支援

⚄ールの開発（その２）」）１）では、障害ᙜ事者（⢭ࢶ

障害者、発㐩障害者、高次⬻ᶵ⬟障害者）に対しMWSの

新規課題の実施を試みた。本報告では、「社内㒑౽≀仕分」

を実施した事例のうち、作業㐙行上の認知的㈇Ⲵが高まる

ことで࢚ラーഴ向やスࣞࢺス応がみられた３つの事例を

取り上ࡆ、課題の構㐀と対㇟者の࢚ラーཬびスࣞࢺス発生

の関連性について᳨ウする。加えて、「社内㒑౽≀仕分」

が自己の特性理解にどのようなᙳ㡪をもたらしたかを᳨ウ

する。 

 

㸰 ᪉ἲ 

 ෆ㒑౽≀ศࠖのᴫせ♫ࠕ (1)

「社内㒑౽≀仕分」は、ᯫ空の会社にᒆいた㒑౽≀を、

サブブック 1ͤ内の͆仕分のルール͇に基࡙き、組⧊ᅗ、社

ဨྡ⡙、あいうえお⣴ᘬを活用しながら仕分ボックス・

フ࢛ルダーに仕分ける課題である。㞴᫆度のࣞ࣋ルは５ẁ

㝵とし、ࣞ࣋ルが上がるにつれ㐺用されるルールや参↷⟠

所がቑえていくように設計されている。なお、１試行は20

課題（20ᯛの㒑౽≀）であり、１ブロックという༢ྡで

⛠することとしている。 

(2) ᑐ㇟者のᴫせ 

障害者職業⥲ྜࢭンターを用する障害ᙜ事者協力を

要ㄳした。いずれも職場で事ົ的業ົにᚑ事していた経験

があり、それࡒれ就職や職を目指し、支援者と職場に౫

㢗する㓄慮事㡯を᳨ウ中であった。 

 事例Ａ 

⢭⚄障害（うつ）、20௦⏨性。 

大学卒業後、ᘓ築関係会社ධ社。１年目はࢳームの一

ဨとして事業計⏬を立て現場指┘╩などをົめた。ධ社

２年目から༢⊂で特定の地域をᢸᙜすることとなったが業

ົをฎ理しきれず、上ྖや先㍮との関係がᝏ。その後、

㢌③やྤきẼなどの㌟体状が生ࡌて休職に⮳った。支援

ᢸᙜ者からは「࿘りとẚ㍑して⨥ᝏឤを持つなど自㈐的」、

「ඃ先㡰をつけるのがⱞᡭ」、が指されていた。体調

の変や⑂労を自ぬする、スࣞࢺスに関する理解を῝める、

職に向け自分にྜう働き方の᳨ウ等が目標であった。 

 事例Ｂ 

発㐩障害（自㛢ス࣌クࢺラム障害・ὀ意Ḟ㝗多動性障

害）、20௦ዪ性、⢭⚄障害者保福祉ᡭᖒを取ᚓ、ồ職中。 

大学在学中にデ᩿をཷけ、卒業後はࢳャࣞンジ雇用によ

り事ົ⿵ຓとして就職したが、障害特性に基࡙く㓄慮事㡯

が整理されておらず、職場でコࢣࢽ࣑ࣗーション上のၥ題

が生ࡌ離職に⮳った。前職の経験から自信をኻっていたが、

支援を通ࡌて自らの特性を知りたいというᕼᮃがあった。 

 事例Ｃ ࢘

高次⬻ᶵ⬟障害（外യ性⬻ᦆയ）、40௦⏨性。職支援

のプログラムに参加中。 

大学卒業後、ᘓ築関係の事業所で予⟬Ỵめやୗㄳけ発ὀ

をᢸᙜ。通事ᨾによるᛴ性◳⭷ୗ⾑⭘でධ㝔。ᡭ⾡後、

ኻㄒ、⬺ᢚ制、保続などの状が見られた。回後はᛀ、

᫆ᛣ的ഴ向、ᅛᇳഴ向、社会的行動障害がṧᏑ。グ᠈障害

を自ぬしている。職後の業ົ内容を᳨ウ中であった。 

 ࢺࣥࢭࣥࢥࢻ࣒࣮࢛ࣇࣥ (3)

新規課題の実施にあたって、研究ᢸᙜ者から支援ᢸᙜ者

研究の目的ཬび౫㢗内容等をㄝ明後、支援ᢸᙜ者から障

害ᙜ事者ྠ様の内容をㄝ明し、本研究の協力のྠ意を

ᚓた。その後、新規課題の実施前に研究ᢸᙜ者より度研

究の目的ཬび౫㢗内容等をㄝ明し、協力のྠ意を確認した。 

(�) 課題のᐇ᪉ἲ 

新規課題は᪤Ꮡ課題にẚして㞴度が高いため、新規課題

の中で対㇟者が㐙行できる見㎸みの高い「社内㒑౽≀仕分」

を㑅ᢥした。試行時にはMWSの実施において推ዡしてい

るシングルࢣーススタディの中からＡＢＡ法を応用した。 
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３ ⤖ᯝ 

(1) 事例Ａ㸦⢭⚄㞀ᐖ者࣭2�௦㸧のᐇ≧ἣ 

 ⡆᫆∧の⤖ᯝ 

ṇ⟅ᩘは13試行㸭20試行で、ṇ⟅⋡は65㸣であった。作

業時間は15分40⛊であった。ᐄྡが組⧊ᅗの部課ྡと一⮴

していない㒑౽≀、㏿㐩・ぶᒎの㒑౽≀に࢚ラーがみられ

た。作業中に、仕分のルールはㄞࢇでいたが、組⧊ᅗで部

課ྡを確認する行動はほᐹされなかった。作業終了後

「立っていて⑂れた」、「支援者の目⥺がẼになった」と

の報告があった。 

 カ⦎∧の⤖ᯝ 

試行日ᩘが㝈られていたことから、アࢭス࣓ンࢺとして

㏿㐩・ぶᒎのၥ題が出現するࣞ࣋ル４・ࣞ࣋ル５をྛ３ブ

ロック࣋ースライン期ͤ２で実施した。ࣞ࣋ル４では、１

ブロック目で要確認࢚ラー、㏿㐩・ぶᒎ࢚ラーが生ࡌたも

のの、その後の２ブロックは全ၥṇ⟅であった。ࣞ࣋ル５

では自発的に指さし↷ྜを行っていたが、１ブロック目で

㏿㐩・ぶᒎの࢚ラーが、２ブロック目で㌿㏦࢚ラーが生ࡌ

た。作業後、本人は「࣑スが減ってきて安ᚰして確認しな

くなってしまう。それでび࣑スがおこる」、「自分には

ὀ意のၥ題があるとឤࡌた」というឤを㏙た。 

(2) 事例Ｂ㸦Ⓨ㐩㞀ᐖ者࣭2�௦㸧のᐇ≧ἣ 

 カ⦎∧の⤖ᯝ ۑ

、ル１は２ブロック実施し、ṇ⟅⋡が100㸣だったが࣋ࣞ

ࢺ。て自㈐的発言が⧞り㏉されたࡌラーが生࢚ル２で࣋ࣞ

ࣞーࢽング期に移行する᪨をఏえたがᡞᝨいを見せたため、

作業の予定をఏえ、対ฎ方法（ㄞみ上ࡆ、指さし、↷ྜ）

についてㄝ明をしたところ、続けてࣞࢺーࢽングを行うこ

とを㑅ᢥした。１ブロックごとに結果をఏえ、ṇ確にでき

たことを㈹㈶すると➗㢦がみられた。ࣞ࣋ル２のプローブ

期ͤ２においても100㸣のṇ⟅⋡を維持した。ࣞ࣋ル３では

た。作業中、仕分のࡌラーが生࢚⟣ースライン期で࣋

ルールの内容について㉁ၥあったが、その際にㄝ明をした

⟢使用のルールについて、本人と研究ᢸᙜ者のやりとり

で認識のずれがあったことが明らかとなった。仕分のルー

ルの確認をຓ言し、続くࣞࢺーࢽング期ではよりៅ重に確

認行動を自発的に取ったことで、作業が安定していった。 

(3) 事例Ｃ㸦㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ者 �࣭�௦㸧のᐇ≧ἣ 

 ⡆᫆∧の⤖ᯝ 

ṇ⟅ᩘは18試行㸭20試行で、ṇ⟅⋡は90㸣であった。作

業時間は28分48⛊、１ᯛずつៅ重に㒑౽≀を仕分けていた

が、課ྡ࢚ラー、㏿㐩・ぶᒎ࢚ラーが生ࡌた。結果の

フィーࣂࢻック後、必要な⿵方法の確認や職にあたっ

ての課題の整理のために訓練版を行うこととした。 

 カ⦎∧の⤖ᯝ 

࢚⟣ル３で࣋ࣞ。ル１、２は全ၥṇ⟅であった࣋ࣞ

ラーが生ࡌたため、⟢の使用に関する仕分のルールの確

認をಁし、その後のࣞࢺーࢽング期、プローブ期ではṇ確

な作業がྍ⬟となった。ࣞ࣋ル４では例外的な場ྜについ

て㉁ၥがありルールの確認をಁすと、サブブック内の仕分

のルールに例外が♧されていることにẼ࡙いた。一方、ࣞ

ラーが࢚⟣ル３でṇ確にฎ理ができるようになった࣋

び生ࡌ、新たに、㏿㐩・ぶᒎ࢚ラーが生ࡌた。これらにつ

いて、本人は、「ＡとＢをྠ時にやっていると、Ｂがおろ

そかになりＡだけやってしまう」と自らの特ᚩをㄒった。

仕分のルールを確認し、⟢を㐺ษに使用することを目標

にࣞࢺーࢽング期に移行した。２ブロック連続でṇ⟅⋡

100㸣となった時Ⅼで試行を終了した。 

 

４ 考察 

「社内㒑౽≀仕分」は、ࣞ࣋ルが上がるごとに㐺用する

ルールがቑ加し、ὀ意を向ける範囲がᗈがることによって

認知的㈇Ⲵが高まるように設定されている。今回の３事例

は「仕分のルールを保持しながらྠ時に㒑౽≀のグ㍕事㡯

にὀ目しなければならない場㠃で࣑スが㉳こること（事例

Ａ、事例Ｃ）」、「仕分のルールの͆᭕さ͇がわかりに

くいこと（事例Ｂ）」に言ཬしていた。これらは課題の認

知的㈇Ⲵに関連する発言であり、本課題に意ᅗ的に設けら

れた構㐀がຠ果的に作用していると考えられる。また、事

例Ｂはルールの͆᭕さ͇によって不安が生ࡌ、㉁ၥ行動

がႏ㉳され、ルールが᭕なため「ᅗで♧して欲しい」᪨

を発言していた。ྠ様の行動は職場でも㉳こりうるྍ⬟性

があり、㓄慮事㡯を᳨ウする上での参考となった。 

事例Ａ、Ｃにおいては、ࣞ࣋ルが上がり、これまでの

ルールに新たな別のルールが㏣加されると、㞴度のపいࣞ

࢚、ルでṇ確に作業・ฎ理できていたၥ題であっても࣋

ラーとなる場㠃が見られた。実際に࢚ラーが生ࡌたことを

目のᙜたりにしたことが自らの特性の言ཬにつながって

おり、本人の特性により࢚ラーが生ࡌる場㠃の現性とい

うⅬにおいて、本課題は多様な支援場㠃や対㇟者に活用ྍ

⬟性が認められることから、職業リハビリテーションにᦠ

わる支援者に✚ᴟ的に活用いただくことを期ᚅしたい。 

 

【参考文献】 
１）障害者職業⥲ྜࢭンター調査研究報告書θ145�「障害の多様に対

応した職業リハビリテーション支援ࢶールの開発（その２）」

（2019） 

 

ͤ１㸸サブブック㸸新規課題に共通して設けられており、作業のため参

↷・確認するᅗ表等やᡭᘬきがグ㍕された資料である。「文書にグ

㍕されたルールを理解する力」や「理解したルールを的確に㐠用す

る力」をᢕᥱするᶵ⬟を持つものとして⨨࡙けている。 

ͤ２㸸࣋ースライン期とは、介ධや指ᑟを行う前の状態を 定したもので

ある。介ධ前の対㇟者の行動ࣞ࣋ルを知ることができる。プローブ

期は、ࣞࢺーࢽング期での介ධのຠ果を確認するため、࣋ースライ

ンとྠࡌ᮲௳にᡠし状態を 定したものである。 
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㸫ຍ㱋にࡼる㞀ᐖの㔜ᗘとࡑの事のᙳ㡪㸫 
 

 （ンター 研究ဨࢭྜ⥲障害者職業）⏥ ▼大ۑ

高℩ 一・田川 ྐᮁ・Ⲩ ಇኵ（障害者職業⥲ྜࢭンター） 
 

㸯 ⫼ᬒと目ⓗ 

障害者の就労においては、加㱋や障害の進行等によりᚑ

前の職場・職✀での就労がᅔ㞴になった時の継続雇用と生

活の安定の必要性１）について指されている。 

本✏では、「障害のある労働者の職業サイクルに関する

調査研究」において㸶年にわたる計５回の⦪᩿調査（パࢿ

ル調査）の結果を用いて、障害者ᡭᖒの等⣭ὀの変とそ

の前後の就労状況等を分ᯒした結果を報告する。 

 

㸰 ᪉ἲ 

(1) 㞀ᐖのあるປാ者の職ᴗࣝࢡࢧに㛵ࡍるㄪᰝ◊✲ 

 の⫼ᬒと目ⓗ✲◊ 

⊂立行ᨻ法人高㱋・障害・ồ職者雇用支援ᶵ構が行う

「障害のある労働者の職業サイクルに関する調査研究」は、

障害のある労働者の職業生活のྛ局㠃における状況と課題

をᢕᥱし、業における雇用管理の改善や障害者のな

就業の実現に資する今後の施策ᒎ開のための基♏資料をᚓ

ることを目的として、障害のある労働者ಶ人の職業生活等

の変を㏣㊧する⦪᩿調査（パࢿル調査）である（表１）。

調査開始時Ⅼで40ᡯᮍ‶の対㇟者の調査を「職業生活前

期調査」、40ᡯ以上の対㇟者の調査を「職業生活後期調

査」とした。᭱新の第５期の調査研究報告書をබ表した２）。 

 ᑐ㇟者 

視ぬ障害、⫈ぬ障害、⫥体不自⏤、内部障害、知的障害、

⢭⚄障害のいずれかの障害がある者とした。調査開始時Ⅼ

の年㱋はୗ㝈を15ᡯ、上㝈を55ᡯとした。業や自Ⴀ業で

㐌20時間以上就労している者を対㇟として調査を開始し、

その後、離職した場ྜでも調査を継続している。対㇟者の

ເ集は、ᙜ事者ᅋ体、事業所、就労支援施設等を通ࡌて⤂

介をཷけ、本人のྠ意をᚓて対㇟者としてⓏ㘓した。なお、

回ᩘపୗのため第３期に対㇟者の⿵充を行った。 

 ㄪᰝ᪉ἲ ࢘

㒑㏦法による㉁ၥ⣬調査を行い、調査⚊はⅬᏐなどの」 

 

ᩘᙧᘧを作成し、障害状況にྜわせて対㇟者に㑅ᢥしても

らっている。対㇟者による回⟅をཎ๎とし、家族等࿘囲の

支援をཷけても構わないものとしている。 

 ㄪᰝෆᐜ ࢚

第１期から学識経験者やᙜ事者・事業ᅋ体関係者等に

より構成される研究ጤဨ会を開ദし、その議ㄽを㋃まえて、

障害のある労働者の職業生活について、ᖜᗈく確認してい

る。ල体的には、基本ᒓ性、就労状況（就労ᙧ態、職ົ内

容、労働᮲௳等）、仕事上の出᮶事（᪼᱁・᪼給、㌿職、

休職等）、仕事に関する意識（‶㊊度、職場の要ᮃ等）、

⚾生活上の出᮶事（結፧、出⏘、㌿ᒃ等）その他であり、

അᩘ期のみ地域生活、་⒪ᶵ関のཷデ状況、福祉サービス

の用状況、体調やᗣに関する相談先等を㉁ၥし、ወᩘ

期のみ、年金ཷ給の有無、ධ※、経῭的なことに関する

相談先等を㉁ၥしている。 

(2) ᮏ✏のศᯒ᪉ἲ 

本✏では、第１期調査から第５期調査までの結果のうち、

障害者ᡭᖒの等⣭に変があった対㇟者をᢳ出し、性別、

年௦、障害✀別に変のഴ向にᕪがあるか⤫計分ᯒした。

また、就労ᙧ態と職場に㓄慮をᕼᮃすることについて、ᡭ

ᖒ等⣭が重度した前後の回⟅状況をẚ㍑集計した。 

 

３ ⤖ᯝ 

(1) ᮏศᯒのᑐ㇟者 

第１期から第５期までの調査において１回以上の回⟅が

あった者は1�117ྡである。分ᯒには、この調査期間中に

」ᩘ回の回⟅があり、障害者ᡭᖒの所持状況について確認

が取れた1�077ྡの結果を用いた。 

(2) 㞀ᐖ者ᡭᖒの➼⣭の変 

調査期間中に障害者ᡭᖒの等⣭の㍍度が確認された者

は10ྡ（0.9㸣）、調査ᙜ初に等⣭が᭱重度の者を㝖いた

624ྡのうち、調査期間中に等⣭の重度が確認された者

は54ྡ（8.7㸣、全1�077ྡのうちでは5.0㸣）だった。 

 
⾲㸯 ࠕ㞀ᐖのあるປാ者の職ᴗࣝࢡࢧに㛵ࡍるㄪᰝ◊✲ࠖの◊✲ᐇィ⏬ 

 

ㄪᰝᮇ ➨㻝ᮇ ➨㻞ᮇ ➨㻟ᮇ ➨㻠ᮇ ➨㻡ᮇ ➨㻢ᮇ ➨㻣ᮇ ➨㻤ᮇ

⫋ᴗ⏕ά
๓ᮇㄪᰝ

➨㻝ᅇㄪᰝ
ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ

➨㻞ᅇㄪᰝ
ᖹᡂ㻞㻞ᖺᗘ

➨㻟ᅇㄪᰝ
ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘ

➨㻠ᅇㄪᰝ
ᖹᡂ㻞㻢ᖺᗘ

➨㻡ᅇㄪᰝ
ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ

➨㻢ᅇㄪᰝ
ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ

➨㻣ᅇㄪᰝ
௧䠎ᖺᗘ

➨㻤ᅇㄪᰝ
௧䠐ᖺᗘ

⫋ᴗ⏕ά
ᚋᮇㄪᰝ

➨㻝ᅇㄪᰝ
ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ

➨㻞ᅇㄪᰝ
ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ

➨㻟ᅇㄪᰝ
ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ

➨㻠ᅇㄪᰝ
ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ

➨㻡ᅇㄪᰝ
ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ

➨㻢ᅇㄪᰝ
௧ඖᖺᗘ

➨㻣ᅇㄪᰝ
௧䠏ᖺᗘ

➨㻤ᅇㄪᰝ
௧䠑ᖺᗘ

ᐇ῭ ᐇ୰ ᐇணᐃ
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対㇟者の性別、年௦、障害✀別により重度するഴ向に

ᕪがあるか、調査ᙜ初に障害者ᡭᖒの等⣭が᭱重度の者を

㝖いた624ྡの結果に対して࢝イ᳨定を行ったところ、

性別(Ȯ2(1) 0.13� n.s.)、10௦から60௦までの年௦(Ȯ2 

(5) 2.70� n.s.)では有意ᕪは᳨出されなかった。障害✀

別では、期ᚅ度ᩘと௳ᩘが少なかった内部障害(19ྡ)を㝖

いた、視ぬ障害(56ྡ)、⫈ぬ障害(26ྡ)、⫥体不自⏤(141

ྡ)、知的障害(265ྡ)、⢭⚄障害(117ྡ)に対する࢝イ

᳨定で有意ᕪがあり(Ȯ2(4) 10.84� p�.05)、ṧᕪ分ᯒ

の結果、視ぬ障害は全体のഴ向よりも障害者ᡭᖒの等⣭が

重度しやすく、知的障害は重度しにくかった。 

(3) 㞀ᐖ者ᡭᖒの➼⣭の㔜ᗘとࡑの๓後の就ປ≧ἣ➼ 

障害者ᡭᖒの等⣭の重度が確認された54ྡの重度の

前後の就労ᙧ態の変（就労ᙧ態は必ずしも仕事の㈇Ⲵを

ᫎしているとは㝈らないが、ṇ社ဨ、ṇ社ဨ以外、就労

継続支援Ａᆺでの就労、雇用関係のない福祉施設での就労、

㠀就労の㡰で仕事の㈇Ⲵが㍍くなると考えた場ྜの仕事の

㈇Ⲵの変㸸表２）と、重度の前後ともに就労していた

40ྡの職場に㓄慮をᕼᮃすること（表３）について集計し

たところ、どちらの集計においても、いずれの障害とも変

のない者が᭱も多かった。 

変があった回⟅に╔目すると、就労ᙧ態（表２）は、

仕事の㈇Ⲵを㍍くする方向で調整する場ྜが多くみられた。

職場に㓄慮をᕼᮃすること（表３）は、㓄慮のᕼᮃ「あり」

。変する者がΰ在していた変する者と、「なし」

ྜ計してみた場ྜに、⢭⚄障害では㓄慮のᕼᮃ「あり」

変する場ྜが他の障害よりも多くあり、通㠃の㓄慮

は⣙６の者がᕼᮃ「あり」と変していた。 

 

４ 考察 

第５期調査時Ⅼにおいて᭱大㸶年間の㏣㊧期間の中で、

障害者ᡭᖒの等⣭に変があった者は一定ᩘྵまれており、

㍍度よりも重度するࢣースの方が多いことがうかがえ

た。重度により職場にᕼᮃする㓄慮の変にはಶ別性が

高く、新たに㓄慮をᕼᮃする者を確認した。また、職場の

㓄慮だけでなく、就労ᙧ態を変えることで重度に対応す

る実態もうかがえた。 

障害者ᡭᖒの等⣭の重度により様々に変する㓄慮の

ᕼᮃに対して、就労をよりにするためには、働く障害

者と事業が働く上で支障となっていることの確認やヰྜ

いのᶵ会を持ち続けることが重要になると考えられた。 

本✏は障害者ᡭᖒの等⣭の変に╔目したが、大部分を

༨めた等⣭に変のない対㇟者をྵめた分ᯒでは、㓄慮を

必要とする㡯目が多い人ほど仕事‶㊊度がపいことなどの

結果がᚓられており、第５期報告書２）にᥖ㍕している。

今後も継続して様々なほⅬから分ᯒし、キャリアᙧ成に関

連する知見を明らかにしていきたい。 

⾲㸰 ᡭᖒ➼⣭が㔜ᗘした者の就ປᙧែ(事の㈇Ⲵ)の変 

㞀ᐖ✀㢮 䛾㈇Ⲵ ேᩘ 㞀ᐖ✀㢮 䛾㈇Ⲵ ேᩘ 

どぬ㞀ᐖ 

㻔㼚㻩㻥㻕 

㔜䛟䛩䜛᪉ྥ 㻝 

ෆ㒊㞀ᐖ 

㻔㼚㻩㻝㻕 

㔜䛟䛩䜛᪉ྥ 㻜 

㍍䛟䛩䜛᪉ྥ 㻞 ㍍䛟䛩䜛᪉ྥ 㻜 

ኚ䛺䛧 㻢 ኚ䛺䛧 㻝 

᫂ 㻜 ᫂ 㻜 

⫈ぬ㞀ᐖ 

㻔㼚㻩㻡㻕 

㔜䛟䛩䜛᪉ྥ 㻜 

▱ⓗ㞀ᐖ 

㻔㼚㻩㻝㻡㻕 

㔜䛟䛩䜛᪉ྥ 㻝 

㍍䛟䛩䜛᪉ྥ 㻝 ㍍䛟䛩䜛᪉ྥ 㻡 

ኚ䛺䛧 㻠 ኚ䛺䛧 㻤 

᫂ 㻜 ᫂ 㻝 

⫥య⮬

⏤ 

㻔㼚㻩㻝㻞㻕 

㔜䛟䛩䜛᪉ྥ 㻝 

⢭⚄㞀ᐖ 

㻔㼚㻩㻝㻞㻕 

㔜䛟䛩䜛᪉ྥ 㻜 

㍍䛟䛩䜛᪉ྥ 㻝 ㍍䛟䛩䜛᪉ྥ 㻟 

ኚ䛺䛧 㻤 ኚ䛺䛧 㻤 

᫂ 㻞 ᫂ 㻝 

 䈜䛾㈇Ⲵ䛿䚸ᑵປᙧែ䛻䜘䜚㡰䛧䛶㞟ィ䛧䛯䚹ヲ⣽䛿ᮏᩥ䛻グ㍕䛒䜚䚹 

 
 

⾲３ ᡭᖒ➼⣭が㔜ᗘした者の職ሙにᕼᮃࡍる㓄៖の変 

㞀ᐖ✀㢮 㓄៖䛾ᕼᮃ 
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どぬ㞀ᐖ 

㻔㼚㻩㻣㻕 

䛒䜚䜈䛾ኚ 㻞   㻝   㻝       㻠 

䛺䛧䜈䛾ኚ 㻝 㻝           㻝 㻟 

ኚ䛺䛧 㻠 㻢 㻢 㻣 㻢 㻣 㻣 㻢 㻠㻥 

⫈ぬ㞀ᐖ 

㻔㼚㻩㻠㻕 

䛒䜚䜈䛾ኚ 㻝 㻝       㻝 㻝 㻝 㻡 

䛺䛧䜈䛾ኚ 㻝 㻝 㻝           㻟 

ኚ䛺䛧 㻞 㻞 㻟 㻠 㻠 㻟 㻟 㻟 㻞㻠 

⫥య⮬⏤ 

㻔㼚㻩㻝㻜㻕 

䛒䜚䜈䛾ኚ   㻟   㻞 㻝   㻞 㻝 㻥 

䛺䛧䜈䛾ኚ 㻝 㻝   㻝 㻞       㻡 

ኚ䛺䛧 㻥 㻢 㻝㻜 㻣 㻣 㻝㻜 㻤 㻥 㻢㻢 

ෆ㒊㞀ᐖ 

㻔㼚㻩㻝㻕 

䛒䜚䜈䛾ኚ           㻝     㻝 

䛺䛧䜈䛾ኚ               㻝 㻝 

ኚ䛺䛧 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝   㻝   㻢 

▱ⓗ㞀ᐖ 

㻔㼚㻩㻝㻜㻕 

䛒䜚䜈䛾ኚ   㻝 㻝 㻞 㻝 㻝     㻢 

䛺䛧䜈䛾ኚ       㻝 㻟 㻟 㻟   㻝㻜 

ኚ䛺䛧 㻝㻜 㻥 㻥 㻣 㻢 㻢 㻣 㻝㻜 㻢㻠 

⢭⚄㞀ᐖ 

㻔㼚㻩㻤㻕 

䛒䜚䜈䛾ኚ 㻞 㻟 㻝 㻡   㻞 㻟   㻝㻢 

䛺䛧䜈䛾ኚ 㻞 㻞     㻝   㻝   㻢 

ኚ䛺䛧 㻠 㻟 㻣 㻟 㻣 㻢 㻠 㻤 㻠㻞 

 

 

【ὀ㔘】 

⒪育ᡭᖒ（⒪育ᡭᖒ、ឡのᡭᖒ、みどりのᡭᖒ等）については、

障害の程度。 

 

【ᘬ⏝文献】 

 

1) 地域の就労支援の在り方に関する研究会㸸地域の就労支援の

在り方に関する研究会報告書 別ῧ３ 参集者、関係者ཬび障

害者ᅋ体からのࣄアリングᴫ要� 15� 厚生労働省（2012） 

2) 障害者職業⥲ྜࢭンター㸸障害のある労働者の職業サイクル

に関する調査研究（第５期）「調査研究報告書1o.148」�障害

者職業⥲ྜࢭンター（2019） 

 

【連絡先】 

障害者職業⥲ྜࢭンター研究部門 社会的支援部門 

7el.043-297-9025 

－175－



㞀ᐖ䛾䛒䜛ປാ⪅䛾⫋ᴗ䝃䜲䜽䝹䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲䠄➨䠑ᮇ䠅⤖ᯝሗ࿌ 䛭䛾䠎 

㸫㞀ᐖのあるປാ者の相談先の㸶ᖺ㛫の変㸫 
 

 （ンター 研究協力ဨࢭྜ⥲障害者職業）ᮁྐ 田川ۑ

高℩ 一・大▼ ⏥・Ⲩ ಇኵ（障害者職業⥲ྜࢭンター） 
 

㸯 ⫼ᬒと目ⓗ 

障害のある労働者の職業生活において、ᅔりごとが㉳き

た際にどのような人やᶵ関が相談先として㑅ばれているの

か。また、相談先は変することがあるのだろうか。 

本✏では「障害のある労働者の職業サイクルに関する調

査研究」において㸶年にわたり㝸年で㏣㊧調査した結果１）

の中から、４年ごとに計３回の回⟅をᚓた「仕事に関する

こと」「経῭的なこと」でᅔった際の相談先に╔目し、集

計結果に見られた相談先やその経年変、障害✀㢮による

ᕪ␗について報告する。 

 

㸰 ᪉ἲ 

(1) 㞀ᐖのあるປാ者の職ᴗࣝࢡࢧに㛵ࡍるㄪᰝ◊✲ 

「障害のある労働者の職業サイクルに関する調査研究

（第５期）結果報告 その１」参↷。 

 

(2) ᮏ✏の᪉ἲ➼ 

ወᩘ期の調査で㉁ၥしている「仕事に関してᅔったこと」

「経῭的にᅔったこと」が㉳きたときに相談する人やᶵ関

についての」ᩘ回⟅を集計し、第１期調査結果（平成20・

21年度実施）と第５期調査結果（平成28・29年度実施）を

ẚ㍑した。なお、ල体的な相談先の㡯目は、家族や人、

職場、就労支援ᶵ関、ᒃఫ場所、福祉・相談ᶵ関、་⒪ᶵ

関、行ᨻᶵ関、ゼၥしてくる事業所、学校、障害者ᅋ体、

その他である。調査⚊ではこれらに「相談しない（人やᶵ

関を相談・用したことはない）」を加えて㉁ၥしている。 

 

３ ㄪᰝ⤖ᯝ 

(1) ᅇ≧ἣとᮏศᯒのᑐ㇟者 

調査の回ᩘと回⋡は、第１期は839人（回⋡

82㸣）、第５期は660人（ྠ60㸣）だった。本分ᯒでは、

このうち第１期と第５期の୧方に回⟅し、いずれも就労中

だった400人を対㇟とした。対㇟者の障害✀㢮別の内ヂは、

視ぬ障害60人、⫈ぬ障害78人、⫥体不自⏤86人、内部障害

39人、知的障害104人、⢭⚄障害33人、第１期調査時Ⅼの

平ᆒ年㱋は38ṓであった。 

 

(2) 㞟ィ⤖ᯝ 

 る相談≧ἣについてࡍ事に㛵 

相談状況不明を㝖き、全対㇟者において第１期ཬび第５

期ともに仕事の相談をしていない者は⣙４㸣であり大༙の

者は仕事の相談をしていた。相談先は「家族や人」が⣙

㸷「職場」が⣙７であり他の相談先は多くとも２前

後であった。本✏では相談先として「家族や人」「職場」

を中ᚰに以ୗに第１期と第５期をẚ㍑した。 

 る相談先の変について㸦⾲㸯㸧ࡍ事に㛵 

「家族や人」について、視ぬ障害、⫥体不自⏤、内部

障害、知的障害の４障害✀㢮で「新たな相談先㸸第１期は

相談先でないЍ第５期では相談先である」と変した者が

２以上いた。 

次に「職場」について、「新たな相談先」に変した者

が全ての障害✀㢮で２以上いた。 

 

 

⾲㸯 㞀ᐖ✀㢮ู࣭事に㛵してᅔࡗたࡇとの相談先ูの相談の᭷↓㸦➨㸯ᮇと➨㸳ᮇのࢫࣟࢡ⾲㸧一㒊ᢤ⢋ 
   家族ࡸே 職ሙ ⚟♴࣭相談ᶵ㛵 就ປ支援ᶵ㛵 ་⒪ᶵ㛵 
   1ᮇ 1ᮇ 1ᮇ 1ᮇ 1ᮇ 
 し あり࡞ し あり࡞ し あり࡞ し あり࡞ し あり࡞    

どぬ㞀ᐖ �ᮇ 
� し࡞ �2 �� 3 ��2 �1 �11 � ��1 �1� 1 2� �2 �1� 1 2� �� ��� 1 2� 

あり 1� 2�� 2� ��� 1� 2�� 22 3�� � �� � �� � �� � �� 2 �� � �� 

⫈ぬ㞀ᐖ �ᮇ 
�2 �� � ���1 �� �13 �1 ��3 23 �� � ��し 12 1࡞ ��� 1 1� �2 ��� 2 3� 

あり 13 1�� �� ��� 1� 23� 2� 3�� � �� � �� � �� � �� 3 �� � �� 

⫥య自⏤ �ᮇ 
�し 1� 12� � �� 1࡞ 22� � �� �� ��� 1 1� �� ��� � �� �� �1� � �� 

あり 2� 2�� �� �2� 2� 3�� 3� �1� � �� � �� 3 3� 1 1� � �� 2 2� 

ෆ㒊㞀ᐖ �ᮇ 
3 �3 1 �2� �し � 21� � 13� � 21� � 1�� 3࡞� ��� � �� 33 ��� 2 �� 

あり � 23� 1� ��� 13 33� 1� 3�� 2 �� � �� 1 3� � �� 3 �� 1 3� 

▱ⓗ㞀ᐖ �ᮇ 
�し 1࡞ 1�� 13 13� 2� 2�� 1� 1�� �1 �2� � �� �3 ��� 1� 1�� �� �1� � �� 

あり 2� 2�� �3 �3� 3� 3�� 21 21� 1� 1�� 2 2� 1� 1�� 21 21� � �� � �� 

⢭⚄㞀ᐖ �ᮇ 
3 �1 �� し 2 �� � 21� � 1�� � 12� 2� �3� 1 3� 3࡞�� � 2�� � 12� 

あり � 1�� 1� ��� � 21� 1� ��� � 2�� � �� � 21� 13 3�� � 1�� 1� �2� 
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また、⢭⚄障害にのみ特ᚩ的な変が見られた。「家族

や人」について「相談先から外れた㸸第１期は相談先で

あるЍ第５期では相談先でない」と変した者が21㸣いた。

一方で「福祉・相談ᶵ関」については㏫に「新たな相談先」

と変した者が24㸣いた。更に「就労支援ᶵ関」について

「相談先から外れた」と変した者が30㸣「新たな相談先」

と変した者が21㸣とΰ在して見られた。この他、第５期

の回⟅ᩘに╔目すると、「་⒪ᶵ関」について、他の障害

✀㢮が⣙１以ୗのところ60㸣が相談先と回⟅していた。 

 相談≧ἣについて࡞ⓗ῭⤒ ࢘

相談状況不明を㝖き、全対㇟者において経῭的な相談を

していない者は、第１期では⣙５であったが、第５期で

は⣙３であり、経῭的な相談がቑ加していた。第５期の

相談先は「家族や人」が⣙７「職場」が⣙１であり

他の相談先は１に‶たなかった。本✏では相談先として

「家族や人」を中ᚰに以ୗに第１期と第５期をẚ㍑した。 

 相談先の変について㸦⾲㸰㸧࡞ⓗ῭⤒ ࢚

「家族や人」について「新たな相談先」と変した者

が全ての障害✀㢮で３以上いた。 

 また、仕事に関する相談先の結果ྠ様、ここでも⢭⚄障

害にのみ特ᚩ的な変が見られ、「職場」と「་⒪ᶵ関」

が「新たな相談先」と変した者がどちらも21㸣いた。 

 

４ 考察 

 本研究の対㇟はᙜ事者ᅋ体、事業所、就労支援施設等を

通ࡌて協力いただいている方々であり、必ずしも障害者全

体を௦表するものではない。これを㋃まえて、上グの集計

結果を基に考ᐹする。 

(1) 事に㛵ࡍる相談先の変について 

 仕事に関する相談先について、全ての障害✀㢮に共通し 

 

 

てቑ加した၏一の㡯目は「職場」である。第５期調査の┤

前である平成28年４月に改ṇ障害者雇用ಁ進法が施行され、

事業の雇用の分㔝におけるᕪ別⚗Ṇとྜ理的㓄慮の提供

に伴う職場におけるヰྜいの場の設定等が進ࢇでいる。こ

ういった社会状況の変等がᙳ㡪したྍ⬟性も考えられる

が、この結果をもたらした要ᅉについてはさらなる分ᯒが

必要であり、継続する調査の中で今後の推移にὀ目したい。

あわせて、㑅ᢥされることの少ない支援ᶵ関が今後相談先

のᙺをồめられるのか、⢭⚄障害において「新たな相談

先」「相談先から外れた」がΰ在する「就労支援ᶵ関」の

関わり方にも╔目したい。 

 

(2) ⤒῭ⓗ࡞相談先の変について 

経῭的な相談は調査の経過とともにቑ加しており、その

相談先について、「家族や人」に相談する者が多ᩘを༨

めており、他の支援ᶵ関等が相談先として㑅ᢥされにくい

現状が♧された。現状では「家族や人」といった㏆い関

係性の相談が中ᚰであるものの、⢭⚄障害において「職

場」や「་⒪ᶵ関」が相談先に㑅ばれているように、職場

や様々な支援ᶵ関がᶫΏしᙺとなって専門ᶵ関と連ᦠし、

ಶ人の障害とᅔりごとにより㐺ษに対応することがồめら

れているのではないかと考えられる。継続する調査の中で

今後の推移から考ᐹしたい。 

 

【参考文献】 
1) 障害者職業⥲ྜࢭンター㸸障害のある労働者の職業サイクル

に関する調査研究（第５期）「調査研究報告書1o.148」，障
害者職業⥲ྜࢭンター（2019） 

 
【連絡先】 
障害者職業⥲ྜࢭンター研究部門 社会的支援部門 
7el.043-297-9025 

⾲㸰 㞀ᐖ✀㢮ู࣭⤒῭ⓗにᅔࡗたࡇとの相談先ูの相談の᭷↓㸦➨㸯ᮇと➨㸳ᮇのࢫࣟࢡ⾲㸧一㒊ᢤ⢋ 
   家族ࡸே 職ሙ ་⒪ᶵ㛵 
   1ᮇ 1ᮇ 1ᮇ 
 し あり࡞ し あり࡞ し あり࡞    

どぬ㞀ᐖ �ᮇ 
1 �� �� � �1� し 1� 31� 1 2� �3࡞��� � �� 

あり 23 ��� 1� 2�� � �� 1 2� � �� � �� 

⫈ぬ㞀ᐖ �ᮇ 
�し 1� 1࡞� � �� �� ��� � �� �� ��� � �� 

あり 2� 31� 33 �3� � �� � �� 1 1� � �� 

⫥య自⏤ �ᮇ 
1 1 ��� し 21 2�� � �� �� �2� � �� �3࡞� 

あり 3� ��� 22 2�� � �� � �� 1 1� � �� 

ෆ㒊㞀ᐖ �ᮇ 
3 �3 1 �2� �し 12 32� 3 �� 3࡞� ��� � �� 

あり 1� ��� � 1�� 2 �� � �� 1 3� � �� 

▱ⓗ㞀ᐖ �ᮇ 
� �し 1� 1�� � �� �� �1� 3 3࡞� ��� � �� 

あり 3� 3�� �� ��� 1� 1�� 1 1� 1 1� � �� 

⢭⚄㞀ᐖ �ᮇ 
12 � ��� 21 �� し � 1�� 1 3� 23 ��� 3࡞� 

あり 1� ��� 11 33� � 21� � �� � 21� 1 3� 
ͤ㞀ᐖ✀ูにேᩘとయに༨めるྜをᥖ㍕したࠋ⥙かけࡣᮏ文࡛ゝཬした⟠ᡤ࡛あるࠋ 
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中高年齢期の身体・知的・精神障害者の職業課題と 
支援・職場配慮の障害別の特徴と今後の支援課題 

 

○永野 惣一  （障害者職業総合センター 研究員） 

春名 由一郎（障害者職業総合センター） 
 

１ 背景と目的 

近年、国内人口の高齢化により、障害者雇用においても

その年齢構成が中高年齢層へと移行が見られる。このよう

な状況を受けて、中高年齢期の障害者が希望により、長く

安定して働き続けることができるよう支援のあり方を検討

することが喫緊の課題である。 

障害者職業総合センター研究部門は「障害者の自立支援

と就業支援の効果的連携のための実証研究」（2011年３月）

において、多様な障害種別について障害者本人の視点から

職業的課題と職場配慮の状況を調査している。しかし、年

齢による特徴の違いについては調査研究報告書では報告さ

れていない。 

そこで本発表では、障害種別の中高年齢期における職業

上の課題と職場での配慮の特徴を明らかにすることを目的

として当該報告書のデータの再分析を行い、その結果を報

告する。 

 

２  方法 

(1) 調査対象・調査方法 

 調査の回答者は、当事者団体の協力が得られた種類の障

害・疾患のある者であり、身体障害（視覚障害、聴覚障害、

肢体不自由、内部障害）、知的障害、精神障害（統合失調

症、双極性障害、その他の精神疾患）、発達障害、高次脳

機能障害であった。調査方法は、郵送による無記名のアン

ケートであり、団体の協力を得て行われた。分析対象は、

生産年齢（15歳～65歳）であり、就労中もしくは就労経験

のあるものとした。 

(2) 質問項目 

アンケート調査の質問項目の中で、職業生活での障害や

疾患による課題の状況（以下「職業的課題」という。）と

職場での配慮や支援・環境整備の状況（以下「職業的配慮」

という。）の有無について尋ねた項目を使用した。 

ア 職業的課題 

「仕事をするための能力開発や頭脳労働」、「仕事上の

個別課題を遂行すること」、「対人関係に関すること」、

「職場内でのコミュニケーションに関すること」、「職業

生活の基盤となる日常生活や自己管理をすること」、「体

を使ったり移動したりすること」、「雇用に関する一般的

課題」に関する36項目について、職業生活上の問題が「１.

あり 現在は解決済」、「２.あり 現在は未解決」、

「３.なし」、「４.仕事に不必要」の４つの選択肢から１

つの選択を求めた。本分析では選択肢「１かつ２」および

「３」をダミー変数として、これまでに経験された「職業

的課題」の有無を検討した。 

イ 職業的配慮 

「個人用の支援機器や道具類」、「職場内外の建物や物

理的環境の整備」、「職場の人権対策や職場風土につい

て」、「研修や技能訓練」、「職場内外の人的支援」、

「職場内外の疾患・健康管理のための配慮」、「業務の見

直しや配置転換」、「労働条件や勤務時間に関する配慮や

調整」に関する合計35項目について、配慮や支援が「１.

あり」、「２.なし・必要」、「３.なし・必要なし」の３

つの選択肢から１つの選択を求めた。分析では選択肢「１」

および「２かつ３」をダミー変数として、現在における

「職業的配慮」の有無を検討した。 

(3) 分析方法 

中高年齢期の特徴を検討するために45歳未満を若年齢群、

45歳以上を中高年齢群として操作的に分類し、職業的課題

および職業的配慮の有無について、質問項目ごとの２×

２のクロス表についてカイ二乗検定と残差分析を行った。 

 

３  結果 

(1) 回答者属性 

本稿で分析に用いた各障害別の回答者の人数と平均年齢

は以下のとおりである。視覚障害342名（49.66歳）、聴覚

障害464名（50.15歳）、肢体不自由651名（47.55歳）、内

部障害757名（43.38歳）、知的障害430名（32.90歳）、統

合失調症149名（42.75歳）、双極性障害190名（42.04歳）、

その他精神疾患292名（37.67歳）、発達障害316名（29.13

歳）、高次脳機能障害283名（40.25歳）であった。なお、

回答者のうち知的障害と発達障害およびその他の精神疾患

については、平均年齢が若年に偏りがあったため、35歳未

満の群と35歳以上の群の分類においても若年齢群と中高年

齢群として分析を行った。 

(2) クロス集計結果 

「職業的課題」と「職業的配慮」のそれぞれで、若年齢

群と中高年齢群との間の偏りを検討した結果、障害種別で

異なった傾向が示された。本稿では、このうち代表的な結

果として、経験された「職業的課題」と現在における「職

業的配慮」の両方において、若年齢群と中高年齢群の間で

有意な偏りが示された「肢体不自由」と「知的障害(35歳

未満と35歳以上の群分け)」の結果を示す。 
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ア 職業的課題 

「肢体不自由」では、「運搬すること」が特に中高年齢

群の職業的課題として経験している者が多くなっていた。

一方「知的障害」においては「職業生活の基盤となる日常

生活や自己管理をすること」、「体を使ったり移動したり

すること」に関する多くの項目で、中高年齢群において職

業的課題の経験が多くなっていた。一方「職場内でのコ

ミュニケーションに関すること」、「仕事をするための能

力開発や頭脳労働」は、中高年齢群では若年齢群と比較し

て問題経験が少なくなっていた（表１）。 

イ 職業的配慮 

「肢体不自由」では中高年齢群ほど「職場内外の疾患・

健康管理のための配慮」、「個人用の支援機器や道具類」、

「職場の人権対策や職場風土について」に関する項目の職

業的配慮が多くなっていた。一方「知的障害」では中高年

齢群ほど「コミュニケーションに時間をかける配慮」、

「職場内での休憩や健康管理ができる場所の確保等」の項

目の職業的配慮が多くなっていた（表２）。 

 

 

４  考察 

中高年齢期の職業的課題と職業的配慮について、肢体不

自由と知的障害において特徴的結果が示された。 

肢体不自由では中高年齢において、運搬することについ

ては若年齢に比べて課題が多かったが、その他の項目では

課題は少なかった。しかし、職業的配慮については、多く

の項目で中高年齢において比較的、職業的配慮が多かった。

これらの結果について、一般的に身体障害者の勤続年数に

ついては比較的長期間である状況を踏まえると、日常的に

職業的課題について企業側との相談がされており、課題意

識として残存しない可能性や、企業側の配慮もニーズが考

慮されたものとして実現していることも推察される。 

一方、知的障害では、中高年齢において身体活動・移動、

日常生活や自己管理に関する多様な職業的課題が若年齢に

比べて多かった。平成30年度の障害者雇用実態調査によれ

ば、知的障害者の年齢別雇用割合が44歳未満で８割以上を

占めていることが報告されており、職業的課題の多発によ

る早期離職の可能性も考えられる。また、そのような状況

でも中高年齢期において仕事を継続している知的障害者の

職業的配慮の特徴として、職場のコミュニケーションに時

間をかけることや休憩・健康管理への配慮が比較的多かっ

た。これは、知的障害者が中高年齢期でも無理なく働ける

仕事内容の検討や休憩等の配慮が、継続雇用にとって促進

的事項であることを示唆するものである。 

 
【参考文献】 

障害者職業総合センター(2011). 調査研究報告書No.100 障害
者の自立支援と就業支援の効果的連携のための実証的研究 

表１ 若年齢群と中高年齢群の比較による「職業的課題」の特徴 

表２ 若年齢群と中高年齢群の比較による「職業的配慮」の特徴 

仕事中に注意を集中すること 0.49 *

注1) 数値はクロス表から導いたオッズ比で示す。値が1未満の場合は数値が低いほど若年齢の方に

     偏りを示しており、値が1以上の場合は数値が高いほど中高年齢に偏りを示している。

注2）カイ二乗検定で有意な傾向を示した項目のみ示している。** p＜.01, * p＜.05

*

*

**

**

*

**

*

運搬すること 1.64 2.04

座った姿勢で仕事をすること 2.03

*

*

*

**

**

知的障害

**

*

*

*

**

（オッズ比）

2.02

体を使ったり

移動したりすること

様々な場所をあちこち移動すること（車椅

子を含む）
2.76

歩くこと（短距離、長距離、不安定な場所

で、など）
2.52

交通機関を利用すること（バス、電車、飛

行機、タクシーなど）
2.15

手と手指を使って物をつまんだり､操作した

り､放したりすること
1.97

職業生活の基盤

となる日常生活や

自己管理をすること

決められた通院を行うこと 2.76

仕事中にトイレを利用すること 2.06

勤務時間外の生活（住居、買い物など）を

行うこと

食事や休養、服薬、自己治療など健康管理

をすること
1.84

清潔な身なりや服装をすること 1.78

職場内での

コミュニケーション

に関すること

同僚、上司、お客さんなどに対して自分の

意思を伝えること
0.32

同僚、上司、お客さんなどの話や文書の内

容を理解すること
0.18

仕事上の個別課題を

遂行すること

職務として決められた課題を達成すること 0.56

精神的ストレスに適切に対処すること 0.35

カテゴリー 質問項目

仕事をするための

能力開発や頭脳労働
問題解決や判断を行うこと 0.44

肢体不自由

（オッズ比）

個人用の支援機器や

道具類

誰もが使いやすい機器・機材(ユニ

バーサルデザイン等)
1.99 *

上司などによる毎日の健康状態

チェック
2.32 **

主治医・専門医と職場担当者を交え

た仕事内容のチェック
0.38 **

注1) 数値はクロス表から導いたオッズ比で示す。値が1未満の場合は数値が低いほど若年齢の方に

     偏りを示しており、値が1以上の場合は数値が高いほど中高年齢に偏りを示している。

注2）カイ二乗検定で有意な傾向を示した項目のみ示している。
**
 p＜.01,

 * p＜.05

*

*

（オッズ比）

1.73

1.81

知的障害

*

**

*

*

（オッズ比）

肢体不自由

**

*

*

**

*

職場内外の疾患・健

康管理のための配慮

勤務時間中の服薬や自己管理、治療

等への職場の配慮
1.85

業務の見直しや

配置転換

能力的に無理のない仕事への配置 1.71

仕事の内容や仕方の個別的な調整や

変更
1.65

職場の人権対策や

職場風土について

偏見・差別防止のための管理職・職

員への啓発
1.76

社内の親睦活動、サークル活動など

の参加しやすさ
1.65

コミュニケーションに時間をかける

配慮

1.59

職場内外の人的支援 必要に応じた同僚等の作業補助 2.02

カテゴリ 質問項目

職場内外の建物や

物理的環境の整備

トイレ、休憩所、食堂等の施設改善 2.05

職場内で必要な休憩や健康管理がで

きる場所の確保や整備
1.59

職場内の移動の施設改善（手すり、

通路、床面、案内など）



中ᑠᴗ⤒Ⴀに࠾ける㞀ᐖ者㞠⏝の課題 

 

  （ンター 研究協力ဨࢭྜ⥲障害者職業）ᰘᒣ Ύᙪۑ

౫田 㝯⏨（障害者職業⥲ྜࢭンター）  
 

㸯 㞀ᐖ者㞠⏝がಁ㐍される᮲௳ࡣ㞠⏝ࡍるࢻࢧのᴗ

㸦⤒Ⴀ㸧≉ᛶにࡶ౫Ꮡࡍる 

㌟体障害者雇用ಁ進法の改ṇによってẸ間事業の障害

者雇用がດ力義ົから雇用義ົに㌿した年の⩣年1977年

（ᅗ１）と、┤㏆の2018年（ᅗ２）について、業規ᶍ別

にみた実雇用⋡をẚ㍑した。それࡒれの「実雇用⋡」の定

義が␗なることに留意を要するが、これを障害者雇用の進

ᒎの➃的な࣓ルク࣐ールとみなしてよいとすれば、1977年

ᙜ時は小規ᶍな業ほど障害者雇用が進ᒎしているという

明░なഴ向がみいだせるのに対し、┤㏆の2018年には、こ

の関係がほぼ全に㏫㌿していることをみてとることがで

きる。 

これまで、障害者雇用に関し、障害の特性といったほⅬ

からの調査は⭾大に✚み重ࡡられ、雇用推進にᐤしてき

た。しかし、障害者雇用の進ᒎの仕方は業規ᶍによって

␗なり、時期により変している。 

本✏では「障害者雇用における事業がᢪえる課題のᢕ

ᥱ方法ཬび提案ᆺ事業支援の方法に関する研究」の一⎔

として、業の規ᶍ別の特性ཬびその事業⎔ቃの変が、

障害者雇用にえるᙳ㡪について考ᐹする。 

 

㸰 ᴗ࡛ࡣ、≉例Ꮚ♫タ立➼の組⧊改㠉をకࡗて㞀

ᐖ者㞠⏝が᥎㐍されている 

法改ṇに伴って雇用義ົの対㇟が、㌟体障害者だけでは

なく、知的障害者、⢭⚄障害者にᣑ大されたため、ཝᐦな

時⣔ิẚ㍑はできないが、この間、障害者雇用が、中小

業よりも大業で㡰調に進ᒎしたのは事実であろう。これ

までの事例や調査研究などから、その要ᅉは次の３Ⅼに要

⣙される。 

ձ 社会的㈐௵（㻯㻿㻾）に対するୡの中の認識が高まった

こと 

ղ ձを⫼ᬒに障害者雇用が重要な業ᡓ␎として⨨࡙

けられたこと 

ճ ղのᡓ␎実現のため、特例子会社の設立を中᰾とする、

大規ᶍ・ᗈ範囲の力（経῭）を生かした組⧊改㠉が行

われたこと 

このうちճのྵ意は以ୗの通りである。ࡦとくちに大

業といってもಶ別の障害者雇用の取組は多様であり、特例

子会社ではなく業自体が障害者雇用を推進している例も

ある。しかし多くの場ྜ、通ᖖ行われる子会社の設立ᡭ続

に加え、グループ内のྛ事業部からの職ົษ出しや外ὀ事

業の内〇を通ࡌた職ົの⦅成、グループ内の多様な雇用

管理࢘ࣀハ࢘の活用など、ᗈ範囲の規ᶍを生かした組⧊改

㠉が行われている。そこでは、障害者雇用の専門家が育ち、

特例子会社で確立された࢘ࣀハ࢘がグループのྛ社Ἴཬ

していくというጼもみられる。大業に関しては、今後も

こうしたᙧで、障害者雇用がᣑ大していく方向がᒎᮃできる。 

ここでὀ目しておきたいのは、この特例子会社の規ᶍが

さほど大きなものではないということである。厚生労働省 

「平成30年 障害者雇用状況の集計結果」でみると、特

例子会社１社ᙜたりの労働者は平ᆒ68人であり、障害者ᩘ

は平ᆒ48人で（けされない雇用者ᩘそのものࢺイ࢚࢘）

ある。

ᅗ㸯 ᴗつᶍูにみたᐇ㞠⏝⋡㸦1���ᖺ㸧 
 
資料㸸労働省「㌟体障害者の雇用状況調査」 
（ὀ）実雇用⋡㸻㌟体障害者ᩘ（重度㌟体障害者は 

ダブル࢘࢝ンࢺ）/⟬定の基♏となる雇用者  ᩘ  

 

0͘00%
0͘ϱ0%
1͘00%
1͘ϱ0%
2͘00%
2͘ϱ0%

ᅗ㸰 ᴗつᶍูにみたᐇ㞠⏝⋡㸦2�1�ᖺ㸧 
 
資料㸸厚生労働省「障害者雇用状況の集計結果」 
（ὀ）実雇用⋡㸻障害の程度等によって࢚࢘イࢺけら

れた障害者ᩘ（㌟体障害者・知的障害者・⢭⚄障
害者）/⟬定の基♏となる雇用者ᩘ   
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厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査」は、５人

以上のẸႠ事業所に雇用されている障害者の実態を事業所

規ᶍ別にᢕᥱすることをྍ⬟にしているが、障害者の大༙

は100人ᮍ‶の事業所で雇用されていることがわかる（㌟

体障害者65.9㸣、知的障害者75.4㸣、⢭⚄障害者86.4㸣、

発㐩障害者86.8㸣）。よく言われるような「人に仕事をྜ

わせること」は、大規ᶍ組⧊の⏬一されたルールにはな

まないものなのかもしれない。特例子会社の設立によっࡌ

て障害者雇用が進ࢇだのは、より現場に༶したಶ々の社ဨ

 。の対応がྍ⬟になったことも一ᅉではないだろうか

 

３ 中ᑠᴗの㞀ᐖ者㞠⏝の先㐍事例にࠕࡣከᵝᛶࠖの⤒

῭がⓎされている 

厚生労働省「平成30年 障害者雇用状況」でみると、

45.5㹼100人ᮍ‶の業49�370社のうち、障害者を一人も

雇用していない業は52.3㸣の25�826社で、༙分に‶たな

い業で実雇用⋡の平ᆒ1.68㸣が㐩成されている。これに

対し1�000人以上規ᶍのᮍ㐩成業は3�358社のうち1社の

みである。障害者雇用に関する中小業の特ᚩは、その分

ᕸが大きく多様であるというところにある。中には、障害

者の雇用が法ᚊで義ົされる以前から、障害者雇用に✚

ᴟ的な中小業が少なからずあったし、また現在でも、障

害者を✚ᴟ的に雇用し、人ᮦとして活用して高い業⦼をあ

 。ている中小業の事例がᩘ多く報告されているࡆ

中小業におけるこうした障害者雇用の先進事例をみて

いくと、頻⦾にⓏ場するࡦとつの言ⴥがある。それは経Ⴀ

者や職場（現場）のഃの「Ẽき」という言ⴥである。た

だしこれは「障害者の職業⬟力がᛮいのほか高かった」と

いうような㢮の「Ẽき」ではなく、日ᖖ、見័れた作業

ᕤ程や職場⎔ቃ等のビジࢿス・プロࢭスを障害者の目⥺で

見┤したとき、そこに障害のない人の仕事にも࣓リッࢺと

なる改善⟠所や、取り㝖くきリスクが発見されるといっ

た「Ẽき」のことである。この「Ẽき」を፹介にして、

これまで経Ⴀ者も一体となって職場（現場）でᇵわれてき

た多様な経験・知識が、新たな文⬦のなかで解放される。

このことを通ࡌて、会社全体の業⦼が上がり、障害の有無

にかかわらずスキルを✚していける「場」が新たに生成

する。中小業の場ྜ、このプロࢭスが、誰か障害者雇用

の専門家の設計にしたがったものというよりは、職場（現

場）のなかから生ࡌたものであるⅬに特ᚩがある。多様な

障害者が仕事をおぼえᡓ力として育つことができるよう、

職場（現場）も多様なᕤኵを㐀し、変を㐙ࡆたのであ

る（多様な視Ⅼがၥ題解Ỵにᑟくということについて、ヲ

しくは参考文⊩を参↷されたい）。 

このことは、障害者雇用を通ࡌたプロࢭス㺃イ࣋ࣀー

ション、あるいはプロダクࢺ㺃イ࣋ࣀーションを意する。

プロࢭス㺃イ࣋ࣀーションとは、通ᖖは、例えば安全性

の㓄慮や౽性の高いᕤලなどの開発・改良によってရ

㉁管理が向上し、不良ရ発生やᕤ程中᩿のリスクがపまっ

てᕤ程がよりຠ⋡的にὶれ、ᮦ料㈝等の変動㈝や人௳㈝等

のᅛ定㈝が⠇減されることを意する。また、〇ရの新た

なᶵ⬟の開発やရ㉁の向上を意するプロダクࢺ㺃イࣀ

ーションほど㇏ᐩで࣋ࣀス㺃イࢭーションの例は、プロ࣋

はないが、障害者がに職ົを㐙行できるようなさまࡊ

まなᕤලやᶵᲔの改善・開発は、新たな࣐ーࢣッࢺを生

むྍ⬟性を⛎めていると言える。高㱋やᾏ外人ᮦの参ධ

などに伴い、労働力人口が多様するなかで、今後、こう

した方向でのイ࣋ࣀーションのࢽーズは中小業に対して

もますます高まっているからである。 

 

４ ᴗあるいࡣᆅᇦ⏘ᴗの≉ᛶとᡓ␎に目⥺を⨨いた㞀

ᐖ者㞠⏝支援を 

㠃、45.5㹼100人ᮍ‶の業の過༙が、障害者を一人

も雇用していないのはなࡐか。経῭の先行きに不確実性が

多く、人ᡭ不㊊の中にあっても、障害のある人の者雇用と

いうᮍ経験分㔝に際し、その⬟力開発などのᢞ資ຠ果が見

通し㞴いことなども、その一ᅉとᛮわれる。 

1980年௦以㝆、それまで中小業発ὀしていた業の

生⏘ᶵ⬟のᾏ外移㌿など、ཝしい事業⎔ቃに┤㠃してきた。

この間、中小業において、障害者雇用の進ᒎが⦆やかな

ものにとどまった⫼ᬒには、このཝしい事業⎔ቃもあり雇

用をᣑ大できなかったことはいない。なお、⥲ົ省「労

働力調査」によれば、㠀㎰ᯘ雇用者ᩘは、1990年௦をター

にして、業規ᶍが小さいほどఙびが㕌ࢺイン࣏・ングࢽ

く、むしろ減少に㌿ࡌるとഴ向がみられる。 

多くの中小業は新たなビジࢿスࣔデルの構築をᶍ⣴し

ている。それはྠ時に、新たな業間関係を構築、あるい

は地域⏘業を生しようとする動きでもある。こうした動

きは、ಶ別にみれば多✀多様であるが、地域の⏘業特性に

応ࡌたいくつかのパターンもよみとれる。これらの動きか

ら学ぶことによって、業（経Ⴀ）特性、あるいは地域⏘

業の特性というほⅬから、障害者雇用のಁ進のための知見

などの情報をᚓられるのではないかとᛮわれる。 

 

【参考文献】 

6cott (. 3age (2007) 7he 'ifference.（Ỉ㇂῟ヂ（2009）

『「多様な意見」はなࡐṇしいのか』日経Ｂ㹎社） 
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㞀がい者の就ປ支援をࠕᒱ㜧のᆅᇦࠖࡄるみ࡛考࠼る 

㹼ᒱ㜧ᅪᇦ就ປ支援ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ事ᴗの取り組みについて㹼 
 

 ⨾大ཎ ┿㡲ۑ

（社会福祉法人⯚అ Ύὶ障がい者就業・生活支援ࢭンターࡩなぶせ ⢭⚄障がい者就労支援ワー࢝ー） 

᳃ ᓫᙲ・୕Ꮿ 敦子・బᮧ ᯞ㔛子・㛗℩ ඃ子・小᳃ ṇ基・加藤 ឡ・ኴ田 保ྖ・᳃ ᩄᖾ 

（Ύὶ障がい者就業・生活支援ࢭンターࡩなぶせ） 
 

㸯 ࡌࡣめに 

(1) ᒱ㜧┴の㞀がい者を取りᕳࡃ⎔ቃ 

ᒱ㜧ᅪ域は、ᒱ㜧┴ ᒱ㜧ᕷ、⩚ᓥᕷ、ྛົཎᕷ、ᒣ┴

ᕷ、⍞✑ᕷ、本ᕢᕷ、ᒱ༡⏫、➟ᯇ⏫、方⏫の６ᕷ３⏫

から構成され、人口⣙80人、㠃✚⣙1�000km2と、ᒱ㜧┴

の人口の⣙４、㠃✚の⣙１を༨める。ᒱ㜧ᅪ域は中部

経῭ᅪの内㝣部に⨨し、地理的・経῭的᮲௳にᜨまれて

いる一方で、ᮌ᭮川・㛗良川・ᥬᩫ川の୕大Ἑ川と、ᗈ大

な平㔝、⥳㇏かなᒣ々など自↛⎔ቃにもᜨまれたᅪ域であ

る。┴ᗇ所在地でもあるᒱ㜧ᕷは人口⣙40人の中᰾ᕷで

あり、ᒱ㜧ᕷとして保所を持ち⊂自の障害福祉施策を行っ

ている。 

Ύὶ障がい者就業・生活支援ࢭンターࡩなぶせは（以ୗ

という。）、ᒱ㜧ᕷに所在する障が「なぶせࡩࢶ࣏࢝ࢼ」

い者就業・生活支援ࢭンターである。 

(2) 就ປ支援ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ事ᴗとࡣ 

ᒱ㜧┴では、障がい者の就労支援をຠ果的に推進するた

めに、ྛ障害保福祉ᅪ域において、障害者就業・生活支

援ࢭンター等を㐠Ⴀする法人が中ᚰとなり、福祉、雇用、

教育、་⒪、行ᨻ等で構成される就労支援ࢿッࢺワークを

構築している。ල体的にはࢿッࢺワーク構築に必要な会議

の開ദや研ಟ会等を行っている。ᒱ㜧ᅪ域はᅪ域内の就

業・生活支援ࢭンターを㐠Ⴀしていない社会福祉法人がཷ

クし事業を行っていたが、平成29年度より社会福祉法人⯚

అがࡩࢶ࣏࢝ࢼなぶせを開所したのをᶵに事業をᘬき継ࡄ

こととなった。 

 

㸰 就ປ支援ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ事ᴗの取り組み 

(1) 2�1�ᖺᗘの取り組み 

就業・生活支援ࢭンターとしても事業を開始したばかり

のࡩࢶ࣏࢝ࢼなぶせとしては、ࢿッࢺワーク事業をどう取

り組むかがまず課題となる。まずは業向けのࢼ࣑ࢭーな

ど、前年度までの事業をᘬき継いだ内容で事業を開始した。 

また、平成29年度から事業実施要⥘の中に「就労継続支

援Ｂᆺ事業所のᕤ㈤向上をᅗるための、事業の充実に向け

た取り組み」が┒り㎸まれることになった。ࡩࢶ࣏࢝ࢼな

ぶせとしては、Ｂᆺの事業所の状況・ࢽーズについても不

㏱明な状況であったため、まずは就労継続支援Ｂᆺ事業所

を対㇟としたアンࢣーࢺ調査を実施し、実態をᢕᥱするこ

とを行った（表１）。 

⾲㸯 2�1�ᖺᗘ事ᴗᐇෆᐜ 

 

(2) 2�1�ᖺᗘの取り組み 

業向けの研ಟ会については、前年度に開ദした࣑ࢭ

ーズをᢕࢽの業のを実施し、研ಟ等ࢺーࢣーでアンࢼ

ᥱした。開ദ時期や、内容等といった参加業のኌをᫎ

できるࢼ࣑ࢭー内容を᳨ウし、┴外の先進的な取り組みで

はなく、地ඖで知っている業からの報告を┒り㎸ࢇだ。

また、行ᨻや他ᶵ関とのつながりの少なさを実ឤ。それを

㋃まえた、取り組みを᳨ウ。 

Ｂᆺᕤ㈤向上ࢼ࣑ࢭーについては、議ဨ会㤋で障がい者

の作ったၟရの㈍ಁ進をᡭけている◁㛗⨾ࢇẶによる

「ၟရ開発・㈍ಁ進実践講ᗙ」を実施。前年度のアン

調査から、事業所のᶓのつながりのⷧさという課題ࢺーࢣ

をᢳ出したため、講ᖌのヰだけでなく、ྛ事業所がᤵ⏘ရ

を持ちᐤり、おいに意見できるワークショップᙧᘧ

でࢼ࣑ࢭーを行った。また、用者であるᙜ事者の参加も

ྍ⬟とし、それࡒれの立場から意見を行うことができた。 

さらに、ᅪ域内で移行支援事業所連絡協議会として௵意

で活動していた協議会に╔目。2018年度より、ࢿッࢺワー

ク事業の一⎔として開ദし、ࡩࢶ࣏࢝ࢼなぶせが事ົ局を
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ᢸᙜすることとなる。初年度は、ᅪ域内の就労移行支援事

業所と労働局や┴ᢸᙜ課、障害者職業ࢭンター、特別支援

学校等と会議を開ദ。連絡協議会の理解をᚓる。また、

㈡┴就労移行支援事業所の協議会の視ᐹ研ಟを経て、

組⧊体制と会議のあり方を整ഛする。さらに、就労移行支

援の࿘知のための㹆㹎の開設・パンフࣞッࢺ「よく分かる

就労移行支援」の作成を行った（表２）。 

⾲㸰 2�1�ᖺᗘ事ᴗᐇෆᐜ 

 

(3) 2�1�ᖺᗘの取り組み 

前年度立ち上ࡆた移行支援事業所連絡協議会の活性を

㍈として、少しずつᶓ㹼⦪のつながりをᗈࡆる内容を意識

した事業計⏬を行う。業向けࢼ࣑ࢭーでは、見学だけで

なく、┤᥋かかわりたいという業のኌをཷけ、特別支援

学校の生徒と業のὶができるような⏬を᳨ウする。

また、前年度の業間ὶ会の参加者のኌから、まだ雇用

に取り組む᳨ウをしている業も多く見られたため、雇用

を始めたばかりの業のኌを⪺いてもらう内容を⏬する。 

就労移行支援事業所連絡協議会の取り組みとしては、連

絡協議会のྛ専門部会の取り組みが始まる。制度施策部会

による、障がい者就職ྜྠ㠃᥋会の前の㠃᥋対策練習会

（㹆㹕ᒱ㜧による、就職࢞イダンス。ᶍᨃ㠃᥋会。）の開

ദがỴ定。研ಟ部会による先進地視ᐹ研ಟ（ឡ知┴内就労

移行支援事業所と特例子会社）や障がい者雇用業を講ᖌ

にᣍき、障がい者雇用についてㄒりྜう研ಟ会の開ദを予

定。研ಟ会の内容によっては、移行支援事業所のみならず

継続支援事業所や職業ࢭンターなどの就労支援ᶵ関の参加

もできるようにしていく。また、連絡協議会の会議に今ま

で参加してもらっていた関係ᶵ関だけでなく、㞴支援ᶵ

関、中小業家ྠ会など連絡協議会の࿘知・関係性をᗈ

ていく活動をᗈ報部会が中ᚰに行っていく予定であるࡆ

（表３）。 

⾲３ 2�1�ᖺᗘ事ᴗィ⏬ෆᐜ 

 

３  まとめ 

ᅪ域内のᕷ⏫の自立支援協議会でも障がい者の就労支援

に対する取り組みは行われているが、それࡒれで 度ᕪが

あり、ྠࡌ福祉サービスの事業所ྠኈのつながりも、ある

ようでないことが分かってきた。また、ࢿッࢺワーク事業

を始めて、これまでアプローࢳしてきた「地域」というの

は「福祉的な地域」でしかなかったということをឤࡌてい

る。「地域」とは、業、行ᨻ、་⒪、福祉、さらには障

がいを持つᙜ事者、一般の人などすてがྵまれている。

一つ一つの事業が福祉的な地域からᙜ事者をとりまく「ᒱ

㜧の地域」ࡄるみで考えられるࢿッࢺワーク事業として、

「地域のኌ」をたくさࢇ྾い上ࡆながら今後も少しずつṌ

みを進めていきたい。 

 

【連絡先】 

大ཎ┿㡲⨾ 

Ύὶ障がい者就業・生活支援ࢭンターࡩなぶせ 

e-mail㸸nakapotsu@funabuse.or.jp  
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ㄡࡶがാࡍࡸࡁい職ሙ⎔ቃసり 
㹼≉ู㣴ㆤ⪁ே࡛࣒࣮࣍の㞀ᐖ者㞠⏝の取り組みについて㹼 

 

 ᓟᑿ ⪽ኴ  （社会福祉法人フࣞスコ会 フࣞスコὸⲡ 保Ύᐊリーダー）ۑ

 బ藤 信ኴᮁ（社会福祉法人フࣞスコ会 フࣞスコὸⲡ 施設㛗）ۑ
 

㸯  ࡌࡣめに 

社会福祉法人フࣞスコ会が㐠Ⴀする特別㣴護⪁人࣍ーム

フࣞスコὸⲡでは、2018年６月より、✚ᴟ的に障害者の雇

用を進めている。ᙜ施設は、用者の介護ᢸᙜの生活支援

課、་⒪ᢸᙜの་ົᐊ、㣗事ᢸᙜのᰤ㣴課の他、事ົᐊ、

施設内⎔ቃ整ഛᢸᙜの保Ύᐊに分かれる。このうち、保Ύ

ᐊで障害者雇用を進めた。業ົ内容は、ධᒃ者の⾰㢮のὙ

℆と施設内のΎᤲである。障害者雇用推進のዎᶵは、介護

以外の࿘㎶業ົのᢸᙜ者を充㊊させることで、介護職ဨの

㈇ᢸ㍍減や、用者の生活⎔ቃの向上をᅗりたかったこと、

また、社会福祉法人の㈐ົである地域㈉⊩の一⎔として、

ダイࣂーシティ経Ⴀを目指していることがあࡆられる。障

害者の✚ᴟ的な雇用にあたり、福祉教育をཷけ、障害者と

共に働く事のハーࢻルのపい者が多かったことが、現在

の成ຌつながっている。だが、現在までの㐨のりが平ᆠ

だったわけではない。様々なኻᩋと改善のດ力が多々あ

る。本発表では、その取組を報告する。 

 

㸰 㞠⏝の⌧≧ 

３  㞀ᐖ者㞠⏝の⤒㐣 

2018年４月、ハローワーク上㔝により障害者雇用につい

て、一から支援をཷけ、職場体験実習生のཷけධれを開始

した。㸶月に２ྡ（知的障害者１ྡ、⢭⚄障害者１ྡ）の

、ライアル雇用ࢺ、ライアル雇用を始めた。職場体験実習ࢺ

ᖖ用雇用というẁ㝵を㋃むことができ、施設の業ົと本人

の⬟力との不一⮴を防ࡄことができた。 

２ྡの障害者のཷけධれにᡭごたえをឤࡌ、さらなる障

害者の雇用の指標として、ྛ㝵１ྡ、施設全体で５ྡの障

害者を雇用することを目標として、東京しごと㈈ᅋദの

職場体験実習㠃談会や、ハローワーク上㔝ദのࢽ࣑㠃᥋

会に参加した。 

 

４  職ሙ⎔ቃసりの取り組み 

(1) 支援ᶵ㛵との連ᦠとእ㒊支援の取りධれ 

障害者をཷけධれるにあたって、様々な支援を用して

きた。ハローワーク上㔝や障害者就業・生活支援ࢭンター

には、ໟᣓ的に施設での障害者雇用を支援㡬いており、ྛ

障害者が職場内外でၥ題をᢪえている場ྜにはその障害者

が在⡠していた就労移行支援事業所に間にධって支援して

㡬いている。また、東京障害者職業ࢭンターと東京ジョブ

コーࢳを活用した。㡬いたアࣂࢻイスからࣗࢽ࣐アルの整

ഛやタイムテーブル作りを行った。 

 の例ࣝࣈ࣮ࢸ࣒ࢱ

 

その結果、業ົが明確され、また、他の職ဨがどの業

ົを᪤に行ったかを視ぬできたⅭ、業ົの重」を㑊ける

ことができるようになった。 

より専門的でṇしいΎᤲ方法を学びたいというኌが職 

ဨからあがり、ビルクリーࢽングᢏ⬟᳨定３⣭の取ᚓを目

指すこととなった。Ύᤲに関して専門的な勉強をしてきた

職ဨがいなかったⅭ、ハローワーク上㔝に相談し、東京都

立ᇛ東職業⬟力開発ࢭンターをご⤂介㡬き、現場訓練支援

事業を活用し、Ύᤲ基♏訓練として、実ᢏ講ᖌの方に計７

回、専門家としてのΎᤲ方法の指ᑟを㡬いた。 

 

      

Ύᤲ基♏訓練を通ࡌて、職ဨの仕事に対してのプロ意識、

業ົ㏿度や㉁の意識が向上した。これは、障害者職ဨの

みならず、研ಟをཷけたᖖ職ဨにもྠ様のຠ果があった。 

 

⫋ဨྡ 㞀ᐖ✀  ู ⫋✀  㻞㻜㻝㻤ᖺ 㻞㻜㻝㻥ᖺ 

⫋ဨ䠝 ⢭⚄㞀ᐖ ಖΎ  ᐇ⩦ཷධ 㻝㻡ྡ 䠐ྡ 

⫋ဨ䠞 ▱ⓗ㞀ᐖ ಖΎ  ᖖ⏝㞠⏝ 䠑ྡ 䠐ྡ 

⫋ဨ䠟 ▱ⓗ㞀ᐖ ಖΎ  䝖䝷䜲䜰䝹 

㞠⏝ཷධ 
䠑ྡ 䠍ྡ 

⫋ဨ䠠 Ⓨ㐩㞀ᐖ ಖΎ  

⫋ဨ䠡 Ⓨ㐩㞀ᐖ ಖΎ  ㏥⫋⪅ 䠌ྡ 䠎ྡ 

⫋ဨ䠢 ⢭⚄㞀ᐖ ㆤ     

  

Ύᤲᇶ♏カ⦎のᵝᏊ 
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(2) 㞀ᐖ者㞠⏝の課題と課題改善の取り組み事例 

事例㸯：▱ⓗ㞀ᐖ者Ｃさんのሙ   ྜ  

ールのࣔップけをお㢪いしても、他の職࣍ータ࢚࣋ࣞ

ဨが１時間かるところ、15分ほどで終ったとᡠってきて

しまい、業ົ内容とရ㉁基‽を理解してもらうことがᅔ㞴

だった。Ύᤲ基♏訓練においても、ᴦをしたいという後ろ

向きの発言があり、Ｃさࢇの㐺性と職場でồめられる⬟力

とが不一⮴であるとุ᩿し、ࢺライアル雇用の終了をもっ

て㏥職となった。業ົ指ᑟを障害者職ဨとしてしまったこ

と、業ົỈ‽、ࣗࢽ࣐アルがなく、ఱをしていいか分から

なかったであろうこと、就労支援ᶵ関のⓏ㘓もなく、また、

ジョブコーࢳ支援を౫㢗しなかったことも要ᅉのࡦとつで

あったと考えられる。 

事例㸰：⢭⚄㞀ᐖ者Ａさんのሙ   ྜ

が自ࢇアルの整ഛを進めようとしたところ、Ａさࣗࢽ࣐

発的にᡭ書きのࣗࢽ࣐アルを作成してきた。この⣽かさに

は㦫かされた。後々の⦅集の౽を考え、データのධ力を

お㢪いした。Ａさࢇも、就労において課題がなかったわけ

ではなかった。ᙜ初、月᭙日と金᭙日の２日間、㸷時から

17時のົだったが、Ａさࢇの⚾的な事情から࣓ンタルを

ᔂし、2018年の年ᮎから２㐌間ほどḞした。Ａさࢇから

Ḟの連絡をもらった後、東京障害者職業ࢭンターのジョ

ブコーࢳと、Ａさࢇ在ఫのᕷ༊⏫ᮧの障害者就労支援ࢭン

ターに連絡し、㠃談を行い、職することができた。 

       Ａさんのᡭ᭩ࡁのࣗࢽ࣐  ࣝ

 

事例３：Ⓨ㐩㞀ᐖ者㹃さんのሙ ࢘  ྜ

ᙜ初、㸷時から16時でࢺライアル雇用を始めたところ、

体調不良のッえが多く⪺かれ、Ḟ、᪩㏥が重なった。一

般業の就職は初めてであったⅭ、ࢺライアル雇用ᙜ初

から東京障害者職業ࢭンターのジョブコーࢳ支援をお㢪い

した。作業はできるが、ᛰが不安定で休᠁が多かったの

で、就労移行支援事業所、ジョブコーࢳ、ハローワーク上

㔝と㹃さࢇの㠃談をしたところ、ᮅの㟁㌴のΰ㞧が㎞いと

のッえがあったⅭ、就業時間を30分⧞りୗࡆ、㸷時30分か

ら16時30分のົとした。それでも、ᛰは安定しなかっ

たⅭ、さらに就業時間を１時間短⦰し、15時30分までの

ົとした。社会人としてのビジࢿスࢼ࣐ーの向上や働くこ

との意識けを行った。その結果、体調不良のッえや、

Ḟ、᪩㏥はなくなった。 

事例４：▱ⓗ㞀ᐖ者Ｂさんのሙ ࢚  ྜ

人も明るく、ᾘ防ᅋに所ᒓしᩆ関係の資᱁を所持し

ているなど向上ᚰもあり、࿘りから⌜㛗とばれぶしまれ

ていた。ࢺライアル雇用中に、持がᝏし、ධ㝔するこ

ともあった。ᾘ防⨫や㆙ᐹ⨫で働きたかったというᛮいも

あってか、こちらがᾘ防ᅋဨの活動を㊃と言った際には、

ᾘ防ᅋဨは㠀ᖖのබົဨだと言い、Ｂさࢇの活動に自信

を持っているのだとᛮわされた。ࢺライアル雇用ᙜ初は、

ーパーの୕角ᢡりができないなど、不ჾ用な࣌ࢺイࣞッࢺ

Ⅼもあったが、その後の支援で୕角ᢡりを習ᚓするなど、

╔実にᢏ⬟Ỉ‽が向上していた。休みのᕼᮃはົᫎ

させていたが、Ύᤲ基♏訓練の日程と重なり、ົ変更が

必要な日が出てしまった。Ｂさࢇと相談し、変更すること

にྠ意を㈔ったつもりでいたが、ある日✺↛Ḟし、㏥職

することになってしまった。こちらのఏえたことがそのま

まのᙧでఏわらなかった、ᛮい㎸みや຺㐪い、ボタンの

け㐪いを┤せなかったことが、㏥職のཎᅉかとᛮわれる。 

 

㸳 まとめ 

障害者雇用を始めて、改めて介護施設におけるᚑ業ဨの

特性として障害者とともに働くことのハーࢻルがపく、

障害者がともに働く௰間として、ཷけධれられやすいᅵተ

があったことを認識することができた。 

障害者の方と一⥴に働くにあたり、障害者職業生活相談

ဨや業在⡠ᆺ職場㐺応援ຓ者の研ಟに参加し、また、⢭

⚄・発㐩障害者しごとサ࣏ーターとなることで、障害特性

の理解や、ྜ理的㓄慮の方法について学び、日々の実践に

活かしている。障害者を雇用するにᙜたっては、ࢺライア

ル雇用ຓ成金、障害者雇用安定ຓ成金、特定ồ職者雇用開

発ຓ成金他、多くのຓ成金を㡬いており、雇用の強

い後ᢲしとなっている。 

⢭⚄障害や発㐩障害、知的障害など、障害のある職ဨは

≀事がうまくいかないኻᩋ体験を重ࡡてきて、自信を႙ኻ

していることもあるとᛮわれる。ᢏ⬟の向上や資᱁の取ᚓ

を通ࡌて、自信を持って働けるようになり、成ຌ体験を✚

み重ࡡ、活き活きと働けるよう、ビルクリーࢽングᢏ⬟᳨

定の取ᚓやアビリンࣆックの参加、Ύᤲ基♏訓練のཷ講

を通ࡌて、職場⎔ቃの向上にດめたいとᛮう。障害者に

とって働きやすい⎔ቃ࡙くりにດめてきたが、これは、障

害者にとってだけではなく、全ての職ဨにもྠ様であるこ

とが実ឤできつつある。今後も全ဨが働きやすい職場⎔ቃ

࡙くりを目指して行きたい。 

 

【連絡先】 

ᓟᑿ ⪽ኴ e-mail㸸s_mineo.office@fresco-group.jp 

బ藤 信ኴ  ᮁe-mail㸸s_satoh.office@fresco-group.jp 
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 ຊに╔目した就ປ支援についてࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ

㹼り㏉りからḟ㹼 
 

  （就労移行支援事業所㻯㼛㼚㼛㼕㼞㼛 ࢺ特定㠀Ⴀ活動法人アシス）⨾明 ۑ
 

㸯 ࡌࡣめに 

就労移行支援等を用し、一般就労に移行する障害者が

ቑ加している中で、⢭⚄障害者をはࡌめとした障害者の就

労後の職場定╔に係る支援が重要となっているとして、平

成30年度から就労定╔支援事業が新設された。これにより、

㛗く働き続ける（継続）ことができるᙜ事者がቑえてくる

ことが期ᚅされる。 

しかし、本事業は３年の期間があり、また実施の際に留

意するⅬとして、「職場内におけるࣗࢳࢼラルサ࣏ーࢺの

構築をጉࡆないようにすること、過な支援と過な職場

ゼၥは、本人の自立（自己解Ỵ力）と業の雇用力をᦆな

うᜍれがあることに留意」１）とグされている。これは、

特に⢭⚄障害者が一般就労を行うことは、༢に労働ではな

くᙜ事者が体的に人生を生きていくことの実現であり、

職業リハビリテーションの視Ⅼがᛀれられていないという

ことであろうと解㔘する。 

ᙜ事業所では、㛗い職業人生を体的に生きていけるよ

う、用者が「ࣞジリ࢚ンス力」を築き高めることは、就

労継続につながるのではないかと考えた。 

まだ開所２年目のⱝい事業所ではあるが、ྛ々の支援ဨ

の経験の中で、どうしたらࣞジリ࢚ンス力を高めることが

できるのか試行㘒ㄗして１年。一度自分たちの支援を整理

し、より良い支援の提供の㊊かりとなればとᛮい、今

回、බの場をりることでり㏉りのᶵ会とすることを本

発表の目的とする。 

 

㸰 タ⤂について 

(1) たる事ᴗᡤあࡎあいࡴ 

㐠Ⴀẕ体は特定㠀Ⴀ活動法人アシス2012。ࢺ年法人設

立。就労移行支援・自立支援（生活訓練）・就労継続Ｂᆺ

の多ᶵ⬟ᆺ事業所あずあいむをたる事業所としている。  

あずあいむの就労移行支援のな対㇟者は⣙㸷が知的障

害者・発㐩障害者で、特別支援高校卒後の就労経験のない

ⱝ年ᒙが多くなっている。 

施設外就労、施設内作業をな日中活動とし、㐌に１回

程度ビジࢿスࢼ࣐ーやコࢣࣗࢽ࣑ーションࣞࢺーࢽング、

グループワークなどを通ࡌて社会性を学び、業実習を経

ることで仕事に対する考え方を育てている。 

年までは法人のジョブコーࢳがおり、ほとࢇどの就労

者に職場㐺応援ຓ者をけ、定╔⋡90㸣、年平ᆒで10ᩘྡ

の就労者を㏦り出す。 

(2) ᚑたる事ᴗᡤとしての㻯㼛㼚㼛㼕㼞㼛とࡑのタ立理⏤  

本事業所は上グ、多ᶵ⬟ᆺ事業所あずあいむのᚑたる事

業所として、2018年１月に開所、就労移行支援事業を行っ

ている。ᙜ初定ဨは６ྡ。現在はⓏ㘓用者 1ᩘ4ྡ・就労

者11ྡ（開所から㸶月ᮎまで）。 

用者ᒙとしては、⢭⚄ᝈ・アルコール౫Ꮡ・発㐩

障害・知的障害・㌟体障害・ᘬきこもりなど。年㱋は様々

で障害者ᡭᖒを取ᚓしていない方もいる。 

先にㄝ明したたる事業所において、知的障害者だけで

はなく⢭⚄障害者や大学を卒業した発㐩障害の用者がቑ

えてきたⅭ、ᚑ᮶とは␗なる障害特性や教育経⦋、就労経

験有無など、⫼ᬒの␗なる用者に対してよりࢽーズに

あった支援やサービスを提供したいと考え新設された。 

小職と㹉職が開所のためにᙜ法人にධ職。୧ྡとも前職

でも就労支援ဨであり、ẚ㍑的⢭⚄障害者が多い事業所で

支援を行っていた。㻯㼛㼚㼛㼕㼞㼛では、認知行動理ㄽに基࡙い

た内容のワークを中ᚰに、ᗙ学ᙧᘧの講義で社会性や自己

認知を῝めるワークや、作業やグループワークを通ࡌルー

ルやコࢣࣗࢽ࣑ーションを学び、就職がࢦールではなく、

その先の㇏かな人生の実現につながる支援がしたいという

共通のいがあった。就労継続のためにはࣞジリ࢚ンス力

が大きく関連すると考え、それを高めるために様々な試み

を行っている。年㸶月にබ認ᚰ理ኈ資᱁保持者を᥇用し、

現在３ྡで支援を行っている。 

 

３ 㻯㼛㼚㼛㼕㼞㼛の支援にᑐࡍるいとࡇࡑに⮳る⤒㐣 

 開所に向け、別々の事業所でそれࡒれの就労支援を行っ

てきた２ྡが、今後㻯㼛㼚㼛㼕㼞㼛スタッフとしてどういう支援

を行っていくか、どのようないがあるかを、すりྜわせ

て新しいものを作っていくことがᙜ初᭱もᅔ㞴であった。 

２人の支援の方向性はྠࡌだが、支援のᒎ開やᡭ法にお

ける考えが␗なっていたため、改めて「障害者が自立して

働くためにはఱが必要か」と就労支援の目的に立ち㏉った。

これまで就労支援にᚑ事してきておいにឤࡌたことは、

就職はࢦールではなく、Ẽや障害ときྜいながら㛗く

続けることがその先の人生にもつながるということではな

いか。そのためには「生きᢤく力」「やりきる力」が重要

というⅬでは意見が一⮴した。 

障害✀別・有無にも関わらないが、㏫ቃやᅔ㞴から立ち

┤る力、日ᖖ的なスࣞࢺスに対ฎする力㸻「ࣞジリ࢚ンス

力」というᴫᛕが小職と㹉職の就労支援のいにྜ⮴し、
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ここに『㻯㼛㼚㼛㼕㼞㼛はࣞジリ࢚ンスに╔目した、就労支援を

しよう』とヰがまとまった。 

 

 たら㧗まるのかࡗࡸ࠺ࡣຊࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ ４

ࣞジリ࢚ンス力とはఱかについてᡃ々は「自㌟」の経験

を㢳みた。結果、以ୗの⬟力やᛮ考、性㉁でྛ々の人生を

生きᢤいてきたのではないかと考えた。 

≀事をある程度ᴦほ的にᤊえられる力/࣓タ認知的ᛮ考/

相談する力/ࢳャࣞンジする力/ᰂ㌾なᛮ考/解Ỵ⬟力/Ꮩ⊂

ない自分/高い自ᑛᚰ/自己⫯定ឤ/誰かと協力する力ࡷࡌ

Ᏹ/ㅉめる力/Ẽにしない力/㕌ឤ力/体力/意ᕤኵ/㛗い≀

にまかれる力͐etc 

その後「ࣞジリ࢚ンスコンࣆテンシー」という言ⴥを知

ることとなるが、上グにあるような事はఱをすると㌟に

くものかと試行㘒ㄗしながらも、今㻯㼛㼚㼛㼕㼞㼛の３ྡの職

ဨにできることは㻿㻿㼀・࣓タ認知ࣞࢺーࢽング・スࣞࢺス

コグラム・認知行動⒪法理ㄽに基࡙いた࢚・ࢺジ࣓ンࢿ࣐

ᛮ考のアプローࢳ・グループワーク・アサーションࢺ

ࣞーࢽング・ジョハリの窓理ㄽからの自己認知・作業・㊃

͐etcという㢮のもので、これだけではなく、もっと知

識としてᢏ⾡として経験として学、習ᚓできるようなプ

ログラムを作成するために、研ಟをཷけたり多くの書⡠を

参考とさせてもらった。 

しかし、用者が体的に自分で課題をみつけ、解Ỵを

できることを目的としたプログラムを提供したいとはᛮい

つつ、結局は講義中ᚰのインプッࢺのプログラムが多く

なってしまっていた。 

インプッࢺだけではなく⬟動的にアࢺ࢘プッࢺすること

が必要なのではないかとẼき、なるく今あるワークの

中にヰしあいや、グループワークができる࢚クササイズを

取りධれるようにするも、より体験的にࣞジリ࢚ンス力を

㌟にけることができる方法をᶍ⣴していた。 

 

㸳 自ศが⤒㦂ࡍるࡇと࡛⠏かれるࡶの 

ングプログラムの中には「体験学習」ができるࢽーࣞࢺ

内容のワークも取りධれていたが、体験学習のᴫᛕがまさ

にࣞジリ࢚ンス力を高めることを体験的に㌟にける仕組

みであることにẼいた。 

『体験学習というのは、自分自㌟のឤ情・態度・ᛮ考・

౯್ほ・欲ồ・行動というものを、一定のᡭ㡰を㋃ࢇで学

てのみࡌでいくこと。ただし、それはಶ人の体性を通ࢇ

ຠ果的に㐩成される』、⬟動的に自分㐩で課題を見つけ、

次いでその課題を解ỴするためのアプローࢳをỴめ、Ỵめ

たならば、それを実行し、そしてその実行した成果を分ᯒ

する２）。 

この学習方法に自分たちの考えたプログラムをⴠとし㎸

むことを意識した。 

さらに、体験学習のࣔデルである㻰㻸㼀㻳サイクル３）に支

援の過程をᙜてはめることで（㻰㻸㼀㻳サイクルの解㔘は⊂

自であることを᩿っておく）㻯㼛㼚㼛㼕㼞㼛の支援がࣔデルさ

れ、支援そのものが成㛗し、支援の㉁の向上にもつながる。 

㻯㼛㼚㼛㼕㼞㼛を用していても、大なり小なりのスࣞࢺスは

あり、就職にむけてり㉺えるき課題もある。プログラ

ムの参加や課題解Ỵに対して、ࣔ࣋ࢳーションがୗがっ

た時、今ここで㉳こっている事㇟にも意があるとẼ࡙く

ことがࣞジリ࢚ンス力を高める一Ṍになれば、その先の結

果はまた㐪ってくる。 

ࣞジリ࢚ンス力を築き高めるためには、そもそも体的

に学ることが重要である。㻯㼛㼚㼛㼕㼞㼛ではそのᶵ会を就労

前訓練の中でなるく多く提供できるよう、ワークや作業

その他日中活動、関わり方などに「⬟動的な解Ỵ」ᛮ考に

なるよう意識した支援を行っている。 

 

㸴 ࠾わりに 

本発表は、「発表することで、これまでの支援の方法を

整理」することを目的としておこなった。 

日々、一人ࡦとりの用者のᅔりごとや課題やᕼᮃにど

うやってຠ果的な支援ができるか、都度、対ฎ⒪法のよう

に支援を行ってきた。その実地をり㏉ると、実はなࢇら

かの理ㄽ的⫼ᬒを持った介ධ方法と一⮴していることにẼ

がいた。その᭱たるものが「ࣞジリ࢚ンス」と「体験学

習」というᴫᛕであった。 

今後はこのࣔデルが「就労支援場㠃におけるࣞジリ࢚ン

ス力の築き方」であり、「ࣞジリ࢚ンス力が高まれば就労

継続にᙳ㡪する」という、᰿ᣐを明♧できるような取り組

みを行いたい。そうすることで、よりຠ果的でຠ⋡的な支

援を提供することができ、それはᙜ事者の就労前訓練のࣔ

ーションとなり、結果、就労定╔・継続、そしてその࣋ࢳ

先にある㛗い職業人生を体的に生きることにつながると

考えるからである。 

また、支援の理ㄽ的⫼ᬒを理解することで、より支援を

῝めることができ体⣔することがྍ⬟になる。そうする

ことで、これまでᡃ々がឤぬで行ってきた支援を、新しく

ධった職ဨに継ᢎすることができるようになり、

「㻯㼛㼚㼛㼕㼞㼛の支援」というものが確立されるようになるこ

とが期ᚅされる。 

 

【参考㈨ᩱ࣭参考文献】 

１）厚生労働省社会・援護局「就労定╔支援のな実施につい

て」別ῧ 24㹎 平成31年3月 

２）３）Ⳣ㈼『ࢭルフアサーションࣞࢺーࢽング』（東京ᅗ

書）㹮26-㹮29 2002年 
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㞀ᐖ者職ᴗ⥲ྜ࣮ࢱࣥࢭ◊✲㒊㛛に࠾ける 

職ᴗࣜࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁのࠕධ◊✲ࠖの࣮ࣞࣗࣅ 

 

 （ンター 研究ဨࢭྜ⥲障害者職業）ᅵᒇ 知子ۑ

ᯇᑿ 加௦（障害者職業⥲ྜࢭンター） 
 

㸯 ࡌࡣめに࣭目ⓗ 

職業リハビリテーション（以ୗ「職リハ」という。）に

おいて、就業や職場定╔をᕼᮃする障害者に支援介ධを行

う上では、ຠ果的かつຠ⋡的な方法を提案し、対㇟者のྠ

意のもとに実施することがồめられる。支援方法を提案す

るにあたっては、支援者ಶ人の経験のみに㢗るのではなく、

実ド研究からᚓられた知見を㋃まえることがᮃまれる。 
しかし、例えば་⒪等において、実ド研究からᚓられた

ラインが整ഛされつつあるࢻイ࢞ビデンスに基࡙く介ධ࢚

のにẚ、職リハ㡿域では࢞イࢻラインにヱᙜするものは

本㑥の現状では見あたらない。この⫼ᬒとして、支援介ධ

のຠ果に関する実ド研究が不㊊していることが考えられ、

これらの研究を✚ᴟ的に✚していく必要が考えられる。 
本✏では、障害者職業⥲ྜࢭンター研究部門において、

これまでに行われた介ධ研究をᴫほし、今後の研究活動を

行う上での課題について考ᐹする。 

 

㸰 ᪉ἲ 
障害者職業⥲ྜࢭンターが平成��年度までに調査研究

報告書として発表した研究のうち、Ṋ⃝ら��が行った「障

害者職業⥲ྜࢭンター研究部門における研究課題の体⣔」

において、「訓練㸭支援プログラムのຠ果᳨ド」の課題㡿

域に分㢮された研究を対㇟とし、研究テー࣐、研究デࢨイ

ン、研究参加者、方法と結果のᴫ要をᢳ出した。研究デࢨ

インに関しては、関連書⡠��� ��を参考に分㢮し、࢚ビデン

スࣞ࣋ルが高いとされる㡰にձ㹼ճとした。 
ձランダムẚ㍑試験㸸参加者を介ධ⩌・対↷⩌にラン

ダムにりけ、୧⩌のẚ㍑により介ධຠ果を᳨ウする 
ղ㠀ランダムẚ㍑試験㸸りけにおいてランダム

のᡭ続きを᥇らない他は㻾㻯㼀とྠ様 
ճ前後ẚ㍑試験㸸対↷⩌を設定せず、༢⩌の介ධ前後を

ẚ㍑することにより介ධຠ果を᳨ウする 
なお、༢一事例を対㇟とする研究は本✏では対㇟外とし、

介ධが集ᅋᙧᘧで行われている場ྜであっても、ຠ果がಶ

人別にのみ᳨ウされている場ྜは㝖外した。また、支援介

ධを伴う研究であっても、介ධ前時Ⅼでຠ果指標が 定さ

れていない場ྜについても対㇟外とした。 

 

３ ⤖ᯝ 

研究デࢨイン㠃でձにヱᙜする研究が１௳、ղは㸮௳、

ճは14௳であった。研究テー࣐ཬび研究参加者や介ධ方法

は多ᒱにわたり、ヲ⣽は次㡫の表のとおりであった。」ᩘ

の試験がྠ一報告書の中で報告されている場ྜは、表中で

は１行にまとめた。 
 

４ 考察 

対↷⩌を設定した研究は１௳に留まり、前後ẚ㍑試験が

多ᩘ行われていた。これら前後ẚ㍑試験の大༙において、

支援介ධの前後でఱらかの࣏ジティブな変がほᐹされて

おり、介ධのຠ果であったことが期ᚅできるが、研究デࢨ

イン㠃から✀々のࣂイアスを強くྰ定できないⅬ��で解㔘

に留意が必要であると考えられる。 
᰿ᣐに基࡙く職リハ実践を推進していく上では、今後も

職リハのᖜᗈい㡿域にわたって介ධ研究を✚み重ࡡていく

ことがᮃまれるが、その際に、できるだけ࢚ビデンスࣞ࣋

ルの高いデࢨインを᥇用することもྠ時に重要であると考

えられる。特に今回の結果からは、対↷⩌を設定した研究

を✚ᴟ的に行うことが重要であると考えられる。 
対↷⩌を設定した研究を行う上での課題は、ձ多ᩘの研

究参加者をເる必要があること、ղ対↷⩌に対して介ධし

ないことやプラࢭボ介ධを行うことに伴う理的ၥ題がᣲ

られる。ձに関しては、関係ᶵ関と連ᦠして研究を行うࡆ

ことで解Ỵできるྍ⬟性があると考えられる。ղに関して

は、参加者のྠ意をᚓた上で、「ᚑ᮶の介ධ」を行う⩌と

「新規に開発した介ධ」を行う⩌をẚ㍑する方法や、㐜ᘏ

介ධ⩌（研究中は無介ධとし、研究終了後に介ධ⩌とྠ等

の介ධを行う）を対↷⩌として用いる方法��が考えられる。 
 

㸳 まとめ 

障害者職業⥲ྜࢭンター研究部門のこれまでの介ධ研究

をࣞビࣗーした。介ධ後に࣏ジティブな変がᚓられた研

究が多いが、研究デࢨイン㠃から解㔘に留意が必要であり、

デࢨイン㠃の改善が今後の課題であると考えられる。 
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 㼣㼑㼎ୖ࡛ᐇྍ⬟ࣝࣉࣥࢧࢡ࣮࣡࡞の㛤Ⓨ 

 

 （ライン 障がい者雇用研究ᐊ ᐊ㛗ࢺᰴᘧ会社スター） ⋟ 小ۑ

  อ田 文グ（ᰴᘧ会社スターࢺライン 障がい者雇用研究ᐊ） 
 

㸯 ࡌࡣめに 

障害者に対する就労を目的とした職業ホ౯システムの１

つとしてワークサンプルが活用されている。日本において

は、障害者職業⥲ྜࢭンター障害者支援部門が障害者に対

するホ౯・支援ࢶールとして「職場㐺応ಁ進のためのࢺー

タルパッࢣージ（以ୗ「ࢺータルパッࢣージ」という。）

を開発し、ࢺータルパッࢣージの中᰾的なࢶールとして、

ワークサンプルᖥᙇ版（以ୗ「0:6」という。）がྵまれ

ている。0:6はアࢭス࣓ンࢺだけでなく、職業⬟力の向上

や休᠁のࢭルフࢿ࣐ジ࣓ンࢺ力の向上にもᐤする応用範

囲のᗈいࢶールである。2007年度にはᕷ㈍され、多くの

ᶵ関・施設で用されている。 

一方、社会⫼ᬒやᢏ⾡の進Ṍにより業ົは変し、障害

者がᢸう業ົにも変がある。また、⢭⚄障害者のቑ加に

より、ồめられる業ົの㉁や㔞にも変がでてきている。

このような変に㏣ᚑするため、0:6は㞴᫆度の高いࣞ࣋

ルのቑ設や、新たなワークサンプルの㏣加などの改ゞが行

われた１）。職業リハビリ-テーションにおいて、ワークサ

ンプルは㠀ᖖに重要なᙺをᢸっているが、社会的な⫼ᬒ

に応ࡌて㐺ᐅ内容をᰂ㌾に変更できるシステムが必要であ

る。更に障害者の就労および職業訓練のᙧ態も多様して

おり、用⎔ቃの整ഛ、現場で活用する際の㈇ᢸ㍍減も

ワークサンプル活用の重要な࣏インࢺになると考える。す

なわち、在Ꮿやサテライ࢜ࢺフィスでワークサンプルを実

施する際に、ࢯフ࢙࢘ࢺアのインスࢺールや⣬の課題の༳

ๅなどの作業をᴟ力減らす必要がある。このような課題に

対応するために、ओスターࢺラインでは、web上で実施で

きるスターࢺラインワークサンプル（以ୗ「6:6」とい

う。）の開発を進めている。本発表では、6:6の内容およ

び一部の課題の実施結果について⤂介する。 

 

㸰  ࣝࣉࣥࢧࢡ࣮࣡ࣥࣛࢺ࣮ࢱࢫ㸦6:6㸧について 

(1) 6:6のᴫせ 

6:6はスターࢺラインサ࣏ーࢺシステム（6tartline 

6upport 6ystem、以ୗ「666」という。）のサブシステム

として㓄された3&➃ᮎ上で実施できるワークサンプルであ

る。666はࣘーࢨーやᶵ関情報の管理をࢭキࣗアに行う࣓

インシステム上に、ᗣ管理情報をධ力する+ealth/og、

࣓ンタル࣊ルス向上のための࢚クササイズを集めた$&7-

onlineなどから構成されたwebシステムであり、ओスター

フィスの用業を中ᚰ࢜ࢺラインが㐠Ⴀするサテライࢺ

に多くの業やᶵ関で用されている２）。 

666は用者ごとに,'とパスワーࢻがりᙜてられ、

用者は事前に設定されたサブシステムを用することがで

きる。実施した内容はシステム上にグ㘓され、自㌟で実施

状況を確認することができる。また、用者に管理者を⣣

࡙けることにより、管理者も用者の実施状況を確認する

ことがྍ⬟となる。 

(2) 6:6のᵓᡂ 

開発中のものもྵめ、３つのワークサンプルから構成さ

れる。ྛワークサンプルはධ力課題とಟṇ課題のつのᶵ

⬟を有しているので、実㉁的には６つのワークサンプルか

ら構成される（表１）。 

 

⾲㸯 6:6に࠾ける࣮࣡ࣝࣉࣥࢧࢡのᵓᡂ 

䝽䞊䜽䝃䞁䝥䝹ྡ ෆᐜ 

䝟䝇䝽䞊䝗⟶⌮ 

㻔ධຊㄢ㢟㻕 

⏬㠃䛻⾲♧䛥䜜䛯䝟䝇䝽䞊䝗䜢䚸ᡤᐃ䛾

䝅䞊䝖䛻ධຊ䛩䜛 

䝟䝇䝽䞊䝗⟶⌮ 

㻔ಟṇㄢ㢟㻕 

⏬㠃䛻⾲♧䛥䜜䛯䝟䝇䝽䞊䝗㻔ᩥᏐ㻕䜢ṇ

䛸䛧䛶䚸䝅䞊䝖ୖ䛾ㄗ䜚䜢ゞṇ䛩䜛 

⤌⧊ሗ 

㻔ධຊㄢ㢟㻕 

⏬㠃䛻⾲♧䛥䜜䛯♫ሗ䜢䚸ᡤᐃ䛾

䝅䞊䝖䛻ධຊ䛩䜛 

⤌⧊ሗ 

㻔ಟṇㄢ㢟㻕 

⏬㠃䛻⾲♧䛥䜜䛯♫ሗ䜢ṇ䛸䛧䛶䚸

䝅䞊䝖ୖ䛾ㄗ䜚䜢ಟṇ䛩䜛 

⤒㈝⢭⟬᭩ 

㻔ධຊㄢ㢟㻕 

⏬㠃䛻⾲♧䛥䜜⤒㈝⢭⟬᭩䛾ෆᐜ䜢䚸

ᡤᐃ䛾䝅䞊䝖䛻ධຊ䛩䜛 

⤒㈝⢭⟬᭩ 

㻔ಟṇㄢ㢟㻕 

⏬㠃䛻⾲♧䛥䜜⤒㈝⢭⟬᭩䛾ෆᐜ䜢ṇ

䛸䛧䛶䚸䝅䞊䝖ୖ䛾ㄗ䜚䜢ಟṇ䛩䜛 

 

ྛワークサンプルは、以ୗ５つのࣔーࢻに分かれており、

用目的や用⎔ቃに応ࡌて㐺ษに実施できるよう、ࣔー

 。ル、試行ᩘなど設定が⡆༢に行える（ᅗ１）࣋ࣞ、ࢻ

ᅗ㸯 ࣮࣡ࣝࣉࣥࢧࢡのタᐃ⏬面 
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ᅗ２に「パスワーࢻ管理（ධ力課題）」作業の⏬ീを♧

す。ᅗのᕥがṇデータであり、⏬㠃ྑのධ力シーࢺの空ḍ

に対応する文Ꮠをධ力する課題である。 

ᅗ㸰 ࢻ࣮࣡ࢫࣃ管理㸦ධຊ課題㸧の⏬面 

 

(3) 6:6の≉ᚩ 

ワークサンプルの内容にἢったධ力/ಟṇ用のシーࢺの

フ࢛ー࣐ッࢺ（ᅗ２のྑഃのシーࢺ）を作成後、ṇデータ

⏬㠃用のṇデータとಟṇ課題用のㄗデータを作成してシス

テムにㄞみ㎸ませることで１つのワークサンプルが成す

る。また、㞴᫆度や課題ᩘをቑやすことも容᫆に実施でき

る構㐀となっている。これらの変更を行いシステムにᫎ

することにより、用者の3&➃ᮎにࢯフࢺをインスࢺール

することなく、┤ちに新しいワークサンプルが実施できる。

新規に6:6をᑟධする際のハーࢻルがపいだけでなく、᪤

に6:6をᑟධしている組⧊が改ゞされた6:6を用する場ྜ、

3&➃ᮎẖのࢯフࢺのࣂージョンアップ作業を実施すること

なく、666にログインすれば┤ちに改ゞされた6:6が実施で

きる。 

 

３  ᐇᴫせ 

(1) 目ⓗ 

ワークサンプルを用いてホ౯や訓練などの職業リハビリ

テーションに活用できるよう、ẁ㝵的な㞴᫆度のࣞ࣋ル設

定や課題㔞を用意する必要がある。開発中のワークサンプ

ルの1つである「パスワーࢻ管理（ධ力課題）」について、

ᖖ者による試行を行い、今後の用に向けた初期確認を

行う。 

(2) ᐇ᪉ἲ 

業に就労している大卒以上の学Ṕを有したධ社1年目

のᖖ者10ྡに「パスワーࢻ管理（ධ力課題）」を実施し

た。ᡭ㡰は、ձ6:6の使用方法に関する࢜リ࢚ンテーショ

ンの実施、ղ᧯作ᡭ㡰の確認のため、ࣞ࣋ル１を1試行実

施、ճࣞ࣋ル１から６まで、１ࣞ࣋ルあたり２試行（ྜ計

12試行）とした。 

実施者の年㱋は全ဨ20௦であった。性別は、⏨性５ྡ、

ዪ性５ྡであった。 

 

４ ⤖ᯝ 

実施結果から、作業時間とṇ⟅⋡について平ᆒ್、標‽

೫ᕪを⟬出した（表２）。作業時間はࣞ࣋ルが上がるに応

てቑ加しているഴ向にあり、作業㔞としては㐺ṇと言えࡌ

る。一方、ṇ⟅⋡はࣞ࣋ルが上がるごとにపくなっている

ഴ向はあるものの、ࣞ࣋ル５については実施者全ဨがṇ⟅

⋡100㸣であった。 

 

⾲㸰 ࢻ࣮࣡ࢫࣃ管理㸦ධຊ課題㸧ṇ⟅⋡ཬびసᴗ時㛫 

䝺䝧䝹 
ṇᙜ⋡ 

㻔䠂㻕 
ᶆ‽೫ᕪ 

㛫 
㻔ศ⛊㻕 

ᶆ‽೫ᕪ 
䠄⛊䠅 

㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻝㻦㻝㻞 㻤 

㻞 㻥㻥㻚㻞 㻟㻚㻣 㻝㻦㻜㻥 㻝㻡 

㻟 㻥㻢㻚㻢 㻤㻚㻣 㻝㻦㻟㻢 㻝㻟 

㻠 㻥㻜㻚㻣 㻝㻞㻚㻢 㻝㻦㻡㻥 㻟㻟 

㻡 㻝㻜㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻞㻦㻞㻠 㻝㻥 

㻢 㻥㻟㻚㻞 㻝㻝㻚㻟 㻟㻦㻟㻥 㻠㻞 

 

㸳  後のᒎᮃ 

開発中のワークサンプルについては、㡰次データを取ᚓ

した上で、✀々のフィールࢻやシ࢚ࣗࢳーションでの応用

ྍ⬟性やຠ果について᳨ドをしていく予定である。 
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⢭⚄㞀がい者の職ሙᐃ╔支援に࠾ける 

㻿㼠㼍㼞㼠㼘㼕㼚㼑 㻿㼡㼜㼜㼛㼞㼠 㻿㼥㼟㼠㼑㼙 のά⏝とຠᯝ 
 
 （ンターࢭみ協会 自立ࡒ社会福祉法人㔲㊰の）᳃ᓥ ㈗子ۑ

  㕥ᮌ ᾈỤ・➉㇂ 知ẚ࿅・ྜྷ川 ᑗ人（社会福祉法人㔲㊰のࡒみ協会 自立ࢭンター） 

  อ田 文グ（ᰴᘧ会社スターࢺライン） 

 

㸯 ࡌࡣめに 

社会福祉法人 㔲㊰のࡒみ協会 自立ࢭンターでは、平成

29年度よりᰴᘧ会社スターࢺライン（以ୗ「6/」とい

う。）の協力をᚓて、⢭⚄障害や発㐩障害のある用者に

対して、$&7-online（6tartline 6upport 6ystem㸸以ୗ

「666」という。）を活用したᚰ理的ᰂ㌾性の向上をಁ進

するサ࣏ーࢺに取組ࢇでいる。活用にあたり、6/のอ田Ặ

に年ᩘ回、定期的に᮶㔲していただき、職ဨと用者に向

けて、$&7や666についてより理解を῝められるよう勉強会

を実施している。 

本発表では、就労移行支援事業所活用時より666の活用

を経て一般就労した⢭⚄障害のある用者の職場㐺応定╔

支援について事例報告する。 

 

㸰 事例 

(1) ᮏேのᴫせ 

ＡẶ 㹼47ṓの⏨性、⤫ྜኻ調(⢭⚄２⣭) 

地ඖの進学高校卒業後、一ὶ大学進学。卒業後ྠ大学の

大学㝔に進学したが、不╀から、ᗁ⫈ᗁぬが現れ⤫ྜኻ調

を発、大学㝔を中㏥し、ᖐ㔲する。自ẅᮍ㐙等でධ㏥

㝔を⧞り㏉す。 

平成25年より就労継続支援Ｂᆺ事業所を用開始し、ᖖ

にᗁ⫈ᗁぬはあるが状が安定していたⅭ、平成28年ᙜࢭ

ンターの就労移行支援事業所の用を開始した。 

就職を前提とした実習を経て、平成30年10月、ᕷ内の

スーパーに一般就労し、現在定╔支援中である。 

ＡẶは、666ᑟධをきっかけに平成30年５月よりᚑ᮶の

$&7から666に移行し活用開始しているので、ᅗ表のデータ

は平成30年５月より௧ඖ年㸶月20日までのものである。 

実施した࢚クササイズの実施回ᩘは全406回となっている。

特にỿ㯲の▂と྾の࣐インࢻフルࢿス、次いでὀ意訓

練の࢚クササイズを多く視⫈している（表）。 

(2) 就ປ移行支援事ᴗᡤ࡛の取組み 

666ᑟධ後より、ẖ日、ᮅ㺃㣗後の２回、体調確認と

$&7の㡢※を視⫈した。 

ＡẶは、ᖖに３ྡ以上のᗁ⫈が⫈こえており、別々なヰ

をそれࡒれが大きなኌでヰしかけてくるそうで、大きく⫈

こえてくるとᗁ⫈に支㓄されてしまうことをッえていた。

体調不良時には、ᗁ⫈が大きく⫈こえることと、意のわ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

からない言ⴥがしつこくఱ度も⫈こえてくることで、現実

か㠀現実かの༊別がつかなくなり、また不安が大きくなる

ことで、他の行動ができなくなってしまうとのッえもあっ

た。これが、ＡẶにとって就職する際の課題となっていた

ことから、$&7のὀ意訓練・ỿ㯲の▂・྾の࣐インࢻ

フルࢿス等を中ᚰに⪺いてもらい、「ᗁ⫈にᅃわれず、そ

の場に⨨いておく」というឤぬを㌟につけてもらうように

支援した。 

ス࣐ーࢺフ࢛ンで職場実習や、休日など、通所していな

くても666が活用できるよう設定しているⅭ、ᗁ⫈が大き

く⫈こえてくるឤࡌがした時には、自発的に$&7を実施し

てもらった。また、་⒪ᶵ関とも情報共有がྍ⬟となり、

᭹⸆調整などにもᙺ立てることができるようになり、事前

に㡻᭹⸆を᭹用することができるようになった。 

(3) 就ປ移行から一⯡就ປ 

666の活用により、体調不良の日に㠃談を行ったり、事

前に᭹⸆をಁしたりするタイムリーに支援することができ

るようになった。 

ᖖにᗁ⫈が⫈こえるとヰされていたＡẶが、ὀ意訓練に

より、ごくまれに全く⫈こえなくなることがあるとヰし、

ᗁ⫈が⫈こえてもᗁ⫈であることにẼ࡙き、作業に取り組

めるようになった。そこで、就職活動を本᱁させ、就職

を前提とした実習を行い、平成30年10月よりᕷ内のスー

パーに一般就労している。 

(�) ᐃ╔支援 

就職後、ẖ日666（࣊ルスログ、$&7の実施結果）のධ力

を継続することとし、支援ဨによるẖ日の確認と、不調を

ឤࡌさせるようなグ㏙があった時に、ジョブコーࢳにも情

ศ㢮ẖのᐇᅇࢬࢧࢧࢡ࢚ ⾲  ᩘ

エクササイズ分類 エクササイズ名
就職前実施回数

（～Ｈ30･10/14）

就職後実施回数

（Ｈ30･10/15～）

全実施回数

（Ｈ30･5/10～Ｒ1･8/20）

自分を慈しむ セルフハグ 11 14 25

エクササイズを集中する・広げる 注意訓練（5つの音） 20 50 70

エクササイズを集中する・広げる 注意訓練（6つの音） 5 0 5

心をひらく・今とつながる 温かい飲み物を飲む 28 14 42

心をひらく・今とつながる 沈黙の瞑想 19 111 130

心をひらく・今とつながる 呼吸のマインドフルネス 26 108 134

109 297 406計　
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報共有し、ᖖに支援にධることができるような体制を整え

た。また、月に１回は㹏スࢣールをධ力し㉁ၥ⣬によるᚰ

理的な変のホ౯を行うこととした。 

ＡẶの666を見ると、就職ᙜ初には「Ṛのᜍᛧ」という

文言が多ᩘグ㍕されており、ẖ日４㹼５時間はそれにくわ

れていたとヰされていた。ジョブコーࢳが㠃談し、その時

には、ᐷ・ධᾎ・ㄞ書をすることなどຓ言し、その後の

様子を見守っていた。２ࣧ月後には状は㍍減され、強い

ᜍᛧᚰは㐌１回程度の出現にとどまっている。 

༙年程度経過した㡭、࣊ルスログ(活動状況・体調など

のグ㘓)は、特に変はないが、㹏スࢣールスキルの一つ

である'34（⬺フࣗージョンホ౯ᑻ度）がᴟ➃にపୗする

ことがあった（ᅗ）。また、ྠ時期に「$&7の㡢※を⪺い

て、どࢇなឤ情やឤぬ、ᛮ考が表れましたか㸽」という㉁

ၥに対し、「ᜍᛧになるかどうか不安です。」との書き㎸

みがあった。すࡄに作業⌜からジョブコーࢳ情報提供し、

ジョブコーࢳが㠃談を行った。その際、本人はᅔっている

ことはないとヰしつつも、「Ṛのᜍᛧ」にはくわれており、

ཎᅉがわからないとのことだった。そこで、作業⎔ቃや他

ᚑ業ဨのことについてヲ⣽に確認すると、先㍮ᚑ業ဨから、

がࢳルの高いことを言われたとヰされた。ジョブコー࣋ࣞ

事業所に連絡調整し、改めてᚑ業ဨにＡさࢇの雇用管理に

関して理解をಁすよう支援した。 

 

 

 

 

その㡭から666には、以前は、「Ṛのᜍᛧにくわれる」

というグ㏙があったが、「生きていることはすばらしいこ

とです。」というグ㏙がẖ日グධされるようになっていっ

た。 

また、今年㸶月にⓏ㘓㈍者試験をཷけようと㡹ᙇって

いた際、本人の事業所からᢸᙜ者の一人が離職してしまい、

自分の࣌ース以上にồめられる仕事㔞がቑえ、移行支援を

用していた時とྠࡌような不安ឤがቑしてきたことが

666のグ㏙でわかり、ジョブコーࢳが通㝔にྠ行したこと

があった。その際には、'r.より試験勉強の⑂れだとのຓ

言をᚓて、本人の認知が変したことと試験が終了したこ

とでその不安ឤは㍍減している。 

さらに、出時にも➗㢦で出する様子が見られ、「働

いていることがうれしい」とヰされ、ᡭの㟈えや║⌫㌿

など以前見られていた不調時の状もまってきている。 

 

３ 後の課題 

職場は、大ᡭのスーパーであり、ᗑ㛗等の␗動に伴い、

ᗑ⯒内の㞺囲Ẽが変わりやすい事や、ᚑ業ဨの構成によっ

て、本人にồめられる㔞が変していくྍ⬟性が高い。 

それに伴い本人のឤ情のᦂれをどう㍍減していくのかを᳨

ウしていかなければならない。 

本人にఱらかの変があった際、࣊ルスログには変が

なくても、ẖ日行う$&7の㡢※視⫈後のẼ分等についての

書き㎸みなどにᜍᛧឤや不安ឤが書き㎸まれることが多い。

そのため、それらのグ㏙を確認していくことも必要である。 

また、現在ẖ月㹏スࢣールを確認しており、'34のᑻ度

に変が大きく表れることがわかったので、月ẖの変を

ㄞみ取ることでタイムリーな支援にධることができている。 

さらに、ＡẶにとっての౯್は「働いて充実した生活を

㏦る」ことだったので、就職したことにより今後の人生の

౯್を改めて設定していく必要があるため、౯್について

の࢚クササイズや㠃談を実施していく必要があるのではな

いかと考えている。 

 

４ まとめ 

666は就労移行支援事業所に通所していなくても、タブ

ࣞッࢺやス࣐ーࢺフ࢛ンで用し、本人が日々の状態や変

をධ力することができる。そのことによって小さな変

についても、小さな変についても、᪩期に支援者ഃにఏ

わり、タイムリーな支援ができる。 

666は定╔支援の一ຓとして㠀ᖖに有ຠなᡭẁといえる

のではないだろうか。 

 
ᅗ '34㸦⬺ࣥࣙࢪ࣮ࣗࣇホ౯ᑻᗘ㸧⤒㐣 
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Ⓨ㐩㞀がい者の職ሙᐃ╔支援に࠾ける 

㻿㼠㼍㼞㼠㼘㼕㼚㼑 㻿㼡㼜㼜㼛㼞㼠 㻿㼥㼟㼠㼑㼙 のά⏝とຠᯝ 
 

 （ンター 職場㐺応支援係 係㛗ࢭみ協会 自立ࡒ社会福祉法人㔲㊰の）Ἠ ᐉஓۑ

 金ᶫ ⨾ᜨ子・㕥ᮌ ὒ介 

（社会福祉法人㔲㊰のࡒみ協会 就労移行支援事業所くしろジョブࣞࢺーࢽングࢭンターあら࠻ࡌࢇ） 

 ཎ田 ༓（くしろ・ࡡむろ障がい者就業・生活支援ࢭンターぷれࢇ） 

 อ田 文グ（ᰴᘧ会社スターࢺライン） 

 

㸯 ࡌࡣめに 

社会福祉法人㔲㊰のࡒみ協会自立ࢭンター就労移行支援

事業所くしろジョブࣞࢺーࢽングࢭンターあら࠻ࡌࢇでは、

2017年よりᰴᘧ会社スターࢺラインの協力をᚓて、⢭⚄障

がいや発㐩障がいのある用者に対して$&7㸫onlineを活

用した支援に取り組ࢇでいる。2018年５月からは、スター

システム（以ୗ「666」という。）の活用ࢺー࣏ラインサࢺ

を開始し、ᰴᘧ会社スターࢺラインのอ田文グẶをᣍき、

$&7や666について、理解をより῝めることを目的として、

職ဨと用者に向けた勉強会を、年２回定期的に実施して

いる。就労移行支援事業所にて666を活用しながら職業‽

ഛ性を高め、就労定╔支援と継続活用している事例を報

告する。 

 

㸰 ᑐ㇟者の㐣ཤの就ປ≧ἣと移行支援事ᴗᡤの⏝目ⓗ 

(1) 離職時の≧ἣとࢳ࣮ࢥࣈࣙࢪ支援 

対㇟者は 29 ṓዪ性Ａさࢇ。高校にて介護を学び、平成

20年に卒業。┳護ຓᡭとして㝔に１年ົ。その後、特

別㣴護⪁人࣍ーム介護ဨとして１年༙ົするも㏥職。こ

の時Ⅼで自㌟の障害をい、就業・生活支援ࢭンターにつ

ながった。平成24年にᗈỗ性発㐩障害とデ᩿され、⢭⚄保

福祉ᡭᖒ３⣭を取ᚓ（更新時に２⣭に変更）。移行支援事

業所での６ࣨ月のࣞࢺーࢽング後に理容ᗑ⿵ຓ業ົに就く。

ステップアップをᮃみ、年間通して作業変動が少なくົ

時間の㛗い㣗ရ加ᕤ会社に㌿職。作業は自立に向かうも、

ྠの言動にᦂれ、離職を考え始めた。ジョブコーࢳによ

りྠの理解をồめる、వᬤ活動の充実を提案、強い㏥職

ᕼᮃを㢌のどこかに⨨いておくなどのᡭ立てを講ࡌるも、

状況に変なく１年༙で離職し、度、移行支援事業所で

のࣞࢺーࢽングをཷけることになった。 

(2) 就ປ移行支援事ᴗᡤを⏝し就職を目ᣦࡍ目ⓗ 

㣗ရ加ᕤ会社の離職から学ࢇだことは、上ྖとの定期的

なࡩり㏉りを継続することの大ษさ、認知変容のアプロー

の必要性の２Ⅼであった。自分の考えをまとめఏえるスࢳ

キル、ࢭルフࣔࢽタリング力、さらにはࢭルフࢿ࣐ジ࣓ン

ンࢽーࣞࢺ力の向上を目指し、就労移行支援事業所でのࢺ

グの中で、これらの成㛗を目指して666を活用することと

した。 

 

３ 就ປ移行支援事ᴗᡤあらん࠻ࡌがᥦ౪ࡍる666のᴫせ 

(1) 職ᴗ‽ഛ支援から職ሙᐃ╔支援につࡆ࡞る取り組み 

ᙜࢭンターで職業‽ഛ支援として行なっている666のᰕ

は、$&7 。ルスログである࣊、ールࢣクササイズ、㹏ス࢚

この３つは就労開始後も、ᦠᖏ㟁ヰやインターࢿッࢺに᥋

続されたパࢯコンで継続活用できる。職業‽ഛ支援のẁ㝵

で᧯作に័れ、それらのຠ果を実ឤすることによって、就

労後のຠ果的な活用につなࡆることができた。 

クササイズは、12࢚ リࢦテ࢝ 90 ✀で構成され、文Ꮠ・

㡢ኌ・体験などを通して実施する。࢝テࢦリは「ᚰをࡦら

く・今とつながる」「ᡭ放す・㊥離をおく（⬺フࣗージョン）」

「自分をឿしむ（6elf &ompassion）」のように分けられて

おり、それࡒれの࢝テࢦリの中に、さらにいくつかの࢚ク

ササイズがྵまれている。࢚クササイズ後すࡄに実施結果

やឤ、ຠ果をグ㘓することによって、本人自㌟も支援者

もそのຠ果を知ることができる。 

㹏スࢣールは、%',（࣋ックᢚうつホ౯ᑻ度）・$$4ϩ（ᚰ

理ᑿᰂ㌾性ホ౯ᑻ度）など７つの␗なるᚰ理的ഃ㠃をホ౯

する㉁ၥ⣬の࣓ࣗࢽーで、対㇟者が㉁ၥに対して㑅ᢥ⫥か

ら自㌟の状況を㑅ࢇでいくことで結果がᚓられる。࢚クサ

サイズと連動している部分も多く、࢚クササイズがຠ果的

に作用しているかをアࢭス࣓ンࢺすることもできる。 

ルスログは、日ᖖ生活状況やᗣ状態を対㇟者自㌟が࣊

ᦠᖏ㟁ヰやインターࢿッࢺに᥋続されたパࢯコンを使って

グධする。対㇟者㸫支援者間での共有がྍ⬟で、時に対㇟

者から626が出ることもある。職業‽ഛ支援ではࢭルフࣔ

ルフࢭタリング力をఙばせるよう支援をཷけ、就労後にࢽ

できるようになることを目指す取り組みの一ࢺジ࣓ンࢿ࣐

つである。 

(2) ᑐ㇟者にᚲせ࡞支援 

自分の考えやឤ情に強くとらわれ、ᢪいたẼ持ちからᢤ

け出すことができなかったことが、離職要ᅉの一つと考え

られた。$&7 ࢇクササイズなどの実施によって、ᢪえ㎸࢚

だ自分の考えやឤ情からᢤけ出すことができれば、ᰂ㌾な

ᛮ考（㸻ᚰ理的ᰂ㌾性とよぶ）に㏆࡙くことができると௬
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ㄝを立てた。 

さらに、࣊ルスログに日ᖖ生活状況、ᗣ状態などのグ

ධを習័することで、いࡊという時に相談できる࣍ッࢺ

ラインの確保も対㇟者にとっての࣓リッࢺは大きいと考え、

上グ２ⅬがＡさࢇにとって必要な支援と考えた。 

(3) 行ࡗ࡞た支援とࡑのຠᯝ 

就労移行支援事業所における訓練では、ᚰ理的ᰂ㌾性を

㌟につけるために、表１に分㢮される࢚クササイズが有ຠ

と考え実施した。ᩘᏐはＡさࢇがコ࣓ンࢺを書いた回ᩘで

ある。 

 

⾲㸯 Ａが行ࡗ࡞たࢬࢧࢧࢡ࢚ศ㢮 

ᡭᨺ࣭ࡍ㊥離を32 ࡃ࠾ 

ཷけᐜれる࣭ᒃሙᡤをつࡃる 3� 

౯್と౯್にἢࡗた行ືを考࠼る 2� 

ᚰをしࡸ࡞かにࡍる 1� 

Ẽ࡙13 ࡃ 

自ศをឿし11 ࡴ 

ᛌ࡞ᚰのయ㦂とయ㦂のᅇ㑊を考࠼る 㸰 

ィ 12� 

 

コ࣓ンᩘࢺが少ない࢚クササイズ「不ᛌなᚰの体験と体

験の回㑊を考える」は、「ᢳ㇟的で㞴しい」「⣡ᚓできない」

などᣄྰ的な応を♧した。᭱も多く練習した「ᡭ放す・

㊥離をおく」では、「Ẽになっていたことから少し離れ、ⴠ

ち╔いたようなẼがする」などࣞࢺーࢽングのຠ果を実ឤ

するコ࣓ンࢺがある一方、「もっとᐈほ的に自分のことを見

られたら良いなとᛮった」など、本人が自㌟のᚰと向きྜ

うスキルの更なる向上を目指しているコ࣓ンࢺが多く見ら

れ、ᚰ理的ᰂ㌾性とつながっている様子がうかがわれた。 

ຠ果的にᶵ⬟しなかった࢚クササイズについての理⏤は

いくつか考えられる。࢚クササイズ後の本人のコ࣓ンࢺの

多くは「ᢳ㇟的でイ࣓ージするのが㞴しい」というものだ

った。特にＡさࢇは、⪥からの情報のฎ理にᅔ㞴さがある

障害特性のため、㡢ኌを⪺くタイプの࢚クササイズは、㡢

ኌを㢌の中で⏬ീやᫎീに変することが㞴しかったと考

えられる。文Ꮠによる࢚クササイズだと、イ࣓ージしやす

かったと予される。 

もう一つは、࢚クササイズ開始前のᚰ理教育で、このࢺ

ࣞーࢽングでᚓられるຠ果や、それによって自㌟の生活・

人生が㇏かになる期ᚅឤを十分に持てずに、࢚クササイズ

にධったことが考えられる。᪩期就職をᮃむＡさࢇに対

し、施設外就労など実習に取り組む時間を㛗く使ったこと

で、このࣞࢺーࢽングの意義等を十分にఏえษれなかった

ことがཎᅉの一つではないだろうか。 

Ａさࢇの᥋ᐈ業の強いᕼᮃもあり、就労移行支援ࣞࢺ

ーࢽング開始から༙年後に、᥋ᐈを伴なう大ᡭ᭹㣭ᗑのၟ

ရ整理等の仕事に就いた。 

就労開始後も666の活用は継続している。࣊ルスログ

のグධはẖ日Ḟかさず行ない、࢚クササイズも継続してい

る。㹏スࢣールによるᚰ理的ഃ㠃のホ౯は、１ࣨ月に１回

の࣌ースで行なっている。 

就労開始から３ࣨ月が経過した㡭、Ａさࢇの࣊ルスログ

。の書き㎸み文❶が日グを書くかのようにᛴ⃭にቑえた

表２を見ると、࣊ルスログの書き㎸みがቑえるにつれ、

ᢚうつ状態を♧すᩘ್が高くなっている。支援者にいつで

も相談できる安ᚰឤをᚓる一方、会社で生ࡌているᅔ㞴さ

に、今でもᡞᝨい、ᡃ៏をしている状況ではないかと考え

られる。「᭱初は上ྖの言ⴥが理解できなかったが、しばら

く経つと相ᡭの言ⴥが理解できるようになった」と書く本

ᙜのᛮいは、「無理にでもそうᛮうようにしないと働き続け

られないから」ではないだろうか。㹏スࢣール%',のᩘ್

が表２のように高くなっていることから、スࣞࢺスをឤࡌ

無理をしているྍ⬟性は高いと考えられる。 

 

⾲㸰 㹏࣮ࢣࢫ  ࣝ       つホ౯ᑻᗘ࠺ᢚࢡࢵ࣋,'%

日 ྜィ 

2�1��12�3  ͤ移行カ⦎㛤ጞ㛫࡞ࡶい㡭 13 

2�1����1�  ͤ就ປ㛤ጞから㸯ࣨ᭶ 1� 

2�1����3� 1� 

2�1� �㎸みቑ 1ࡁの᭩ࢢࣟࢫࣝ࣊ͤ  ���1

2�1����3� 2� 

2�1����21 2� 

 

４ 後に向けて 

Ａさࢇは現在自信をኻいつつある。それを取りᡠすには、

成ຌ体験が有ຠであると考えられる。前所ᒓ先の就労移行

支援事業所の支援ဨに対する信㢗は厚い。今後も、࢚クサ

サイズ・㹏スࢣール・࣊ルスログをᰕに、本人がឤࡌる㏞

いを共に考えながら、ジョブコーࢳは、Ａさࢇの成㛗を理

解し見守り育ててくれる会社⎔ቃ作りを目指していきたい。 
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㛵ಀ࣒࣮ࣞࣇ理ㄽにᇶ࡙ࡃ㛵ಀࣝ࢟ࢫ࣒࣮ࣞࣇのホ౯࣭カ⦎について 
㸫ࢺࣄのゝㄒ行ືとㄆ▱ⓗ課題の᪂たࢳ࣮ࣟࣉ࡞㸫 

 

 （ラインࢺᰴᘧ会社スター）อ田 文グۑ
 

㸯 ࡌࡣめに 

 見たことのないことを理解したり、ఏえたことのないこ

とを言ⴥにしたりするようなࢺࣄの言ㄒ行動の生成性は、

⚾たちの言ⴥの本㉁的な部分と言われている。$&7 アプロ

ーࢳの考え方の基♏である関係フࣞーム理ㄽ（+ays.2001）

は、ࢺࣄの言ㄒの生成性や認知的課題の新たなアプロー

、をᑟき出すものとして、㏆年ὀ目されている。本✏ではࢳ

関係フࣞーム理ㄽに基࡙く関係フࣞームスキルのホ౯と訓

練についてල体的なアプローࢳもྵめて⤂介する。 

 

㸰 㛵ಀ࣒࣮ࣞࣇ理ㄽ 

(1) ่⃭➼౯ᛶ 

่⃭等౯性（6idman.1982）とは、≀理的な㢮ఝ性のない

２つ以上の่⃭の間にᶵ⬟的にྠ一である応が部分的に

ᙧ成されると、それらの่⃭間で┤᥋には訓練されていな

いὴ生的な関係が成立するという⬟力である。人間には、

このようなὴ生的な関係を自動的に成立させる⬟力がある

がこれはࢺࣄ特有の⬟力で、他の動≀、例えばࢳンパンジ

ーや࢜ラ࢘ータンなどの㟋㛗㢮でもうまく成立しないこと

が知られている。 

(2) 㛵ಀ࣒࣮ࣞࣇ理ㄽ 

関係フࣞーム理ㄽ（5elational )rame 7heory㸸5)7）は、

言ㄒと認知の理解に関する新しいアプローࢳである。関係

フࣞームはࢺࣄの言ㄒ行動の基♏の部分であり、ヰしはた

ことがない言ⴥをヰし、⪺いたことがない内容を理解する

力をもたらす仕組みである。関係フࣞームは、訓練した以

外の部分のὴ生的な関係応で構成されており、これを「௵

意に㐺用ྍ⬟な関係応（$rbitrary $pplicable 

5elational 5esponding㸹$$55）」という。 

(3) いࢁい࡞ࢁ㛵ಀ࣑ࣜࣇ࣒࣮ࣞࣇ  ࣮

関係フࣞームにはいろいろな✀㢮がある。࣊イズは、「等

」「対」「༊別」「ẚ㍑」「㝵ᒙ的関係」「時間的関係」「空

間的関係」「ᅉ果関係」「視Ⅼの関係」といった関係フࣞー

ムフ࣑リーを定義している。これらの関係フࣞームフ

リーは、日ᖖ的な言ㄒ体験や学校教育などの様々な場㠃࣑

で用いられ、ᚎ々に学習されていく。これらの関係フࣞー

ムフ࣑リーを㐺ษに使い分けることが、⚾たちの言ⴥの

生活が㇏かでᗈがりのあるものとなっていく。 

 表１にいろいろな関係フࣞームྡとそれらの言ㄒ表現例

を♧す。 

 

３ 㛵ಀ࣒࣮ࣞࣇに㛵ࡍる◊✲とᐇ㊶ 

่⃭等౯性や関係フࣞーム理ㄽを応用した言ㄒ行動の研 

⾲㸯 いࢁい࡞ࢁ㛵ಀ࣒࣮ࣞࣇとゝㄒ⾲⌧例 

 

究は、この10年ほどの間に大きな発ᒎを㐙ࡆてきている。 

0ichael（2007）は、ある่⃭にឤ情などのᶵ⬟が᮲௳࡙

けられると、等౯関係にある่⃭にᶵ⬟㌿が生ࡌること、

そしてそのᶵ⬟㌿が大小の関係フࣞームを介して変容す

ることを明らかにした。このような研究は、言ㄒ行動がឤ

情やឤぬと結びつき、体験の回㑊の継続というᚰのၥ題が

生ࡌるྍ⬟性を明らかにしただけでなく、その後の$&7（ア

クࢭプタンス㸤コ࣑ッ࣓ࢺンࢭࢺラࣆーの発ᒎと⧅がっ

ている。 

&assidy� 5oche. 	 +ayes.（2011）は、ᆺ的な関係フ

ࣞーム訓練や࣐ルࢳイグࢨンプラー訓練が、一般的な子供

や行動障害のある子供㐩の知⬟（,4）の向上にᐤするこ

とを♧した。このような研究の成果は、5aise<our,4

（https://raiseyouriT.com/）のබ開と⧅がり、⚾たち

の知的⬟力の向上にᐤするྍ⬟性のある076による関係

フࣞーム訓練が体験できる場となっている。 

  

่⃭等౯性や関係フࣞーム理ㄽに基࡙く応用研究は、知

⬟やၥ題解Ỵ⬟力やᴫᛕをᢅうスキル、視Ⅼ取りのスキル、

ᆺ的な関係フࣞーム訓練、࣐ルࢳイグࢨンプラー訓練な

どからなる構㐀された訓練ࢭッࢺとして開発され、᳨ド

と実践的の場のᒎ開が進められている。 

このような取り組みの一つとして、3($._5elational 

7raining 6ystem（以ୗ「3($.」という。）ある。3($.

（3romoting the (mergence of $dvanced .nowledge）は、
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高度な知識の発をಁ進することを目的とした、自㛢ඣ

者をྵめた障害ඣ者のための関係フࣞーム理ㄽに基࡙く構

㐀された訓練ࣔジࣗールである。3($.には、以ୗのよう

な４つの書⡠があり、それࡒれに 184 のスキルのための

'77(離ᩓ試行訓練)課題がᥖ㍕されている。 

⾲㸰 3($.４᭩⡠のᴫせ 

      書  ྡ       発ห年       内容例 

・3($. 'irect 7raining  (-an 2014) タク࣐・ࢺンࢻ等 

・3($. *enerali]ation   (0ay 2014)  書く・ᥥく・㋀る等 

・3($. (Tuiverence      (0ay 2015)  ឤ・ၥ題解Ỵ等 

・3($. 7ransformation   ('ic 2016)  ྠࡌ・対・ẚ㍑等 

  

これらのẁ㝵的な訓練システムでは、่⃭等౯性のパラ

ダイムの活用だけでなく、関係フࣞームに基࡙くᴫᛕᙧ成

やၥ題解Ỵ、視Ⅼ取り等のスキルの向上につながるよう計

⏬されている。また、これらのタスクを部分的にࣆックア

ップした、プࣞアࢭス࣓ンࢺというホ౯ࢶールもྜわせて

開発されている。プࣞアࢭス࣓ンࢺを実施する際には、フ

リップブックやグ㘓用⣬が活用できる。 

 

４ 㛵ಀࣝ࢟ࢫ࣒࣮ࣞࣇのホ౯ 

3($.の7ransformation（変）ࣔ ジࣗールには、表出と

理解の２つのプࣞアࢭス࣓ンࢺがある。➹者はこれらの日

本ㄒ版を作成し、ᖖ成人における関係フࣞームスキルの

ホ౯を行った。 

対㇟者㸸&%6（&ontextual %ehavioral 6cience）勉強会

の参加者ཬびᘢ社新ධ社

ဨ研ಟの参加者を対㇟と

した。参加者は本研究

の協力および関係フࣞー

ム訓練のワークショップ

で、3($. 3re㺎$ssessment

の体験的学習のᶵ会とし

てホ౯をཷけた。 

ᡭ続き㸸3($. プࣞアࢭス࣓ンࢺの日本ㄒと共に

3ower3oint によるインスࢺラクションスライࢻを作成し

た。このインスࢺラクションではྛ試行のインスࢺラクシ

ョンの㡢ኌや指さし動作のア࣓ࢽーションつきスライࢻを

使用した。また、小集ᅋでの実施に対応するため、㑅ᢥ⫥

㑅ᢥḍ、回⟅グධḍ、動作ᶍೌ実施有無のグධḍからなる

対㇟者用回⟅用⣬を作成し用いた。プࣞアࢭス࣓ンࢺは 

スクールᙧᘧで並られた研ಟ会場で、10 ྡから 30 ྡ程

度の小集ᅋで実施した。変ࣔジࣗールのプࣞアࢭス࣓ン

 。れ40分程度の時間を要したࡒにはそれࢺ

結果㸸3($.変ࣔジࣗール理解と表出のプࣞアࢭス࣓ン

れ平ᆒṇ⟅⋡80㸣であった。関係フࣞーࡒの結果はそれࢺ

ムフ࣑リーẖのᕪ␗を見ると、'7&、233の㡰に他のフ

࣑リーよりపいഴ向が見られた。また関係フࣞームフ࣑

リーẖの標‽೫ᕪでは、'7&（4.44）、233（4.30）となって

おり、他の関係フࣞームフ࣑リーより大きく、ಶ々の参

加者のスキルのばらつきの大きさが♧された。 

 

 

㸳 まとめ 

 関係フࣞームスキルのホ౯によって、ಶ々の認知的特性

についてのよりල体的なアプローࢳをྵめたアࢭス࣓ンࢺ

ができるྍ⬟性がある。また関係フࣞームスキルの訓練は、

言ㄒと認知の基♏⬟力の向上にᐤすることから、障害者

の職業⬟力の向上にも⧅がっていくྍ⬟性も考えられる。 

 関係フࣞーム理ㄽは$&7の基♏理ㄽでもあり、人の⬟力

開発や࣓ンタル࣊ルスサ࣏ーࢺの実践方法として、新たな

ᒎ開となるよう取り組ࢇでいきたい。 
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 （ア 作業⒪法ኈࢣ見㉥十Ꮠ㝔 ⢭⚄科デイ）  ᆶ▼ ⣧ۑ

⏿中 ᝆ⣖（見㉥十Ꮠ㝔 ⢭⚄科デイࢣア） 
 

㸯  ࡌࡣめに 

様々な⢭⚄ᝈにおいて、認知ᶵ⬟障害がᏑ在し、日ᖖ

生活や社会生活に大きくᙳ㡪をえる。⢭⚄状とは㐪い、

ᢞ⸆⒪によって認知ᶵ⬟障害は改善されにくい。そのた

め、㏆年の⢭⚄科リハビリテーションにおいて、認知ᶵ⬟

リハビリテーション（以ୗ「&5」という。）のὀ目度が高

くなっている。就労支援と&5を組みྜわせた支援により、

認知ᶵ⬟の改善だけでなく、就労の継続⋡や㈤金等が上が

る事も明らかになっている1）。 

ᙜ㝔では就労や職をᕼᮃされる方を対㇟に、 9͆&$7--͇

(9ocational &ognitive $bility 7raining by -cores)を

実施している。実施施設はቑえているが、その報告௳ᩘは

少ないのが現状である。実施から３年以上が経過し、様々

な改善Ⅼも見つかり、ᕤኵも取りධれてきた。本✏では、

ᙜ㝔での㐠Ⴀ方法、実践の結果、ᚓられた知見について報

告する。 

 

㸰  9&$7�-とࡣ 

͆9&$7--͇は、援ຓき雇用ࣔデル（6upported 

employment㸸6(）やಶ別就労支援ࣔデル（,ndividual 

3lacement and 6upport㸸,36）による就労支援と、日本ㄒ

版&ogpackを参考に作られた&5のࢯフ࢙࢘ࢺア-cores

（ -apanese &ognitive 5ehabilitation 3rogramme for 

6chi]ophrenia）を組みྜわせた支援プログラムである。

-coresは㐩成度にྜわせて㞴᫆度を調整でき、グ᠈やὀ意、

ὶᬸ性など㡿域ごとに分㢮し、参加者の特性にྜわせたࢺ

ࣞーࢽングを行えるなどಶ別をᅗりやすいコンࣗࣆータ

 。（アである2࢙࢘ࢺフࢯ

 

３  ᑟධ⤒⦋ 

2016年より、就労・職支援のためにᙜ㝔デイࢣア（以

ୗ「'&」という。）を用する方がቑえてきた。そのため、

就業スキルに結びつくプログラムの提供を目的に、-cores

研ಟ会に参加した。そして、研ಟ会の内容、期ᚅできるຠ

果について他職ဨにㄝ明し、ᑟධを開始した。 

2018年11月からは、テキスࢺを使用した言ㄒࢭッション

のみを実施する日も新設し、現在に⮳る。 

 

４  㐠Ⴀ᪉ἲ 

ᅗ１で♧されているように、現在は午後のプログラム時

間にて、月᭙日は参加者のಶ別㠃談・ᚰ理教育を、Ỉ᭙日

と金᭙日は-coresを実施している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

参加対㇟は、་より່められた方や自ら参加の⏦し

出がある方である。᭱初に、プログラムㄝ明と実際の場㠃

を見学してもらう。次に、アࢭス࣓ンࢺ㠃談と認知ᶵ⬟ホ

౯ %$&6-- （ 7he %rief $ssessment of &ognition in 

6chi]ophrenia）を実施し、ホ౯結果を基に改善目標を設

定した上で開始する。終了後に、%$&6--のホ౯を実施し、

 。と移行するーションブック3）の作成ࢤビࢼ

パࢯコンࢭッションは、᭱大７ྎのパࢯコンを使用し、

１回50分で進めている。その後フィーࣂࢻックࢭッション

を40分で行っている。テキスࢺを使用した言ㄒࢭッション

は１回90分で行っている。 

 

㸳  ᐇ⤖ᯝ 

参加⥲ᩘや年㱋ᒙ、ᝈについてᅗ２に♧す。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終了者のうち、㸶ྡが一般就労・職され、４ྡがＡᆺ

事業所、１ྡがＢᆺ事業所、１ྡが就労移行支援事業所に

ᅗ㸯 ᙜ㝔の就ປ࣭職支援࣒ࣛࢢࣟࣉ 

ᅗ㸰 参ຍ⥲ᩘ㸪ᖺ㱋ᒙ㸪ᑐ㇟ᝈ 
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通所を開始し、ṧりの５ྡは就労・職支援を継続してい

る。一般就労した３ྡは㏥職しているが、現在まで11ྡは

就労継続しており、継続⋡は80㸣を㉸える。 

次に%$&6--の結果をᅗ３、ᅗ４に♧す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前後ẚ㍑出᮶た12ྡのうち、２ྡを㝖いて全体の=-

scoreが上᪼している。ྛ㡿ᇦᚓⅬ䜒ᐇᚋ䛻ୖ᪼䛜ぢ䜙

䜜䚸ṇつᛶ䛻䛴䛔䛶Shapilo-Wilk᳨ᐃ䛻䛶᳨ド䛧䛯⤖ᯝ䚸す

、てにṇ規性が見られた。対応のあるt᳨定を用いた所

言ㄒ性グ᠈、ワーキング࣓ࣔリ、言ㄒὶᬸ性、全体ᚓⅬに

有意ᕪが見られた。 

終了者からは、「言ⴥが出やすくなった」「࣓ࣔを取ら

なくてもぬえていられる」という認知ᶵ⬟㠃のほ的な改

善を㏙る者も多かった。また、「（就労後に）ⱞ労しそ

うな事が分かった」「自分では対ฎの㝈⏺があり、⿵ຓも

必要だと分かった」「ᡭな解㔘をしやすく、それが仕事

で間㐪いを㉳こしていたのだとẼ࡙いた」など、仕事の取

り組み方について᳨ウ出᮶たというኌ、自己の考え方のⒷ

を認識出᮶たというኌも⪺かれている。  

 

㸴 9&$7�-ᑟධにࡼりᚓられた▱見 

(1) 9&$7�-ᑟධのⅬ 

῭ームឤぬで行えるため、ኻᩋしてもയつきが少なくࢤ

むⅬや、ẖ回Ỵまった参加者であるためく性がపく、課

題㐩成の㐨➽も明確2）であるⅬ、更に、全 24回の㛗期

プログラムであり、終了する事自体が㐩成ឤの充㊊や自信

の回につながるというⅬから、職業リハビリテーション

のධり口としてᑟධがしやすいࢶールと考える。  

また、認知ᶵ⬟障害にアプローࢳ出᮶るࢶールであり、

ᙜ㝔の取り組みでも、認知ᶵ⬟の改善ຠ果は♧されている。

しかし、9&$7--の目標とする所は、課題を通して、‶㊊の

いく日ᖖ・職業生活を㏦る事を㜼害しているཎᅉを考え、

解Ỵ策を㌟につける事である。そのため、ⱞᡭとする課題

から、ᅔ㞴が予 される作業を分ᯒし、対ฎ法やᕤኵを習

ᚓする事が期ᚅ出᮶る。 

(2) 就ປ㌿ᖐについて 

ーム成⦼が良好、ⱞᡭ課題をඞ᭹出᮶る、休まず᮶るࢤ

事がྍ⬟という参加者の場ྜ、就労を開始するまでの期間

が短くなる、または障害者雇用ᯟでの就労もしくは一般就

労を開始する事が出᮶、定╔のྍ⬟性も期ᚅできる。㏫に

のⱞᡓが続く、休みがちにーム成⦼が不良、ⱞᡭ課題ࢤ

なってしまうという参加者の場ྜ、就労を開始するまでに

時間がかかる、または一般就労ではなく事業所就労から開

始した方が良いのではと考える。9&$7--を実施するഃもほ

ᐹするഃも就労に関する⬟力等のホ౯がしやすく、終了後

の㌿ᖐについてຓ言がし᫆くなったとឤࡌている。 

(3) 職支援࡛のຠᯝ 

9&$7--は就労支援を対㇟とするプログラムとして開発さ

れているが、職支援にも有ຠなࢶールと考えている。課

題を通して職業場㠃の内省やᅔ㞴な作業の対ฎ法を習ᚓ

する事、必要な㓄慮を᳨ウする事につながり、職の不

安が㍍減され、職業‽ഛ性が高まっていくものと考える。  

 

【参考文献】 
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ハビリテーションのᴫ要とそのຠ果 「デイࢣア実践研究20」

p.73-79�(2016) 

3) 障害者職業⥲ྜࢭンター 支援ࣗࢽ࣐アル12.13 発㐩障害者

のワークシステム・サ࣏ーࢺプログラム ࢼビࢤーション
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ᅗ４ %$&6ྛ㡿ᇦᚓⅬの変 
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就ປ移行支援に࠾ける་⒪ᶵ㛵との連ᦠᐇ㊶ 
 
 （生活支援ဨ(බ認ᚰ理ᖌ・⮫ᗋᚰ理ኈ) ࢺージ࣓ンࢤン࢚一般社ᅋ法人リ）ᒣ Ὧு⛅ۑ

ᶫ場 ඃ子（一般社ᅋ法人リ࢚ンࢤージ࣓ンࢺ） 
 
㸯 ၥ題࣭目ⓗ 

就労移行支援では、་⒪との連ᦠが重視されている(障

害者⥲ྜ職業ࢭンター� 2014)。今の就労移行支援の研

ಟなどでは、་⒪との連ᦠをテー࣐に行われることもቑえ

てきた。⢭⚄障害者の就労支援における་⒪と労働の連ᦠ

のために（障害者⥲ྜ職業ࢭンター� 2014）では、⢭⚄科

་⒪の進Ṍにより、⢭⚄障害者の就労ྍ⬟性はᗈがりを見

せているが、⢭⚄障害は継続的に⒪が必要であるため៏

性ᝈとしての特性があることが㏙られている。また、

⢭⚄障害者の⢭⚄ᝈの発⋡が高いことはᚑ᮶の་⒪で

もㄒられてきた。⢭⚄障害者の就労支援は་⒪と就労支援

の方からの「ᝈ管理と職業生活の୧立」の支援として、

་⒪との連ᦠが必要になっている（障害者⥲ྜ職業ࢭン

ター� 2014）。しかし、་⒪と労働の連ᦠについては⢭⚄

科་⒪分㔝における支援のᅔ㞴性と、労働分㔝における支

援のᅔ㞴性の２つがある（7able1）。⢭⚄科་⒪分㔝では、

᭹⸆調整をしていても状が安定しないことや、就労ᕼᮃ

時期まで状が安定しないこと、⢭⚄科་⒪分㔝の専門家

が査定しても発することが多いなどがある。就労ྍ⬟の

ุ᩿については、⢭⚄科་⒪分㔝からの見解と就労支援ᶵ

関との見解には相㐪が生ࡌており、⢭⚄科་ᖌについては、

ᬑẁのデᐹからᝈ者の状況をᢕᥱし、確認したりしている

が、ᝈ者本人からのヰでᐈほ的ุ᩿をすることはᅔ㞴であ

ることが言われている。 

一方で、就労支援ᶵ関においては、意見書にはᝈ者のᕼ

ᮃを⪺いて書く人もいるが、意見書には་ᖌのᐈほ的な意

見を書いてほしいと言われている。現状としては་⒪ᶵ関

に対し、就労・職に関するホ౯・支援を行う際の就労支

援ᶵ関との連ᦠ状況を調査したところ、「連ᦠはほとࢇど

していない」または、「ಶ別ࢣースに関する連ᦠは少な

い」という回⟅が７程度であったと報告されている（障

害者職業⥲ྜࢭンター� 2012）。 

また、⢭⚄科་⒪分㔝からの業の⢭⚄障害の理解

をồめるアプローࢳが㞴しいことや、就職活動でのᢡ経

験などによって体調ᝏやスࣞࢺスのリスクにⱞ慮してい

ることなどが上ࡆられている。 

 

㸰 ᐇ㊶ሗ࿌ 

連ᦠ・協働が必要ではあるが、ᅔ㞴な状況の中、情報共

有ࢶールで௦表的なものとしてはࢭルフࢣア・ࣞࢺーࢽン

グとしてのK-STEP、コࢣࢽ࣑ࣗーションࢶールとして

SPISがある。一般社ᅋ法人リ࢚ンࢤージ࣓ンࢺではࢭル

フࢣア・ࣞࢺーࢽングとしては、プログラム内で生活リズ

ムを整えるプログラムで使用している生活リズムシーࢺが

あり、就労後も活用している事例も見ཷけられる。また、

コࢣࢽ࣑ࣗーションࢶールとしてはWeb上で用できる

࣓ンタル管理システムをᑟධしており、日々の出㏥時間

とその時のẼ分や状態ᢕᥱにດめている。 
また、一般社ᅋ法人リ࢚ンࢤージ࣓ンࢺでは、リ࢚ン

グループの提ᦠ་⒪ᶵ関の他、協力་⒪ᶵ関ࢺージ࣓ンࢤ

との協働・連ᦠをᅗっている。そこで、་⒪連ᦠの実践に

ついて報告する。 
まず、提ᦠ་⒪ᶵ関および協力་⒪ᶵ関のᴫ要について

♧す（7able2）。 

Ａクリࢽックは࢝ࢭン࢜ࢽࣆ࢜ࢻンとして用者のデᐹ、

ే設している࢘࢝ンࢭリングࢭンターでの࢙࢘スクラー知

⬟᳨査の౫㢗を行ったりしている。この࢙࢘スクラー᳨査

の結果をご本人のチྍをᚓて就労業先と情報共有を行う

こともある。就労移行を経て就職したOB/OGの࢘࢝ンࢭ

リングの౫㢗も行っている。また、Ａクリࢽックでは休職

者を対㇟としたリワーク、職後支援としてリテンション

も行っている。就労移行で支援の行えない範囲に対しても

連ᦠ・協働して支援を行うことができる。 
Ｂクリࢽックは月に１回、ほ的情報・ᐈほ的情報・ア

およびプランをSOAPᙧᘧでᚰ理ኈがＡ４ １ࢺス࣓ンࢭ
ᯛでまとめ、情報共有を行っている。ほ的情報には、㠃

談でㄒられた内容や、日々の様子がグ㍕されている。ᐈほ

的情報としては、就職活動の状況や通所日ᩘ、自ᚊ⚄経 

㼀㼍㼎㼘㼑㻝 ⢭⚄⛉⏝ศ㔝䛚䜘䜃ປാศ㔝䛻䛚䛡䜛ᨭᅔ㞴ᛶ
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定におけるឤ⚄経およびឤ⚄経がグ㍕されている。

そのほか、ᚰ理ኈによるアࢭス࣓ンࢺ、今後のプランにつ

いて報告されている。また、᭱後の㡯目には⏦㏦り事㡯も

グ㍕されている。 
これまでに情報共有を行った用者とそうでない場ྜ、

就労定╔⋡および㏥職⋡のẚ㍑᳨ウを行った結果を♧す

（)ig.1）。これまでに情報共有を行った用者とそうで

ない用者の場ྜ、就労定╔⋡および㏥職⋡に有意なᕪが

認められた。有意なᕪが認められる⫼ᬒには日々の様子な

どの情報共有によるものが大きいとも考えられる。また、

一方の支援者に対するフラスࣞࢺーションがあったとして

も、それをもう一方の支援者にఏえることができるのは一

つの࣓リッࢺであると考えられる。 
実際に་⒪連ᦠをᅗる必要がある場ྜ、་⒪ᶵ関とコン

タクࢺをとる必要性があったとしても、いきなりア࣏イン

ルがࢻをᅗるのは方にとってハーࢺを取り、コンタクࢺ

高いと考えられる。そこで、リ࢚ンࢤージ࣓ンࢺでは

フ࢛ー࣐ッࢺを作成し、どのようにコンタクࢺを取るのが

よいか、おఛいすることを行っている（ͤフ࢛ー࣐ッࢺに

関してはⴭ作ᶒ上、ᙜ日බ開予定）。また、通所開始┤後、

自分の状況や状態をཷけධれることが㞴しく、ᕼṚᛕ慮が

表出してしまうなどのリスクが表出する場ྜもある。そう

いった場ྜ᪩ᛴにཷデをಁすこともあるが、用者本人が

㐺ษに་に状態ㄝ明できないことがある。そのため、

リ࢚ンࢤージ࣓ンࢺでは、⥭ᛴ時フ࢛ー࣐ッࢺを作成し、

こちらもＡ４ １ᯛSOAPᙧᘧで情報共有を行うものとし

て使用している。ほ的情報では用者のッやࢽーズに

ついてグ㍕されており、ᐈほ的情報としては通所時の様子

や、BDI-ϩなどのᚰ理᳨査の結果などをグ㍕するように

している（ͤ⥭ᛴ時フ࢛ー࣐ッࢺに関してはⴭ作ᶒ上、ᙜ

日බ開予定）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 後の᳨ウ課題 

 今後の課題Ⅼとしては、་⒪連ᦠのみならず、業との

連ᦠや、㏆年の見学・相談会や就労移行ྜྠㄝ明会などで

は教育ᶵ関の職ဨや学生の相談௳ᩘも上᪼しているため、

大学や特別支援学校などの教育ᶵ関との連ᦠについても᳨

ウしていく必要があると考えられる。 

 また、なにか事情がある場ྜにのみ連絡・連ᦠをᅗるの

ではなく、定期的に་⒪ᶵ関との連ᦠが行えるようにする

にはどういった方法が方にとって࣓リッࢺあるものにな

るかなど᳨ウを重ࡡていく必要があると考えられる。 

 

 

)LJ�1 ་⒪連ᦠの᭷↓にࡼる就ປᐃ╔⋡のẚ㍑ 

 
【連絡先】 

 般社ᅋ法人リ࢚ンࢤージ࣓ンࢺ ᶓ事業所 
 Tel㸸045-594-8799  
 e-mail㸸info@y.reengagement.org 
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就ປ⥅⥆を支࠼るሗඹ᭷ࢺ࣮ࢩの⏝ຠᯝに㛵ࡍる᳨ウ 

 

 （ンター 研究ဨࢭྜ⥲障害者職業）Ṋ⃝ ᗈۑ

相⃝ ḯ一（ඖ 障害者職業⥲ྜࢭンター(現 ᐑᇛ障害者職業ࢭンター)） 
 

㸯 ⫼ᬒと目ⓗ 

障害者職業⥲ྜࢭンター１）では、就労継続を支える

ールの一つとして、障害のある本人が自分の状況を見えࢶ

るし、その情報を関係者と共有するための情報共有シー

のたࢺを開発した。シー（。という「ࢺシー」以ୗ）ࢺ

る用者は「自㌟の体調変にẼ࡙けず、体調がᝏし仕

事にᙳ㡪が出る人」や「ᝎࢇでいても࿘囲の人からはඖẼ

にやっているとᛮわれがちな、自分のᛮいをఏえにくい人」

である。シーࢺは「生活㠃㸸╧╀、㣗事、᭹⸆、その他の

日ᖖ生活㠃を࢙ࢳックするḍ」「ᚰ㌟の状況㸸体調や意欲、

⑂労などのᚰ㌟の状況を࢙ࢳックするḍ」「対ฎ・ᕤኵ㸸 
体調を維持するための対ฎやᕤኵの状況を࢙ࢳックするḍ」

「仕事内容/日中活動㸸どࢇな仕事（活動）をしたかグ㘓

するḍ」「仕事（活動）上の目標㸸仕事や活動の目標㐩成

の状況を࢙ࢳックするḍ」「相談ごと・ᅔりごと㸸相談ご

とやᅔりごとの有無を࢙ࢳックするḍ」といったḍを組み

ྜわせてಶ別に作成する。シーࢺの例をᅗ１に♧す。シー

用者（以ୗ「本人」という。）が１日１行程度でそのࢺ

日の自分の状態・状況をグධし、その結果を本人が情報共

有をᮃむ相ᡭ（支援ᶵ関や་⒪ᶵ関の職ဨ、職場の上ྖ等）

に見せることで就労継続を支えるࢭルフࢣアやラインࢣア、

外部の専門的なࢣアにつながるコࢣࢽ࣑ࣗーションをಁす。 

上グのシーࢺに係る調査研究報告書１）では、シーࢺを

用した事例に関し就労支援ᶵ関や⢭⚄科་⒪ᶵ関の職ဨ

から報告された用ຠ果のホ౯を分ᯒした。本発表ではこ

の分ᯒ結果の一部と分ᯒした結果について報告を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᅗ㸯 ࢺ࣮ࢩの例 

㸰 ᪉ἲ 

 の⏝事例のᢕᥱ᪉ἲࢺ࣮ࢩ (1)

研究ᢸᙜ者がシーࢺの例を♧したフイルと用方法に

関する情報を提供した就労支援ᶵ関ཬび⢭⚄科་⒪ᶵ関の

職ဨを対㇟に㉁ၥ⣬調査を実施した。 

(2) ㄪᰝᑐ㇟࣭ᅇ⟅者 

就労支援ᶵ関の職ဨ19人ཬび⢭⚄科་⒪ᶵ関の職ဨ１人 

(3) ㄪᰝ᪉ἲ 

 シーࢺを用した事例を回⟅者１人につき᭱大10事例ま

で㑅ᢥしてもらい（10事例を㉸える場ྜは用期間がより

㛗いものを㑅ᢥ）、以ୗの㉁ၥに回⟅をồめた。集でき

た事例は全部で50事例であり、うち39事例は障害者就業・

生活支援ࢭンター、７事例は就労移行支援事業所、２事例

はハローワーク、２事例は⢭⚄科་⒪ᶵ関に所ᒓする回⟅

者から集した。 

(�) ㉁ၥ㡯目 

 た相ᡭࡗሗඹ᭷を行࡛ࢺ࣮ࢩᮏேが 
「㈗ᶵ関（回⟅者の所ᒓするᶵ関）」「་⒪ᶵ関」「⢭

⚄保ᶵ関」「ハローワーク」「障害者就業・生活支援ࢭ

ンター」「就労移行・継続支援事業所」「地域障害者職業

ンター」「教育ᶵ関」「業」「家族」「その他」からࢭ

ヱᙜするもの全てを㑅ᢥしてもらった。 

 の⏝ຠᯝࢺ࣮ࢩ 
シーࢺの用ຠ果を表す13の文❶を提♧し、それࡒれに

対してྛ事例がどれくらいᙜてはまるかを「ᙜてはまる」

「ある程度ᙜてはまる」「ᙜてはまらない」「不明」の４

௳法で回⟅してもらった。13の文❶はࢭルフࢣアに関する

もの（例㸸本シーࢺを使用することで、本人が必要な対ฎ

行動をとれるようになった）、情報共有に関するもの

（例㸸本人が㈗ᶵ関に定期的に本シーࢺを提♧した）、

シーࢺを提♧した相ᡭからの支援や㓄慮に関するもの

（例㸸本シーࢺの使用が関係者の支援や㓄慮につながった）

で構成されていた。 

 

３ ⤖ᯝ 

(1) ᮏேが࡛ࢺ࣮ࢩሗඹ᭷を行ࡗた相ᡭ 

シーࢺの用事例について、シーࢺを活用して情報共有

を行った相ᡭを集計した結果を表に♧す。 

 の⏝ຠᯝࢺ࣮ࢩ (2)

 シーࢺの用ຠ果を 定した13㡯目について、㡯目別の

ホ定結果をᅗ２に♧す。用ຠ果は「ᙜてはまる」または 

体
調

意
欲

ス
ト
レ
ッ
チ

⽔
分
補
給

�உ�ଐ 22:00 - 6:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 4 2 3 ○

�உ�ଐ 22:30 - 6:10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 3 2 3 ○

�உ�ଐ 22:00 - 5:50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 2 3 ○

�உ�ଐ 23:00 - 6:00 ○ ○ ○ ○ 2 1 2 2

�உ�ଐ 22:00 - 6:20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 4 3 ○

�உ�ଐ 23:00 - 7:00 ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 1 2 ○

�உ�ଐ 22:30 - 7:15 ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 1 2 ○

⽇にち

⽣活⾯ ⼼⾝の状況 対処・⼯夫 確
認
者
の
サ
イ
ン

左段
就寝時間

右段
起床時間

⾷
事

服
薬

⾷事・服薬 ⇒ した場合︓○ 抜けた（忘れた）場合︓レ

⼼⾝の状況 ⇒ ⾮常に良好︓5〜⾮常に不良︓1

対処・⼯夫 ⇒⾮常に良くできた︓5〜全くできなかった︓1

相談ごと・困りごと ⇒ない︓○ ある︓レ

困
り
ご
と

相
談
ご
と

レ レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ
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 た相ᡭ㸦Q ��㸧ࡗሗඹ᭷を行࡛ࢺ࣮ࢩ ⾲

 
ͤ「㈗ᶵ関」が㑅ᢥされた場ྜ、そのᶵ関の✀㢮もྵめて計上 

 

「ある程度ᙜてはまる」と回⟅された事例を「ຠ果あり」 

とし、「ᙜてはまらない」と回⟅された事例を「ຠ果なし」

とした。なお、回⟅者の所ᒓするᶵ関あるいは関係者に関

する用ຠ果については、本人がシーࢺを提♧して情報共

有を行うことが前提となるため、これらの㡯目については

「本人が㈗ᶵ関に定期的に本シーࢺを提♧した」あるいは

「本人が㈗ᶵ関を㝖く関係者に定期的に本シーࢺを提♧し

た」について「ᙜてはまる」「ある程度ᙜてはまる」が㑅

ᢥされた事例のみを分ᯒ対㇟とした。 

全ての分ᯒ対㇟事例に「ຠ果あり」にヱᙜする事例が༨

めるྜが㸶以上であった㡯目はୗグの㸷㡯目であった。 

・本人が自分の状態を意識するようになった㸸96㸣 

・本人が必要な対ฎ行動を意識するようになった㸸83㸣 

・㈗ᶵ関が本人のࢭルフࢣアに関連することを意識して支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援するようになった㸸100㸣 

・㈗ᶵ関が本人の状態をᢕᥱしやすくなった㸸95㸣 

・㈗ᶵ関が本人にఱらかのフィーࣂࢻックをした㸸100㸣 

・㈗ᶵ関の支援や㓄慮につながった㸸92㸣 

・関係者が本人の状態をᢕᥱしやすくなった㸸88㸣 

・関係者が本人にఱらかのフィーࣂࢻックをした㸸84㸣 

・本シーࢺの使用が関係者の支援や㓄慮につながった㸸

81㸣 

 

４ 考察ཬび後のᒎᮃ 

シーࢺを用することで、ࢭルフࢣアに対する本人の意

識のみならず、支援ᶵ関や関係者の意識を高めたり、実際

の支援や㓄慮につながったりすることが♧၀された。 

今後はシーࢺの用ຠ果が発される᮲௳を明確にする

ために、シーࢺにより情報共有を行った本人や関係者を対

㇟とした調査を実施し、どのようにシーࢺが用されるこ

とでࢭルフࢣアや࿘囲の支援・㓄慮につながるのかに関し

て、そのプロࢭスを解明することがᮃましい。その際、本

調査のようなほ的なホ౯だけではなく、行動指標を用い

たᐈほ的ホ౯もあわせて実施することやシーࢺの活用プロ

 。きであろうスを㉁的に分ᯒすることも᳨ウすࢭ

 

【ᘬ⏝文献】 

1) 障害者職業⥲ྜࢭンター㸸ຠ果的な就労支援のための就労支

援ᶵ関と⢭⚄科་⒪ᶵ関等の情報共有に関する研究� 調査研

究報告書1o.146� 障害者職業⥲ྜࢭンター （2019） 

 

【連絡先】 

Ṋ⃝ ᗈ 

障害者職業⥲ྜࢭンター 

e-mail㸸7ake]awa.7omohiro@jeed.or.jp 

情報共有の相ᡭ 度ᩘ ྜ

障害者就業・生活支援ࢭンター 34 68�

་⒪ᶵ関 22 44�

就労移行・継続支援事業所 15 30�

業 13 26�

地域障害者職業ࢭンター 4 8�

家族 2 4�

ハローワーク 2 4�

⢭⚄保ᶵ関 1 2�

その他 2 4�

ᅗ㸰 ࢺ࣮ࢩの⏝ຠᯝ 
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ᙜ㝔࣒ࣛࢢࣟࣉࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇとົ⥅⥆の㛵連ᛶ 

田中 ༓ᑜ（་⒪法人社ᅋ更生会 ⲡὠ㝔リハビリテーション課 リワーク支援ᢸᙜ）ۑ

㸯  ࡌࡣめに 

ⲡὠ㝔リハビリテーション課の職支援プログラム

（以ୗ「ᙜリワーク」という。）では、職後にົ継続

できるよう支援しているが、ົ継続が㞴しく休職や㏥

職する用者（以ୗ「㠀ົ継続者」という。）も一定ᩘ

Ꮡ在する。そのཎᅉを探る一ຓとするため、職後に参加

するフ࢛ローアッププログラム（以ୗ「フ࢛ローアップ」

という。）とົ継続の関連性を᳨ウする。 

㸰  ⫼ᬒ 

ᶓᒣ１)は、࣓ンタル࣊ルスᝈをᢪえる労働者の就労状

況でၥ題になるのが、休職を⧞り㏉すࢣースであり、

職後２年間は特に発リスクが高く、職後のࢣアやフ࢛

ローアップの必要性を指している。

有㤿２)によると、フ࢛ローアップとは、職した用者

を対㇟としたプログラムであり、発予防が目的である。

取り組み内容は、１㐌間の出᮶事をり㏉り、出᮶事や

ᛮったことをྤ㟢し、Ẽ持ちの整理を行う。また、生活リ

ズム等についてスタッフがアࣂࢻイスを行う。不安定な時

期である職┤後はẖ㐌参加、安定した就労や自㌟の回

が見られた㡭から、２㹼４㐌に１回等とᗈࡆていく。参加

の頻度をᚎ々に減らしていくことは、いつかは全にᕢ立

たせることを意識しており、次第に་⒪ᶵ関以外の人（家

族、地域ఫẸ、職場のྠ等）との関わりの中でࢭルフࢣ

アができるようになることが本ᙜの意での職場ᖐと考

えられている。 

職後に休職してしまうཎᅉの１つに、職後体調や

⎔ቃが変した際に㐺ษな⒪的対応が行われていないこ

とを㞴Ἴ３)はᣲࡆており、十ᔒ４)は、フ࢛ローアップは

休職予防のᐤ度は高いと㏙ている。また、有㤿２)

によると、参加者からの共ឤ的理解によるᚰ理的な支援も

ᚓられるとも言われている。 

ᙜリワークにおいてもフ࢛ローアップを実施しているが、

2017年度における職１年後のົ継続者は68㸣である

（表１）。 

⾲㸯 ᙜ࣮ࣜ࣡ࢡのົ⥅⥆者 

2�1�ᖺᗘ 2�1�ᖺᗘ 2�1�ᖺᗘ 2�1�ᖺᗘ 

⏝者  ᩘ ��ே ��ே ��ே ��ே 

職⋡ ��㸣 ��㸣 ��㸣 ��㸣 

中᩿⋡ 1�㸣 3㸣 1�㸣 1�㸣 

ົ⥅⥆⋡ �2㸣 ��㸣 ��㸣 㸫 

４ ㄪᰝ᪉ἲ 

(1) ᑐ㇟者

2016年４月㹼2018年３月の間に、ᙜリワークを経て職

（職場移行ྵむ）した者。ただし、職１年後の経過が不

明な者は㝖く。 

(2) ෆᐜ

職後（職場移行ྵむ）１年間、フ࢛ローアッププログ

ラム（以ୗ「プログラム」という。）、ಶ別フ࢛ローアッ

プ（以ୗ「ಶ別」という。）それࡒれについて、職後の

経過月別参加回ᩘについて平ᆒ್を計⟬し、ົ継続者・

㠀ົ継続者をẚ㍑し考ᐹする。 

㸳  ⤖ᯝ 

(1) ົ⥅⥆者のࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ参ຍഴ向

⥲ᩘは52ྡ。プログラムは、１か月目が᭱大್（1.0）

であり、12か月目の᭱小್（0.3）までᚎ々に減少。減少

間㝸は１か月あたり㸮㹼0.2である。ಶ別では、１か月目

が᭱大್（0.5）であり、５か月目の᭱小್（0.2）まで減

少、その後、12か月目（0.3）までቑ加している（ᅗ１）。 

ᅗ㸯 ົ⥅⥆者のࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ参ຍഴ向 

３ フォローアップの概要 

当院でのフォローアップは大きく分けて２種類あり、ど

ちらも利用者自身で振り返りシート（できたこと、再発予

防の取り組み、解決したいこと等）を記入し、希望者やス

タッフが必要と判断した方については個別面談を実施する。

主な違いは、実施日時や利用者同士の意見交換の有無であ

る（表２）。 

表２ フォローアップの概要 

フォローアッププログラム 個別フォローアップ 

日 利用者とスタッフで決定 

（月～土曜日 9：00～17：00の内、 時 

または12：00～15：00 のいずれかを選択 30分～1時間程度） 

内

容 

など 

など 

➀ 土曜日 9：00～12：00

➁ 土曜日 12：00～15：00、月～金曜日 9：00～12：00

◇ 利用者が振り返りシートを記入 

◇ スタッフとの個別面談 

◇ 利用者同士の意見交換 → ②は実施無し。 

（振り返りシートの内容共有、解決策の検討等） 

◇ 利用者が振り返りシートを記入 

◇ スタッフとの個別面談 

◇ スタッフとの電話相談 

◇ 個別の取り組み 
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(2) 㠀ົ⥅⥆者のࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ参ຍഴ向 

 ⥲ᩘは２㹼20ྡ。プログラムは、１か月目が᭱大್

（1.3）であり、６か月目に᭱小್（0.1）となる。減少間

㝸は１か月あたり0.1㹼0.4。７か月目から㸷か月目まで

度ቑ加し、10か月目で減少した。11か月目以㝆は対㇟者が

㸮人（全ဨが休職または㏥職）となっている（ᅗ２）。 

 

ᅗ㸰 㠀ົ⥅⥆者のࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ参ຍഴ向 

 

(3) 職後３か᭶ま࡛のࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ参ຍ⋡ 

 職後３か月までの１か月あたりの参加⋡は、ົ継続

者は28㸣s18㸣、㠀ົ継続者は38㸣s22㸣であり、୧

⩌間にᕪがないか᳨ウするため、対応のない㹲᳨定を行っ

た結果、㠀ົ継続者の方が有意に高いഴ向が見られた

（㹲(70) 1.836�㹮 .071�㹥 .49）（ᅗ３）。 

 
ᅗ３ 職後３か᭶ま࡛の参ຍẚ㍑ 

 

 のࡑ(�)

 ⋠⥆⥅るົࡼ参ຍの᭷↓にࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ 

職後１年間で、フ࢛ローアップに１回以上参加してい

る者のົ継続⋡は72.5㸣、㸮回の者は66.7㸣である（表

３）。 

 

 ⋠⥆⥅るົࡼ参ຍの᭷↓にࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ ３⾲

 参ຍ者㸦��ྡ㸧 参ຍ者㸦3ྡ㸧 

ົ⥅⥆者  ᩘ ��  ྡ 2  ྡ

ົ⥅⥆⋡ �2��㸣 ����㸣 
 

 

 ఇ職࣭㏥職の時ᮇ 

㠀ົ継続者の内、４か月目で40㸣、６か月目では60㸣

が休職・㏥職となっている（ᅗ４）。 

 

ᅗ４ ఇ職࣭㏥職のࢢ࣑ࣥࢱ 

 

㸴 考察࣭まとめ 

ົ継続者は、開始３か月目までは㠀ົ継続者より

フ࢛ローアップの参加回ᩘが少なかった。このことは、

ົ継続者の方が職後ᢪえているၥ題やスࣞࢺスが少ない

こと、自分またはフ࢛ローアップで解Ỵができていること

が考えられる。ົ継続者は、ಶ別の用が少ない༳㇟が

あり、プログラムの時間ᯟや用者ྠኈの意見に㐺応

することができ、ಶ別の用が必要ないことが考えられる。

つまり、ಶ別が多い用者は、スࣞࢺスやၥ題の対ฎに

より多くのフ࢛ローを必要としていることが推ᐹされる。 

また、ົ継続者は、参加の仕方にばらつき（ᛴな減少

や上᪼）が少ない༳㇟があることから、ᅔり事やၥ題が

発生したから参加する、または、ၥ題が無いと自己ุ᩿し

て参加しないではなく、定期的（予防的）な参加ができて

いるྍ⬟性が考えられる。そうした参加の仕方により、ス

スサインや体調の変にẼくことや᪩期対ฎがしやࣞࢺ

すく、ົ継続に⧅がっているྍ⬟性が考えられる。 

しかし、今回はフ࢛ローアップの参加の仕方に↔Ⅼをᙜ

て考ᐹを行ったが、ົ継続の要ᅉはそれだけではないと

考えられる。ᝈや年㱋、職前の支援期間や状態、職

後の職場⎔ቃ、フ࢛ローアップの内容等、ົ継続にᙳ㡪

をえていると考えられることについて調査していくこと

が今後の課題である。 

 
【参考文献】 

1) ᶓᒣோ㸸労⅏⮫ᗋ研究事業㈝⿵ຓ金་と⏘業་の

連ᦠに関する有ຠなᡭ法の提案に関する研究㸸平成28年度⥲

ᣓ・分ᢸ研究報告書（2017） 

2) 有㤿⚽㸸職場ᖐをいかに支えるか―リワークプログラム

を通ࡌた職支援の取り組み（2010） 

3) 㞴Ἴඞ行㸸࣓ンタル࣊ルス不調者の出社継続⋡を91.6�に改善

した職支援プログラムのຠ果（2012） 

4) 十ᔒ良㞝㸸リワークプログラムの現状と課題（2018）  

5) 十ᔒ良㞝㸸2016 年度リワークプログラムの実施状況と用

者に関する調査研究 
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ᙜ♫としてึめての⢭⚄࣭Ⓨ㐩㞀がい者㞠⏝と 

ാࡃពḧ向ୖを目ᣦ᪼ࡍ⤥ไᗘ࡙ࡃり 

㹼♫の取り組みと㞠⏝後のᙜ事者のᛮい㹼 

 

 （人事⤫ᣓ部 人事部 人ᮦ開発課㛗ົ⥲ ࢺクスࢿ࢜シࢯᰴᘧ会社）ྖ⪓ ┙ᖖۑ
 

㸯  ࡌࡣめに 

ᰴᘧ会社ࢯシࢿ࢜クスࢺの人事部では、2017年12月から

⢭⚄・発㐩障がいのあるスタッフの雇用を開始し、１年༙

が過ࡂた。ᙼらは、社内でࢳャࣞンジスタッフ（以ୗ「Ｃ

㹑」という。）とばれ、⥲ົ人事⤫ᣓ部の業ົを中ᚰと

した事ົ⿵ຓの仕事を行っている。 

ṇ社ဨが今まで行っていた業ົをＣ㹑がㄳけ㈇うことで、

ṇ社ဨには、その社ဨでなければできない専門的な業ົに

集中する時間ができた。またṇ社ဨのṧ業も減り、その

ワークライフࣂランスの向上にも⧅がっている。 

 

㸰 Ｃ㹑の᥇⏝≧ἣ 

2017年12月に４ྡ᥇用（うち１ྡは途中㏥職）し、その

後、2018年４月に㏣加２ྡ᥇用、さらに2019年５月に㏣加

２ྡ᥇用し、現在７ྡが働いている。 

 

３ Ｃ㹑のᴗົෆᐜ 

ᙜ初３✀㢮だった業ົも今では30✀㢮以上にቑえた。ྛ

業ົは、✺発で休ࢇだ࣓ンࣂーがいても、業ົがること

のないように、」ᩘ人がྠࡌ業ົをᢸᙜできるようにし、

ྛ業ົすてＣ㹑ྠኈでダブル࢙ࢳックも行っている。 

業ົの一例は以ୗの通りである。 

・ᅜ内外出ᙇ᪑㈝⢭⟬確認 

・ྛ✀書㢮の㹎㹂㹄 

・支ᡶฎ理 

・ᶵᐦ文書回シࣗࣞッダーฎ理 

・会議ᐊഛရⅬ᳨（࣍ワイࢺボーࢻのΎᤲも実施） 

 

４ Ｃ㹑ᑓ⏝のホ౯ไᗘと᪼⣭ไᗘ 

Ｃ㹑６ྡ᥇用時、Ｃ㹑にはホ౯制度も᪼⣭制度もなかっ

た。しかし人事内部で、Ｃ㹑のࣔ࣋ࢳーション向上と職域

ᣑ大、⬟力向上に報いるため、専用のホ౯制度が必要との

議ㄽになり、2018年11月に制定し、㐺用を開始した。 

᪼⣭制度のᴫ要は以ୗの通りである（ᅗ１参↷）。 

 

 

ホ౯は、年１回２月ᮎに、働きぶりやົ態度を見て行

う。Ｃ㹑が事前グධした「キャリアプロフィール」と「業

ົの自己ホ౯」にᢸᙜスタッフのホ౯を加えて、関係者間

で協議の上、ಶ別㠃談実施後に᮶年度の資᱁（等⣭）を確

定する。 

資᱁（等⣭）は、ṇ社ဨである㹔１を上㝈とし、そのୗ

にＣ㹑特有の資᱁（等⣭）となる㹔Ｃ㸫１㹼㹔Ｃ㸫４の４

ẁ㝵を構築する。資᱁（等⣭）が１ランク上がるẖに時給

が上がる仕組みとなっている。 

いずれの等⣭においても、᪼⣭のุ᩿はᛰ状況が࣋ー

スとなる。計⏬休ᬤ以外の✺発的な休ᬤ（㢼㑧やインフル

などはྵまない）が月１回以ୗの場ྜを「ᛰホ౯ࢨン࢚

１」、上グが‶たせない場ྜを「ᛰホ౯㸮」とする。 

ྛ資᱁（等⣭）の職㈐・ホ౯㡯目は以ୗの通りである。 

ただし、᪼⣭は必㡲ではなく、特定の⣭に留まって就労継

続するという㑅ᢥもྍ⬟となっている。 

(1) 㹔Ｃ㸫㸯㸦ධ♫時㸧 

 職㈐ 

アルを見たり、他者に⪺いたりしながら定ᆺ的なࣗࢽ࣐

業ົを行う。 

 ホ౯㡯目 

・月130時間働ける 

 ・ᛰホ౯１が㸶ࣨ月以上ある 

 ・事前に通㝔等の計⏬休ᬤの連絡ができる 

 ・体調不良での✺発休ᬤは、必ず㟁ヰor࣓ールで連絡 

できる 

 ・ᮅとの体調࢙ࢳックで自分の体調を⏦告できる 

 ・分からないことは、まずࣗࢽ࣐アルを見て確認でき 

  る 

 アルを見ても分からないこと、ุ᩿にᅔるこࣗࢽ࣐・ 

とがあったら、そのままにせず㉁ၥできる 

 ・他者からのフィーࣂࢻックを⣲┤にཷけධれること 

ができる 

(2) 㹔Ｃ㸫㸰 

 職㈐ 

業ົᡭ㡰を理解し、ࢳーム࣓ンࣂーと協力しながら定ᆺ

的な業ົを行う。 

 ホ౯㡯目 

・月130㹼156.3時間働ける  

ᅗ㸯 ࣇࢵࢱࢫࢪࣥࣞࣕࢳがṇ♫ဨに࡞るま࡛のࣉࢵࢸࢫ 
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・ᛰホ౯１が㸷ࣨ月以上ある 

 ームワーク良く行動できるࢳ・

・一部課題はṧるがほぼ業ົᡭ㡰を理解し実行できる 

・勉強したこと、基本的なことを理解し応用できる 

(3) 㹔Ｃ㸫３ 

 職㈐ 

㹔Ｃ㸫４の࣓ンࣂーをサ࣏ーࢺするスキルがあり、ᅔっ

ている࣓ンࣂーがいたら、体的にኌをかけ、業ົを教え

たりຓけたりしながらࢳームとして定ᆺ的な業ົを行う。 

 ホ౯㡯目 

・月130㹼156.3時間働ける 

・ᛰホ౯１が㸷ࣨ月以上ある 

・全業ົのᡭ㡰を理解し実行できる 

 アルを更新できるࣗࢽ࣐・

・ᅔっている࣓ンࣂーに自らኌをかけ、業ົを教えたり

ຓけたりできる 

・スタッフに㢗ることなく自立して行動できる 

(�) 㹔Ｃ㸫４ 

 職㈐ 

㹔１を目指す意ᚿと㹔１相ᙜのスキルがあり、Ｃ㹑の

リーダーとしての㈐௵ឤと体性を持って、ࢳーム全体を

まとめながら、定ᆺ的な業ົを行う。 

 ホ౯㡯目 

・ṇ社ဨとྠ等の時間（月156.3時間）で働ける 

・ᛰホ౯１が10ࣨ月以上ある 

・全業ົについて⫼ᬒや用途まで理解して行動できる 

・ẖ日の業ົ㔞をᢕᥱしඃ先㡰をけて行動できる 

・社内の㟁ヰ、࣓ールの対応ができる 

・業ົをຠ⋡よく進めるためのアイデアを提案できる 

・自分から他者働きかけできる 

・スタッフの方㔪をཷけて、࣓ンࣂーの業ົりり 

案を作成し、指♧できる 

(�) 㹔㸯㸦ṇ♫ဨ㸧 

 職㈐ 

上ྖのල体的指♧に基࡙き、㈐௵ឤと体性を持って、

定ᆺ的な業ົを行う。 

 

㸳  ᙜ事者どⅬからの考察 

ᙜ事者であるＣ㹑から見ると、この᪼⣭制度には労働意

欲の向上、障がいがあるなりのキャリアᙧ成や職場の定

╔など、様々なⅬがあると考えられる。ここでは特に、

この᪼⣭制度がもたらす「ྛＣ㹑のಶ性のᑛ重」と「ࣔࢳ

 。ーションの向上」についてゐれておきたい࣋

障がい者雇用は、ᚑ業ဨの多様をಁ進するものである。

しかし、せっかく障がい者を雇用しても、それだけでは社

内で、そのᚑ業ဨをࡦとくくりに「障がい者」としてラ࣋

リングし、一ᚊのᢅいをしてしまう༴㝤性がある。 

しかしᙜ社では、Ｃ㹑の᪼⣭制度を考案し、それࡒれの

⬟力・状態に応ࡌた多様な働き方を‽ഛしている。また業

ົ上、ྛＣ㹑に、それࡒれのᚓ意な業ົをりるような

㓄慮もある。᪼⣭制度とేせ、こうした社内⎔ቃによって、

就労を通してのྛＣ㹑の自己実現が容᫆になっているので

はないかと考える。 

あるＣ㹑は言う。「᪼⣭制度のㄝ明をはࡌめて⫈いた

時、⚾たちは、障がい者の法定雇用⋡を‶たすためだけに

雇用されているのではないのだとឤࡌ、とてもうれしく

ᛮった。ᙜ社の障がい者雇用は、それࡒれのＣ㹑の仕事に

対する౯್ほや生き方、ಶ性をᑛ重するものだとᛮう。ᙧ

だけの『ダイࣂーシティ・ࢿ࣐ジ࣓ンࢺ』ではない。ᚰが

こめられたものだとឤࡌている」 

「少なくとも自分は、自分なりの目標に向かって就労

する中で、まだまだᮍ⇍ながらも、『働くことのᡭごたえ』

のようなものを、日々ឤࡌることができている。もし᪼⣭

制度がなければ、少なくとも⚾は、『㡹ᙇっても㡹ᙇらな

くても結果はྠࡌ』とឤࡌて、意欲がかないのではない

かとᛮう。᪼⣭制度のᏑ在は、ⓙの就労のࣔ࣋ࢳーション

を上ࡆ、結果としてＣ㹑全体のアࢺ࢘プッࢺの向上に⧅

がっているのではないか」 

また、次のようにも言う。「『障がい者であるかྰか』

ということは、人の持つ様々なᒓ性のうちの一つに過ࡂな

い。もちろࢇ、そのᒓ性が業ົにᙳ㡪し、就労上特別な㓄

慮が必要になるわけであるから、就労において重要なᒓ性

であることはྰ定できない。しかし障がい者も、多くの㠃

でᖖ者とྠࡌようなឤ情やᛮ考を持っている。ṇ社ဨに

᪼⣭があるように、Ｃ㹑の᪼⣭制度を᪩々に整えていただ

いたことに、会社の かい㓄慮をឤࡌる。そのẼ持ちに少

しでも応えられるよう、௰間と協力しながら、これからも

自㌟の成㛗にດめていきたい」 

 

㸴 まとめ 

この᪼⣭制度を活かし、会社にもＣ㹑にも、方に࣓

リッࢺのある㼃㼕㼚㼃㼕㼚な障がい者雇用を目指していきたい。 

 

【連絡先】 

ᖖ┙ ⪔  ྖ

ᰴᘧ会社ࢯシࢿ࢜クスࢺ（⥲ົ人事⤫ᣓ部 人事部 人ᮦ開発課） 

e-mail㸸tokiwa.koji@socionext.com 
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㛗㔝┴ୖ⏣ᕷに࠾ける 

⢭⚄⛉་⒪ᶵ㛵とබඹ職ᴗᏳᐃᡤの連ᦠにࡼる就ປ支援 
 

 Ἑᇣ ᗣ㑻（་⒪法人ឡ会 ༓᭤Ⲯ㝔 作業⒪法ኈ）ۑ

 ᮡᒣ ோ⨾ （上田බ共職業安定所） 

 

㸯 ࡌࡣめに 

㛗㔝┴上田ᕷにある༓᭤Ⲯ㝔では、2016年度から「་

⒪ᶵ関とබ共職業安定所の連ᦠによる就労支援ࣔデル事

業」の一⎔で、就労を目的とした専門プログラムを⢭⚄科

デイࢣアにて実施している。⢭⚄障害者のさらなる雇用ಁ

進のため、対㇟者に対してࣞࢺーࢽングプログラム（以ୗ

「ジョブコース」という。）を実施し、ྛ支援ᶵ関が連ᦠ

をしながら就労支援と障害者雇用に関するᬑཬ・ၨ発を

行っている。今回、⣙３年間の経過や実⦼について報告す

る。 

 

㸰 ࢫ࣮ࢥࣈࣙࢪについて 

就労‽ഛのためのプログラム「ジョブコース」を年間に

２ࠥ３クール、１クールにつき２ࠥ３ࣨ月間の頻度で実施

しており、定ဨは10ྡとしてබເによりເ集している。ࣔ

デル事業のᯟ組みを考慮し、65ṓ以ୗであること、㐌５日

ẖ日プログラムに参加すること、障害を࢜ープンにした就

労をᕼᮃすること、་のチྍがあることなどを参加要

௳としている。 

ジョブコース実施期間中はハローワークの職ဨがẖ日デ

イࢣアに᮶㝔し、༙日は㝔職ဨとプログラムを㐠Ⴀして

いる。プログラム内容はグループ活動を中ᚰに、ᚰ理教育、

ࢺング、࣓タ認知ࢽーࣞࢺススキルࢿーシャル㸭ビジࢯ

ࣞーࢽング、体力作り、パࢯコン練習、職場実習などであ

る（表１、┿）。プログラムの㐠Ⴀにあたっては、年㱋

や就労経験、知的ᶵ⬟などが␗なる参加者の多様性を考慮

しつつ、ຠ果的なࣞࢺーࢽング方法やプログラム構成とな

るよう試行㘒ㄗしながら実施した。特に、実習後のり㏉

りやプログラム終了後のクールダ࢘ン（࣐インࢻフルࢿス、

῝྾、༟上ࢤームなど）の方法については様々なᡭ法を

取りධれた。 

ジョブコースಟ了後の６ࣨ月間は就職活動集中支援期間

とし、㝔とハローワークに障害者就業・生活支援ࢭン

ターを加えた支援ࢳームを組⧊し、職業相談や⤂介、㠃᥋

のྠ行などを実施した。参加者はこの期間も⢭⚄科デイࢣ

アを用し、フ࢛ローアップを継続した。 

支援ࢳームの連ᦠは、定期的なࢣース会議とྛ✀ゼၥ、

㟁ヰ連絡にて実施した。 

就職後も支援ࢳームでᴫ１ࡡ年間を目安に定╔支援を

行った。 

⾲㸯 ࣒ࣛࢢࣟࣉࢫ࣮ࢥࣈࣙࢪ例 

 ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 

㻭㻹㻙㻝 ሗ 
ⰼቭ䛾 

ᡭධ䜜 

䜴䜷䞊 

䜻䞁䜾 

ⰼቭ䛾 

ᡭධ䜜 

䝥䝺䝊䞁 

⦎⩦ 

㻭㻹㻙㻞 
䜾䝹䞊䝥

䝽䞊䜽 

䜽䝷䝤 

άື 

䝯䝍ㄆ▱ 

䝖䝺䞊 

䝙䞁䜾 

䜽䝷䝤 

άື 
యຊస䜚 

㻼㻹 

䝡䝆䝛䝇

䝬䝘䞊 

ㅮᗙ 

ே䛝ྜ

䛔ㅮᗙ 

⚾䛾ྲྀ䜚

ᢅ䛔ㄝ᫂

᭩స䜚 

Ẽ䛸䛾

䛝ྜ䛔

᪉ㅮᗙ 

䝟䝋䝁䞁

⦎⩦㻛 

㠃ㄯ 

 

 
┿ ࣒ࣛࢢࣟࣉࢫ࣮ࢥࣈࣙࢪのᵝᏊ 

 

 の⤒㐣についてࢫ࣮ࢥࣈࣙࢪ ３

ジョブコースは2018年度までの３年間で７クール実施し、

45ྡがಟ了した（１クール６ࠥ㸶ྡ）。ಟ了者の基本情報

を表２に♧す。ྛクール１、２ྡの⬺ⴠ者がみられた。ಟ

了者45ྡのうち、28ྡが就職（アルࣂイࢺ就労ྵむ）した

（2019年㸶月現在）。雇用ᙧ態はパーࢺで４時間以上の

ົをしている者が⣙㸶であった。 

就職した28ྡのうち25ྡは現在も就労を継続（３年ࠥ

ᩘࣨ月）しており、離職に⮳った２ྡも別事業所に就職

し、１ྡはジョブコースをཷ講した。 
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⾲㸰 ಟ者のᇶᮏሗ 

ᒓ性 ಟ了者 (n 45) 

開始時年㱋 平ᆒ年㱋 33.9 

性別 ⏨性㸭ዪ性 31㸭14 

デ᩿  ྡ ⤫ྜኻ調 17 

Ẽ分障害 10 

発㐩障害 8 

その他 10 

ධ㝔Ṕ 有㸭無 34㸭9 

㌿  ƫ フルタイム就労 4 

パーࢺタイム就労 22 

アルࣂイࢺ就労 2 

職業訓練校 1 

就労移行支援事業所 2 

デイࢣア継続中 14 

 

 についてࢫࣥࢲ࢞ࣈࣙࢪ ４

障害者雇用に関するᬑཬ・ၨ発を目的に、࢞イダンス

（講習会）を実施している。に༓᭤Ⲯ㝔通㝔中のᝈ者

を対㇟とし、ハローワーク職ဨ、デイࢣア職ဨ、デイࢣア

用者が就労支援の実際について講義をᢸᙜしている。事

業所の人事ᢸᙜ者に対㇟を⤠り、⢭⚄障害に対する೫見を

ᡶᣔすることを目的に⢭⚄科་に講義を౫㢗することも

あった。ジョブ࢞イダンスは年間５回程実施し、この３年

間に計100ྡ以上の方が参加した。地ඖのࢣーブルテࣞビ

会社や新⪺社の取ᮦをཷけ、ၨ発活動に活かした。 

 

㸳 まとめ 

(1) ᐇ㊶から見࠼てࡁたຠᯝ 

今回のジョブコース実施の結果から、་⒪ᶵ関とハロー

ワーク、障害者就業・生活支援ࢭンター等の支援ࢳームの

連ᦠの有ຠ性が改めて確認できた。就労支援では支援者相

の、特に事業所ᢸᙜ者との㢦の見える関係࡙くりが大ษ

であるとᛮわれる。また、་⒪ᶵ関とハローワーク等が連

ᦠすることで、用者本人の特性をよりṇ確にホ౯し、事

業所での業ົ内容と࣐ッࢳングさせることがྍ⬟となりや

すい。プログラムの内容では、グループワークを通したス

キルアップと自己理解がಁ進されやすいものとᛮわれた。 

(2) ᐇ㊶から見࠼てࡁた課題 

支援ࢳームのどの事業所も࣐ンパワー不㊊がၥ題となっ

ており、ຠ果的かつຠ⋡的な事業の㐠Ⴀが課題となってい

る。また、連ᦠࢶールの開発やᙺ分ᢸなど今後᳨ウが必

要とᛮわれる。 

 

 

【参考文献】 

１) Ἑᇣᗣ㑻，他㸸㛗㔝┴上田ᕷでの⢭⚄科デイࢣア実践，

「デイࢣア実践研究vol.22」，p.24-29，日本デイࢣア学会

（2018） 
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ከᶵ㛵連ᦠにࡼる就ປ支援のᐇ㊶ 
㹼ᴗ�බඹ職ᴗᏳᐃᡤ�་⒪�⚟♴にࡼる就ປ支援の取り組みと考察㹼 

 

 （ンター「㼃㼛㼞㼗㻙㼃㼛㼞㼗」 作業⒪法ኈࢭࢺー࣏་⒪法人社ᅋ有᭸会 㻷㼁㻾㻵㼀㻭ワークサ）㧘ᶫ 子ۑ
 

㸯 ࡌࡣめに 

་⒪法人社ᅋ有᭸会（以ୗ「ᙜ法人」という。）は、⢭

⚄科㝔をẕ体とし、་⒪・介護・福祉を⤫ྜした高ရ㉁

のサービスを設計、開発、およびその提供を理ᛕにᥖࡆ、

ᖜᗈいサービスをᒎ開している。ᙜ法人が実施する就労支

援サービスには、⢭⚄科デイࢣア（以ୗ「'&」という。）

での就労支援プログラム、就労継続支援事業所（以ୗ

「:ork-:ork」という。）でのサービスがあり、་⒪・福

祉のᯟにᅃわれないໟᣓ的なサービス提供を目指している。 

2017年からはබ共職業安定所（以ୗ「ハローワーク」と

いう。）との連ᦠによる就労支援ࣔデル事業（以ୗ「ࣔデ

ル事業」という。）を開始し、よりᖜᗈい就労支援、定╔

支援を目指し、実践を試みている。 

今回、ᙜ法人が実施する就労支援サービスについて⤂介

すると共に、業㸩་⒪㸩福祉といった多ᶵ関でのࢳーム

支援について事例をえて報告する。 

 

㸰  ᭷᭸の就ປ支援ࢫࣅ࣮ࢧᴫせ 

(1) '&就ປ支援࣒ࣛࢢࣟࣉ 

'&での就労支援は、ᙜ法人が提供する就労支援サービス

の᭱も基♏的なᙺをᢸう（ᅗ１）。ᗣ管理に関するྛ

✀プログラムの他、就労に必要な基本的な知識、考え方の

習ᚓを目指したプログラムも実施する。'&は、様々な年㱋、

ᝈ、期の用者が用していることもあり、仕事に関

する考え方、仕事に就くイ࣓ージなどをල体、言ㄒで

きるよう支援する。 

ල体的なプログラムとして、.-法を用いたグループディ

ス࢝ッションや、就労に必要な知識、スキルの習ᚓを目指

す就労‽ഛプログラム（㐌１回㸭２か月㸭１クール）など

を実施している。  

 

ᅗ㸯 ྛࢫࣅ࣮ࢧの㛵ಀ 

 

(2) :RUN�:RUN࡛の就ປ支援ࢫࣅ࣮ࢧ 

:ork-:orkは、Ｂᆺ事業所として就労のᶵ会、場の提供

はもちろࢇ、✚ᴟ的な就労支援を行っていることに特ᚩが

ある。地域で生活する用者の自己実現を支援するという

法人理ᛕのもと、「就活の自信がない」「自分にྜった

ーズにࢽース、用時間から始めたい」といった用者࣌

๎した㐠用を目指している。 

また、別の特ᚩに、ẕ体の་⒪ᶵ関にて経験を✚ࢇだ職

ဨがྛ用者の特性を見ᴟめ、支援する体制がᣲࡆられる。 

上グのような方㔪、支援体制のもと、作業訓練とともに、

ビジࢿスࢼ࣐ー講ᗙや職業㐺性࢙ࢳックなどのプログラム、

グループワークや667、アサーションなどを組みྜわせ、

ྛಶ人にྜわせたサービスを実施している。 

 事ᴗࣝࢹとの就ປ支援ࣔࢡ࣮࣮࣡ࣟࣁ (3)

ࣔデル事業における就労支援では、業とのᶫΏしのᶵ

⬟がであり、㠃᥋対策、書㢮ῧ๐、㠃᥋ྠ行、定╔支援

などを行う。ࣔデル事業の用に際しては(1)(2)の用を

必㡲とはしていないが、そのほとࢇどがఱらかのサービス

を用しており、་⒪、福祉サービスで提供の㞴しいồ人

に関する情報提供や業との連ᦠのᙺをᢸう。 

 

３  事例⤂ 

 ᴫせࢫ࣮ࢣ (1)

 20௦⏨性。⤫ྜኻ調のデ᩿。大学（ᕤ学部）卒業後、

大学㝔進学するも中㏥。ᕷᙺ所管㈈課にົし、⣙༙年後

より⨥業ዶ様の発言が見られるようになった。ᗁ⫈様の

ッえも出現。ධ職後㸷か月で㏥職。その後、ᚔᚉやᣄ㣗が

出現し、ள᫃㏞状態となったためＡ㝔ධ㝔。ධ㝔後、㟁

Ẽ②ᨥ⒪法などの⒪を実施。㏥㝔をᶵに、自Ꮿから㏆い

ᙜ法人ᰩ田㝔の㌿㝔となった。 

(2) ⤒㐣 

 㹖ᖺ㹼㹖ᖺ㸩㸯ᖺ【㸯ᮇ➨】 

㌿㝔とྠ時に、生活リズム安定を目的に'&通所を開始。

通所初期は本人の意ᛮ表♧がஈしいものの、いずれは就労

したいとのᕼᮃが⪺かれた。自ら✚ᴟ的にコࢣࢽ࣑ࣗー

ションを取ることは少ないが、㐠動や㯞㞛には✚ᴟ的に参

加していた。 

㹖年㸩１ࣨ月目、'&にて就労‽ഛプログラム、ᝈ教育

プログラムを開始。参加中の発言は表㠃的な内容が多いが、

講義内容の理解の高さが❚えた。 

'&用開始２か月目から:ork-:orkをే用。'&と:ork-

:orkで、自己理解の状況を共有。:ork-:orkでは、作業訓

練と並行して職業㐺性࢙ࢳック、アサーション、667、ビ
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ジࢿスࢼ࣐ー講ᗙを実施。上グのプログラムから本人の強

みとして、『口㢌での指♧理解が良好』であること、作業

に関して高い『ṇ確性』があることがわかった。ᙅⅬとし

て報連相などの『ビジࢿスࢼ࣐ーのⱞᡭさ』、『自分の考

えや意見をఏえることのⱞᡭさ』が❚えた。また、これま

での就労経験から『ẁ取りを立てることがⱞᡭ』な㠃が❚

えた。これらのഴ向から、⤫ྜኻ調のデ᩿ではあるが、

発㐩障害ഴ向との見立てが立てられた。強み、ᙅみについ

ては本人と共有、特性については'&職ဨと共有し、サ࣏ー

のࢺス࣓ンࢭを行った。以ୗ、情報ฎ理過程におけるアࢺ

視Ⅼ（9er.㸷）を用いて特性を♧す（ᅗ２）。 

 

 

ᅗ㸰 ሗฎ理㐣⛬に࠾けるࢺ࣓ࣥࢫࢭのどⅬ 

 

 㹖ᖺ㸩㸯ᖺ㸯ࣨ᭶㹼㸰ࣨ᭶ 【㸰ᮇ➨】 

ࣔデル事業の用を開始。:ork-:orkが中ᚰとなり、'&

（་⒪）、ハローワークが連ᦠし、支援を行った。'&と

:ork-:orkでは、前㏙の課題に対して介ධを継続。ハロー

ワークとも情報共有し、本人の特性にྜわせたồ人先を᳨

ウした。その中から、口㢌指♧の理解度の高さやṇ確性、

本人の体力を考慮し、⾰料ရᗑのࣂックࣖーࢻ業ົがೃ⿵

となった。そこで、ショッࣆングࣔールでᗑ⯒ᒎ開する

業（特例子会社）と連ᦠ。本人、関係者にて、実際の職場

見学を行い、ྠ時に業がồめる人ᮦなどのㄝ明を㡬いた。

その後、本人の意向を確認し、職場実習を行うこととした。 

 㹖ᖺ㸩㸯ᖺ３ࣨ᭶㹼⌧ᅾ 【３ᮇ➨】 ࢘

実習前、関係者と業ᢸᙜ者、実習指ᑟ者、本人で事前

協議を行い、業ົのὶれや不安の有無を確認。本人のྠ意

のもと、特性や現在までの経⦋を共有した。 

実習は全４日、１日６時間で実施。実習中は、ࣔデル事

業関係者がゼၥし、業ᢸᙜ者と業ົ状況や本人の様子、

課題等がないかを確認した。指♧理解の良さ、ṇ確性の

ホ౯があり、本人フィーࣂࢻック。ただし、ᗑ⯒スタッ

フとすれ㐪う際にᣵᣜが出᮶ないなど、ࢼ࣐ー㠃の課題も

見えた。実習中の様子は་ᖌをはࡌめ、'&と情報共有し、

実習終了後にഛえるᙧをとった。 

実習後、本人と㠃談し、応ເの意ᛮを確認。ᒚṔ書ῧ๐、

ᶍᨃ㠃᥋等のサ࣏ーࢺを行い、㠃᥋には:ork-:ork職ဨが

ྠ行、本人の特性等について⿵㊊ㄝ明を行った。 

 㹖年�16ࣨ月、᥇用Ỵ定し、現在もႠ業支援業ົにᦠ

わっている。᥇用後の現在も、業�ハローワーク�

:ork-:orkが連ᦠし、継続的な支援を行っており、更に障

害者就業・生活支援ࢭンターも加わり、ໟᣓ的な支援を実

施している。 

 

４  考察 

今回の事例から、多ᶵ関がຠ果的に情報共有、連ᦠする

ための࣏インࢺを考ᐹする。 

(1) いのᙺのᢕᥱ 

就労支援を行うにあたり、１施設が༢⊂で関わることは

なく、いくつかのᶵ関が多方㠃から関わることが多い。多

ᶵ関が関わる上で重要なⅬとして、それࡒれのᙺをᢕᥱ

していくことがᣲࡆられるが、それらを改めて共有するこ

とは少ないのではないか。就労支援に㝈らず、ྛ✀サービ

スに共通するが、それࡒれの支援は᩿続的なものではなく、

ྠ時並行的に行われることが少なくない。その方にྜった

タイ࣑ング、内容の支援を提供するために、いのᶵ関を

知ること、ᙺを理解することが必要だと考える。 

(2) 見立てのඹ᭷ 

ྛᶵ関のᙺを㐺ṇに㐙行するには、ྠ࣋ࡌクࢺルで支

援を行うことも重要だと考える。その際、その方の特性

（強み、ᙅみ）や見立てを共有することが重要であり、そ

れをもとに支援やサ࣏ーࢺを行うことが必要だと考える。

ྡや障がいにのみ目を向けるのでなく、その方の全体ീ、

生活Ṕや家族関係をྵむ⫼ᬒを㋃まえて見立て、共有でき

る人㈈、スキルが就労支援の࣏インࢺとも考える。 

(3) ᩜᒃの㧗さの自ぬ 

今回の事例以外にもྛᶵ関と連ᦠする中で、་⒪ᶵ関に

対してのᩜᒃの高さをఛうことがある。➹者自㌟は་⒪ᶵ

関でのົ経験、ྠ法人施設にᦠわっているからか、こう

いったᩜᒃの高さをឤࡌるᶵ会が少なかった。関係者から、

連絡していいのか、相談していいのか、とᑜࡡられること

もあり、そのࢠャップを認識するが、このᩜᒃの高さが

ຠ果的なコࢣࢽ࣑ࣗーションを㜼害しているようにឤࡌる。

自㌟もྵめ、このⅬを自ぬした上で、コࢣࢽ࣑ࣗーション

をᅗり、連ᦠすることがຠ果的就労支援に必要だと考える。 

 

【連絡先】 

㧘  ʟ 子 

 ་⒪法人社ᅋ 有᭸会 

.85,7$ワークサ࣏ーࢭࢺンター「:ork-:ork」 

3ࠛ10-0004 Ⲉᇛ┴Ỉᡞᕷ㟷ᰗ⏫3923-5 

σ㸸029-231-7066 

mail㸸keiko.tomita@yuhokai-kuritah.com 
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学に࠾けるⓎ㐩㞀ᐖのある学⏕の就ປ支援のᐇែ 
 ㄪᰝの⤖ᯝからࢺ࣮ࢣࣥ：

 

 （ンター研究所 ᐊ㛗ࢭᅜ立障害者リハビリテーション）  ⤮ Ύ㔝ۑ

ᴮ本 容子（⊂立行ᨻ法人ᅜ立特別支援教育⥲ྜ研究所） 
 

㸯 ㄪᰝ⫼ᬒ  

㏆年、大学の進学⋡が⣙50㸣という状況の中（文部科

学省�2018）１）、大学に在⡠する発㐩障害のある学生（

いのある学生をྵむ）がቑ加している。発㐩障害がある場

ྜ、卒業時の進㊰㑅ᢥにᙜたっては、一般雇用のみならず、

障害者雇用も一つの㑅ᢥ⫥となりえるが、大学進学まで果

たした学生にとって、就職時に自㌟の障害特性を自ぬし、

ཷけとめ、必要に応ࡌて障害者雇用の㐨を㑅ᢥすることは

容᫆ではないと考えられる。 

全ᅜ/' ぶの会（2017）が、会ဨに対して実施した調査２）

では、大学卒業（中㏥）者の初職では障害者雇用の就業者

は 13㸣に過ࡂなかったにもかかわらず、調査時Ⅼでは障

害者雇用の就業者は45㸣となり、᭱も多かったことが♧さ

れている。このことから、大学に進学したとしても、大学

卒業（中㏥）時に、障害者雇用を進㊰として㑅ぶ者は少な

いこと、しかし、その後、一般雇用で就職し継続できる者

は㝈られていることがうかがえる。 

他方、132 法人 :ing 352（2015）が大学のキャリアࢭ

ンターを対㇟として実施した調査３）では、回⟅ࢭンター

の 57㸣で「障害者ᡭᖒを活用した就職に向けた支援」が

取り組まれていることが♧されている。学生が自㌟の障害

特性についての自ぬがஈしかったり、障害のཷけとめが㞴

しかったりする場ྜ、大学において就労支援にᦠわる支援

者は、障害者雇用を視㔝にᤣえ、学生にཷデを່めたり、

障害者を対㇟とした福祉サービスについて情報を提供した

りすきかどうか、ุ᩿がつきにくく、支援にᙜたりᅔり

ごとを持っていることが定される。 

大学におけるこうした支援の実施は、今後の課題であり、

学生の「ಶ別性」を㋃まえつつ、ៅ重かつ㐺ษに取り組ま

れる必要がある。このような⫼ᬒから、そのための基♏的

知見を明らかにする必要があると考えられる。 

 

㸰 ㄪᰝ目ⓗ 

本調査は、ᅄ年制大学(学部)に在⡠する発㐩障害のある

（またはいのある）学生に対するキャリア支援の充実に

向け、「学生のಶ別性を㋃まえつつ、学生のキャリアᙧ成

（職業‽ഛ性の⋓ᚓなど）やキャリア㑅ᢥ・意ᛮỴ定（就

職活動の状況や、就職先の㑅定など）をຠ果的に支援して

いくためにはどうすればよいか㸽」を明らかにすることを

目的とした。 

３ ㄪᰝ᪉ἲ  

(1) ㄪᰝᴫせ 

調査実施時期は2018年３月であった。調査方ᘧは、㒑㏦

法による㉁ၥ⣬でのᢳ出調査とした。調査対㇟は、全ᅜの

ᅄ年制大学に設⨨されているキャリアࢭンター（450 か

所）、学生相談ᐊ（450 か所）、保ࢭンター（450 か所）

の計 1350 か所とした。結果、273 か所から回⟅をᚓた

（回⋡ 20.2㸣）。そのうち、༙分以上が無回⟅であっ

た１௳を無ຠ⚊とし、272௳を有ຠ⚊とした。なお、分ᯒ

ごとに有ຠ回⟅ᩘは␗なる。 

(2) ㉁ၥ㡯目 

㉁ၥ㡯目は㑅ᢥᘧと自⏤グ㏙ᘧを組みྜわせて構成され

た。内容は、回⟅者の基本ᒓ性として、発㐩障害者の支

援経験、発㐩障害の障害特性に関する知識の程度、障害者

の就労支援に関する知識の程度、所ᒓ部⨫の状況等をᑜࡡ

た。次に、発㐩障害学生（いをྵむ）のキャリア支援

を実施したࢣースについて、学生の基本ᒓ性として、学生

の特ᚩ、学生に対する支援内容、学生の進㊰をᑜࡡた。 

 

４ ⤖ᯝ 

㑅ᢥᘧ回⟅のうちな結果の一部を報告する。 

(1) ᅇ⟅者のᇶᮏᒓᛶ 

 支援⤒㦂と▱㆑ 

発㐩障害のある人に対する支援経験の有無（大学外の支

援経験をྵむ）について、「経験なし」と回⟅した人は、

18.8�で、「経験あり」と回⟅した人は、72.4㸣であった。

発㐩障害の障害特性に関する知識の程度について、知識が

ある（「かなりある」と「すこしある」のྜ計。以ୗ、ྠ

と回⟅した人は、80.2㸣であった。障害者の就労支援（ࡌ

制度に関する知識の程度について、知識があると回⟅した

人は、72.3㸣であった。 

 ᡤᒓ㒊⨫の≧ἣ  

大学における所ᒓ部⨫は、「キャリアࢭンター」32.8㸣、

「学生相談ᐊ」20.1㸣、「保ࢭンター」15.0㸣、「その

他」22.2㸣であった。発㐩障害のデ᩿のある学生の用の

人ᩘは、「ᢕᥱしていない」15.0㸣、「0人」9.9㸣、「１

㹼２人」20.1㸣、「３㹼５人」18.4㸣、「５人以上」

25.9㸣であった。 

さらに、発㐩障害のデ᩿のある学生の障害㢮ᆺは、  

「/'」2.0㸣、「$'+'」17.1㸣、「自㛢ス࣌クࢺラム障
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害」39.2㸣、「その他」1.0㸣であった。過ཤ３年間に、

発㐩障害やそのいから、就職にⴭしいᅔ㞴をᢪえる学生

に対し、キャリア支援を実施した経験は、「あり」57.7㸣、

「なし」34.8㸣であった。 

(2) 学⏕のᇶᮏᒓᛶ 

 学⏕の≉ᚩ  

回⟅者が、これまでに支援した発㐩障害やそのいのあ

る学生のࢣースのうち、「障害を雇用に開♧し、支援を

ཷけて働く」㑅ᢥをした方がよいと見立てた学生について、

「学生がᢪえていたᅔ㞴」（ᅗ１）のうち、あてはまると

いう回⟅が多かったのは、「人とのかかわりにおいて不自

↛さがある」79.3㸣、「こだわりが強い」78.6㸣、「新た

な⎔ቃの不安ឤ・⥭ᙇឤが強い」74.6㸣等であった。 

 る支援ෆᐜࡍ学⏕にᑐ  

支援の「基本的支援」（ᅗ２）のうち、あてはまるとい

う回⟅が多かったのは、「自部⨫の用をಁす」93.7㸣、

「ᚰ理的スࣞࢺス」93.6㸣、「ᅔりឤを⫈きだし、一⥴に

整理し対応を考えていく支援」89.7㸣、「自分についての

理解をಁす支援」88.1㸣、「仕事についての理解をಁす支

援」86.5㸣等であった。 

 

 

 学⏕の㐍㊰  ࢘

学生の卒業時の進㊰は、「一般ᢅいの就職」37.3㸣、

「障害者ᡭᖒを活用した就職」27.8㸣、「障害者の就労支

援ᶵ関での訓練等」12.7㸣等であった。 

 

㸳 考察 

大学における発㐩障害のある学生について、その学生が

ᢪえているᅔ㞴や、実施している基本的支援が明らかに

なった。今後は、学生にどのような支援を行うことが学生

の㐺ษなキャリア㑅ᢥに重要であるか、㡯目間の関連等を

⤫計分ᯒで明らかにすることや、自⏤グ㏙ᘧ回⟅の㉁的な

回⟅を組みྜわせ分ᯒしていくことが期ᚅされる。 

 

【ᘬ⏝文献】 

1) 文部科学省㸸学校基本調査㸫平成30年度結果のᴫ要㸫（2018) 

2) 特定㠀Ⴀ活動法人全ᅜ/'ぶの会㸸教育から就業の移行実

態調査報告書ϫ（全ᅜ/'ぶの会・会ဨ調査）（2017） 

3) 特定㠀Ⴀ活動法人 :ing 352㸸発㐩障害のある（またはわ

れる）大学生に対するຠ果的な就職支援のあり方に関する調

査㸬日本㈈ᅋຓ成報告書（2015） 

 

【連絡先】 

Ύ㔝 ⤮（ᅜ立障害者リハビリテーションࢭンター研究所） 

e-mail㸸seino-kai@rehab.go.jp 

ᅗ㸯 学⏕がᢪ࠼ていたᅔ㞴 ᅗ㸰 ᇶᮏⓗ支援 
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学とᆅᇦの職ᴗࣜࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁᶵ㛵と༠ാした 

㞀ᐖ学⏕のࣜࣕ࢟支援 

㸫༠ാしたࢺ࣓ࣥࢫࢭとඹ㏻見ゎのᙧᡂ㸫 

 

 ᒣ口 明日㤶（高ᯇ大学発㐩科学部 教ᤵ/学生相談ᐊ ᐊ㛗）ۑ
 

㸯 ⫼ᬒとᮏ学の㞀ᐖ学⏕支援のయไ 

本発表は、大学の障害学生支援において、地域障害者職

業ࢭンターや障害者就業・生活支援ࢭンター、発㐩障害者

支援ࢭンター等のᶵ関と協働した、キャリアᙧ成ཬび共通

見解のᙧ成に⮳る取り組みについて報告する。大学のイン

ターンシップ実習等のᶵ会を活用しながら、協働してアࢭ

ス࣓ンࢺを実施することで、障害学生の自己理解のಁ進や

職業‽ഛ性の向上をࡡらいとする支援の方向性について関

係者と保護者間で共通見解の構築を行ってきた。 

(1) ᮏ学の㞀ᐖ学⏕支援యไ 

本学は、経Ⴀ学部と発㐩科学部の２学部で構成され、大

学１学年のධ学定ဨ175ྡの小規ᶍ校である。地域に㈉⊩

できる人ᮦの㍮出を目標に「対ヰにみちみちたࡺたかな人

間教育をめࡊす大学」をᘓ学⢭⚄として、学生一人ࡦとり

とのコࢣࢽ࣑ࣗーションを大ษに、学生自㌟の「Ẽ࡙き」

をサ࣏ーࢺする教育体制を整えている。本学の特Ⰽの１つ

は研究ᐊ制度であり、学生は１年次から少人ᩘ制の࣑ࢮ

ールあたり10ࢼ࣑ࢮール（研究ᐊ）に所ᒓしている。１ࢼ

ྡ程度で構成されており、ධ学時から卒業まで、ࢼ࣑ࢮー

ル教ဨ（以ୗ「࣑ࢮ教ဨ」という。）がとなり学生のࢣ

アをしていることで、きめ⣽やかなサ࣏ーࢺを実現してい

る。障害学生支援は、学生支援部に設⨨された学生相談ᐊ

を窓口として対応しており、学生相談ᐊには、ᚰ理㠃のࢣ

アをᢸᙜする教ဨ２ྡと障害学生支援をᢸᙜする教ဨ１ྡ

が学生相談ဨとして㓄⨨されている（ᅗ１）。障害学生支

援ᢸᙜの相談ဨは、社会福祉ኈ資᱁を所有し、特別支援教

育、職業リハビリテーションを専門㡿域としている。 

 

ᅗ㸯 ᮏ学の㞀ᐖ学⏕支援యไ 

平成30年２月から平成31年１月までの１年間のᘏ相談

支援௳ᩘは226௳であり、用学生は12ྡ、継続支援学生

は10ྡであった。用学生の支援のഴ向は、学年が上がる

につれて、学生一人ᙜたりの支援回ᩘ平ᆒがቑ加していた。

また支援௳ᩘの多い月は、３月、４月や㸷月、10月などの

学期のษり᭰え時期である。 

(2) 㞀ᐖ学⏕のࣜࣕ࢟支援に࠾けるᆅᇦの連ᦠᶵ㛵 

本学の障害学生支援では、『障害学生自㌟のᅔ㞴性の

Ẽ࡙きを目的とする協働したインターンシップの実施』、

『保護者の障害理解と障害ཷ容をಁすための協働したアプ

ローࢳ』、これらを実現するための『関係ᶵ関の相のᐦ

な情報とᙺ分ᢸ』をキャリア支援の取り組みとして

実施している。連ᦠしているな地域の職業リハビリテー

ション関連の支援ᶵ関は、地域障害者職業ࢭンター、障害

者就業・生活支援ࢭンター、就労移行事業所、就労継続Ａ

ᆺ支援事業所、発㐩障害者支援ࢭンター、ハローワークな

どである。その他་⒪ᶵ関やその他の関係ᶵ関との連ᦠも

学生の状態に応ࡌて、協働して支援の提供を行っている。 

 

ᅗ㸰 㛵ಀᶵ㛵との連ᦠෆᐜ 

 

㸰 ༠ാしたࢺ࣓ࣥࢫࢭとඹ㏻見ゎのᙧᡂのࢫࢭࣟࣉ 

協働したアࢭス࣓ンࢺにおいては、その学生の障害理解

の程度は障害のデ᩿の有無等においても、初動としてアプ

ローࢳをする支援ᶵ関は␗なる。᪤にデ᩿をཷけており、

自己理解のアプローࢳが一程度できている学生において
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は、キャリアᙧ成につながる自己理解の支援として、職業

ンターによる職業ホ౯や就労移行支援事業所や就労継続ࢭ

支援Ａᆺ事業所、大学内でのインターンシップを活用して、

実体験を伴う職業アࢭス࣓ンࢺを実施している。こうした

インターンシップを行う際には、そのアࢭス࣓ンࢺのほⅬ

については、それまでに支援ᶵ関のフ࢛ー࣐ルアࢭス࣓ン

結果のある場ྜには、その情報と学校や支援ᶵ関の関係ࢺ

者のインフ࢛ー࣐ルアࢭス࣓ンࢺの結果を㋃まえて、支援

者と本人・保護者ྵめてその㡯目等を㑅定してアࢭス࣓ン

を作成している。その際には、『就労支援のためࢺシーࢺ

の࢙ࢳックシーࢺ（訓練生用）』等を活用しながら㡯目を

㑅定し、必要に応ࡌて㡯目の㏣加を行っている（ᅗ３）。 

ᅗ３ ༠ാしてసᡂしたࢺ࣮ࢩࢺ࣓ࣥࢫࢭ例 

 

デ᩿のない学生の場ྜ、学生の「現状」のཷけṆめ方や

知りたいẼ持ちが「特性理解」に向かっているのか、「進

㊰のၥ題」にഴいているのかによっても、་⒪ᶵ関のཷデ

をඃ先するのか、職業ࢭンターや発㐩障害者支援ࢭンター

等の支援ᶵ関の提供する体験等を用して、自己理解につ

ながるᶵ会出をඃ先するのか、その㡰ᗎは␗なっている。

こうした学生のアプローࢳの㡰ᗎやそれࡒれの支援ᶵ関

の提供する支援のタイ࣑ングについては、関係ᶵ関の支援

者と情報を⣽かに行いながら、その方向性や時期を調

整している。本人と保護者支援を提供している過程の中

なかで、中ᚰとなってこれらの状況をコーディࢿーࢺして

いくのは、ཎ๎的には障害学生相談ဨがᢸっているが、支

援の事例によっては、本人・保護者の意向や信㢗関係の構

築の状況や変によって学外の関係ᶵ関にᑟ的な立場を

お㢪いすることもある。このⅬの調整についても関係者間

で状況を共有しながら学生ཬび保護者にとってキャリアᙧ

成や就職支援をཷけやすい⎔ቃや状況の調整を行って支援

している。協働してアࢭス࣓ンࢺを行い、共通見解をᙧ成

する上では、㝈られた地域資※の中で『ၥ題を先㏦りしな

い』、『大学と地域ᶵ関でそれࡒれがどのようにᙺや支

援の内容を分ᢸするか』というⅬを㍈として意識して協働

している（ᅗ４）。   

 ᅗ４ ࠕຠᯝⓗ࡞㞀ᐖ者就ປ支援のᇶᮏⓗᯟ組み  ࠖ

 㸦ྡら�2�1�㸧ࡼりฟ ➹者一㒊改変 

 

３ ༠ാしたࣜࣕ࢟支援のᒎ㛤と課題 

協働したキャリア支援を実施する上で、連ᦠをᐦにする

ほど生ࡌた業ົ㈇ᢸឤは、情報共有に関わる作業であった。

関係ᶵ関との協働において相のᶵ⬟を活用しきれなかっ

た事例では、情報共有や支援会議の日程調整業ົの↹㞧さ

などがあり、関係ᶵ関との情報共有の不㊊や支援方向やそ

の進度の共有が不㊊していたことがཎᅉであった。現在、

学内の障害学生支援ᢸᙜ者は１ྡであり、関係ᶵ関との連

ᦠをすてᢸっている。そのため持続ྍ⬟な協働体制構築

の基┙としては、⬤ᙅである。関係者との学内において関

係ᶵ関と連ᦠをᢸえる人ᮦの重ᒙ的な育成がᛴົであるこ

とが明らかとなり、また⣽かな情報共有のᙧやスࢣジࣗー

ル調整の仕方についても、ᕤኵがいる。関係者と情報共有

や支援会議のスࢣジࣗール調整について、ྛ関係ᶵ関でア

クࢭスྍ⬟なࢶールの活用なども᳨ウする必要がある。 

 

【参考文献】 

1) ྡ⏤一㑻ら㸸保་⒪、福祉、教育分㔝における障害者の

職業‽ഛと就労移行等をಁ進する地域支援のあり方に関する

研究（調査研究報告書1o134）(2017） 

 

【連絡先】 

ᒣ口（藤）明日㤶 高ᯇ大学 発㐩科学部・学生相談ᐊ 

㤶川┴高ᯇᕷ日⏫960 7el㸸087-841-3255 

e-mail㸸afujii@takamatsu-u.ac.jp 
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【Ⓨ㐩㞀ᐖがある学⏕の就職支援】 

㻵㻯㼀をά⏝したᙉみと㓄៖のሗ連ᦠについて 

㹼就職ࢢࣥࢳࢵ࣐の⤖ᯝをࡶとに㹼 

 

 （ッジࣞ࢝ン࢚ᰴᘧ会社）小川 ۑ

❑ ㈗ᚿ（ᰴᘧ会社࢚ンࣞ࢝ッジ） 
 

㸯 㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵に࠾けるⓎ㐩㞀ᐖがある学⏕の≧ἣ 

(1) 学⏕ᩘの≧ἣ 

高等教育ᶵ関には多くの障害学生が在⡠しており、その

中で発㐩障害のある大学生の人ᩘは日本学生支援ᶵ構1）に

よると平成30年度で5�063ྡ（前年ẚ⣙113㸣ቑ）とされて

いる。また、発㐩障害のྍ⬟性があり、ఱらかの支援を必

要とする学生等、いわࡺるグࣞーࢰーンの学生のᏑ在もク

ローズアップされている。これらの⫼ᬒとしては発㐩障害

者支援法の施行や、障害者ᕪ別解ᾘ法の施行によりྜ理的

㓄慮の提供がồめられ、ᅜබ立大学では提供が義ົ、⚾

立大学ではດ力義ົされたこと等が考えられる。 

一方、日本学生支援ᶵ構2）のデータから⟬出すると、卒

業後の状況として発㐩障害学生の就職⋡を見ると⣙48㸣と

なっている。一般学生の就職りᡭᕷ場という状況、また

障害学生全体の就職⋡⣙58㸣とẚ㍑すると、発㐩障害があ

る学生が社会にうまくつながっていない現状が見える。 

(2) Ⓨ㐩㞀ᐖ学⏕支援の中࡛見࠼てࡁた課題 

ᘢ社は関すをᣐⅬに2013年から発㐩障害のある大学生や

卒業生の就職支援を実施しており、就活‽ഛ講ᗙやイン

ターンシップ講ᗙ、就労移行支援事業を通して1�000ྡ以

上のⱝ者の就職をサ࣏ーࢺしてきた。 

発㐩障害のある学生や就職にᅔ㞴さをᢪえる学生は一般

雇用か障害者雇用かでᦂれており、ᘢ社としては障害者雇

用につないでいくࢽーズの対応に㝈られるという課題が

あった。また、大学との⧅がりの中で、学内の情報連ᦠの

㞴しさや卒業後に外部につないでいく際の情報連ᦠの㞴し

さをឤࡌていた。さらに、業ഃとしても学生のことがわ

からない状態では᥇用が㞴しいという課題があり、発㐩障

害がある学生の支援に様々な課題があるとឤࡌていた。 

 

㸰 ,&7をά⏝したࢢࣥࢳࢵ࣐ 

上グの課題意識から、ᘢ社にて,&7ࢶール（%oosterキャ

リア）を開発し、支援情報の✚や強みと㓄慮の見える

をᅗった。また、見えるをᅗった上で就活が出᮶る࣐ッ

 。を開ദしたࢺン࣋ングイࢳ

 㸧についてࣜࣕ࢟㸦%RRVWHU࣮ࣝࢶ7&, (1)

「%oosterキャリア」は、強みや㓄慮事㡯などを自分で

整理することがⱞᡭであったり、働く上で知っておいてほ

しい㓄慮事㡯のある学生・ồ職者が、大学や支援ᶵ関のア

た強みや㓄慮事㡯などの情ࡆイスをཷけながら✚み上ࣂࢻ

報を自分で管理し、支援ᶵ関や業に情報を共有、業と

の࣐ッࢳングができる「支援グ㘓共有ᆺ」就活サイࢺであ

る（ᅗ１）。 

 

 

ᅗ㸯 %RRVWHUࢪ࣮࣓ࣜࣕ࢟ᅗ 

 

 についてࢢࣥࢳࢵ࣐ (2)

就職のᅔ㞴さについて課題意識を持ち、平成30年２月

に計３回、働き࡙らさをᢪえた人を安ᚰして社会に㏦り出

す࣐ッࢳング会を実施した（障害者雇用ᯟ２回、一般雇用

ᯟ１回）。イ࣋ンࢺについては高等教育アクࢭシビリティ

プラッࢺフ࢛ームがദし、大㜰ᗓ、京都ᗓ、ジョブジョ

インࢺ大㜰、一般社ᅋ法人アクࢭシビリティ・コンࢯーシ

アムの協力として実施をした（ᅗ２）。 

 ⏕ᑐ㇟学 

発㐩障害のデ᩿がある。もしくは働き࡙らさをᢪえた卒

業年次の学生 

 時ᮇ 

平成31年２月 計３回 

参ຍ者 ࢘  ᩘ

大学25校、学生34ྡ、業17社 

 ᪉ἲ ࢚

本イ࣋ンࢺについては‽ഛフ࢙ーズと࣐ッࢳングフ࢙ー

ズのつに分かれると考える。まず、‽ഛフ࢙ーズとして

学生が自㌟の情報を✚・整理してくるようにし、大学の

支援者と共に自己35や㓄慮事㡯を%oosterキャリア上にグ

㍕してきてもらった。次の࣐ッࢳングフ࢙ーズでは学生の

多様なࢽーズに対応するため、障害者雇用・一般雇用ྵめ

て」ᩘの㑅ᢥ⫥を用意した。 
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ᅗ㸰 ࢢࣥࢳࢵ࣐ᴫせ 

 

  ᯝ⤖ ࢜

参加者34ྡのうち、28ྡが社会資※につながる結果が生

まれた。まず、業に内定をした学生ᩘは11ྡ（一般就労

４ྡ、障害者雇用７ྡ）であった。そのうち、㸷ྡが実際

に就職をした。次に内定は取れなかったものの、福祉ᶵ関

や地域の就職支援ᅋ体などに17ྡが⧅がった。６ྡについ

てはその後の連絡が取れず、確認が出᮶なかった。 

   

３ 考察 

参加者34ྡの結果について、᥇用につながった事例につ

いて⦪㍈を社会㐺応度、ᶓ㍈を専門性としてࢺ࣐リックス

で整理すると、ボリࣗームࢰーンが３つあった（ᅗ３）。 

(1) ,7⣔の㞠⏝㸦一⯡�㞀ᐖ㸧  

業ഃが学生の専門性をホ౯し、社会性については

Ṍみᐤったことで࣐ッࢳングした。 

(2) 事ົ⣔の㞀ᐖ者㞠⏝  

就職活動が上ᡭくいかなかった経験から本人の自己

理解が進ࢇでおり、それを業にఏえることができた

ことで࣐ッࢳングした。 

(3) 㞠⏝に⮳ら࡞かࡗたᒙ  

就職活動に全く取り組めておらず、特に本人の自己

理解がὸいと、業ഃはリスクをឤࡌやすい。このᒙ

については、࣐ッࢳングのᶵ会だけでは㞴しいという

ことがわかった。 

 

 

ᅗ３ ࢢࣥࢳࢵ࣐⤖ᯝの３࣮ࢰ  ࣥ

 

４ 後の課題と取り組み 

ールを使った情報の見えると、情報共有を行うࢶ7&,

場としてイ࣋ンࢺをすることで、卒業間㏆で進㊰ᮍỴ定で

あった学生の中から社会につながるᒙが一定ᩘいることが

わかった。しかし、課題を㋃まえた取り組みが今後も必要

と考える。 

(1) 後の課題 

‽ഛフ࢙ーズにおける学内での‽ഛ支援や、࣐ッࢳング

までに⮳れない学生のサ࣏ーࢺ、専門性に基࡙いた㑅ᢥ

⫥の提♧、アࢭス࣓ンࢺの共通言ㄒ、定╔支援の仕組み

࡙くりが必要となる等、今後に向けての課題がṧる。 

(2) ᮾྡ㜰࡛のࢢࣥࢳࢵ࣐㛤ദ 

働き࡙らさをᢪえた学生のᩘはቑえていることからも、

より多くの学生にᶵ会を提供する必要があると考えており、

2019年度は、関東、東ᾏ、関すで࣐ッࢳングのᶵ会をቑや

していく。そのためにはྛ地域において、学生に提供でき

る㑅ᢥ⫥を作り上ࡆる必要があり、ᘢ社だけでは㝈⏺があ

ると考える。ࢭーフティーࢿッࢺとなるྛ地域の福祉ᶵ関

や業、大学と連ᦠを行い、働き࡙らさをᢪえた学生を中

ᚰとしたࢿッࢺワーク作りをしていくことが今後の取り組

みとなる。 

(3) ⚟♴ᶵ㛵࡛の,&7࣮ࣝࢶά⏝ಁ㐍 

今後は就労移行支援事業所等から業の就職において

も,&7ࢶールを活用したジョブ࣐ッࢳングを行い、業開

ᣅやジョブ࣐ッࢳングの㉁の向上にᐤできるように、㈶

ྠ㡬ける福祉ᶵ関とともに研究を進めていきたいと考える。 

 

【参考文献】 

1)2）日本学生支援ᶵ構 「平成30年度 大学、短期大学ཬび高等

専門学校における障害のある学生のಟ学支援に関する実態調

査結果報告書」 
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ᗣᩱ理ᩍᐊをと࠾したⓎ㐩㞀ᐖ者にᑐࡍる♫ⓗ支援に㛵ࡍる◊✲ 
 㹼ᗈỗᛶⓎ㐩㞀ᐖ者にᑐᛂしたࣞࣆࢩの᳨ウ㹼 

 

 ᳃本 ᜤ子（⨾作大学 教ᤵ）ۑ

ᐑཎ බ子（᱒生大学） 
 

㸯  ࡌࡣめに 

平成16年に発㐩障害者支援法が制定され、発㐩障害者の

定義や社会福祉法の確立により支援が充実してきた1)。 

 一方で、ಶ別によるᗣ㠃の支援は不十分であり、㟷年

期の発㐩障害者の㣗生活は、೫㣗や過㣗などの㣗行動の೫

りや生活習័の᪩期⨯ᝈ等のၥ題が指されている2)。 

 そこで、発㐩障害者のᗣ支援の一⎔として、 自立

に向けて一人で調理ができるようにするための支援方法と

対㇟者の特性3)に対応した࢜リジࢼルࣞシࣆを作成し、

ᗣ料理教ᐊ（以ୗ「教ᐊ」という。）を開ദしてきた。こ

れまでの教ᐊ開ദをり㏉り、対㇟者の特性に対応したࣞ

シࣆ、参加者の調理ᢏ⾡や㣗意識の自立度のホ౯を行った。 

 

㸰 ◊✲᪉ἲ 

(1) ᑐ㇟ཬびᐇᮇ㛫 

平成22年㹼平成29年のẖ年５㹼㸷月の期間において年㸶

回、ᒸᒣ┴部に在ఫするᗈỗ性発㐩障害者でྛ支援ᶵ関

の推⸀があり連続参加がྍ⬟な方を対㇟とした。 

(2) ෆᐜ 

教ᐊの開ദは、協力ᶵ関との⏬会議で対㇟者のᒓ性等

の共通理解をᅗり、支援方法ならびに㐠Ⴀ上のၥ題Ⅼを᳨

ウし実施した。参加者にとって調理実習が成ຌ体験となり、

自立に向けて一人で調理ができるようにするための支援方

法を᳨ウし、支援プログラムを実施した。また、支援プロ

グラムで活用したࣞシࣆを一の本にまとめた。 

(3) ༠ຊᶵ㛵ཬび༠ຊ者 

おかやま発㐩障害者支援ࢭンター┴支所を中ᚰに⨾作

地域の発㐩障害者支援ᶵ関の支援者ཬび本学㣗≀学科教ဨ

や２年㹼４年生の学生ボランティアの協力をᚓて実施した。 

 

３ ⤖ᯝ 

(1) ᩍᐊの支援᪉ἲの᳨ウ 

調理の⊩立作成と作り方を♧した専用ࣞシࣆを作成し、

ಶ々に㐺した支援方法を᳨ウした。 

 献立ෆᐜの᳨ウ㸦一㐌㛫ศ㸧 

７回の実習が自Ꮿでの調理のᡭがかりになるよう、⊩立

では㣗ᮦ㑅定、ษり方、調理方法など試作を重ࡡて᳨ウし、

一㐌間分の⊩立表となるように作成した（表１）。 

 の᳨ウࣆࢩⓎ㐩㞀ᐖ者の≉ᛶにᑐᛂしたࣞ 

参加者の特性に㓄慮したⅬは次の通りである（ᅗ）。 

⾲㸯  一㐌㛫ศの献立⾲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᅗ Ⓨ㐩㞀ᐖ者の≉ᛶにᑐᛂしたࣞࣆࢩ 

 

1) ࣞシࣆの１から㡰に調理を進めれば᭱後に３㹼４ရの 

料理が成するようにした。 

2) ᅗや┿をධれて視ぬ的にわかりやすくした。 

3) 調理ẁ㝵をⰍで♧し終わりがわかるようにした。 

4) 作り方の₎Ꮠにルビをつけてㄞみやすくした。 

5) ᭕な調理用ㄒは試作を行いᩘ್した。 

 ける支援᪉ἲの᳨ウ࠾ㄪ理に ࢘

調理支援の方法は、関係ᶵ関の支援者の指ᑟ・ຓ言をཷ

け、自立に向けての支援方法を᳨ウし実践した。 

(㺏) 㞄࡛⣽かいࢺ࣮࣏ࢧ (ึᚰ者に向け)  

調理サ࣏ーターは参加者の㞄に⨨し、サ࣏ーターがࣞ

シࣆを指でなࡒりながらኌに出してㄞみ、１つずつの調理

を確認し、調理をᡭఏいながら進めた。 

(㺐) 㞄࡛見Ᏺりࢺ࣮࣏ࢧ㸦自立の‽ഛẁ㝵㸧 

参加者の㞄に⨨し、調理を見守り必要に応ࡌてኌかけ 

や調理のᡭఏいを行い、自立の‽ഛをした。 
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(㺑) ᑐ面࡛見Ᏺりࢺ࣮࣏ࢧ㸦自立を目ᣦࡍ㸧 

参加者の対㠃に⨨し、㊥離をとって調理を見守り、必

要に応ࡌてኌかけをして自立を目指した。 

(2) ᩍᐊの支援࣒ࣛࢢࣟࣉ 

 参加者一人に１ྎの調理ྎで、学生調理サ࣏ーター１ྡ

とࣞシࣆを活用し⣙２時間の調理を実施した。 

 ᐇ࣒ࣛࢢࣟࣉᩍᐊ㛤ദの支援 

参加者が安ᚰして調理ができるプログラムを作成した

（表２）。 

 

⾲㸰 ᗣᩱ理ᩍᐊの支援࣒ࣛࢢࣟࣉ 

᪥⛬ ᨭෆᐜ 

㻝㻜㻦㻜㻜䡚   㛤⾜㻔᪥⛬ㄝ᫂䚸⮬ᕫ⤂㻕 

㻝㻜㻦㻝㻜䡚 ㄪ⌮ᐇ⩦䛾䝫䜲䞁䝖ㄝ᫂䛸ᐇ₇ 

㻝㻜㻦㻟㻜䡚 ㄪ⌮ᐇ⩦㻔㻝㣗ศ䛾⊩❧㻦㻟䡚㻠ရ㻕 

㻝㻞㻦㻟㻜䡚 㣗㻔ཧຍ⪅䞉䝃䝫䞊䝍䞊䞉䝇䝍䝑䝣㻕  

㻝㻞㻦㻡㻜䡚 ᗣㅮヰ㻔ᰤ㣴ሗ䛾ᥦ౪ 㻕  

㻝㻟㻦㻜㻜䡚 ∦䛡 ཧຍ⪅䜈䛾⪺䛝ྲྀ䜚ㄪᰝ 

 

 ㄝ᫂とᐇ₇ࢺ࣏ࣥㄪ理ᐇ⩦の 

実習前に調理ルールや調理࣏インࢺをᅗでㄝ明し、㔝⳯

のษり方やὀ意が必要だとᛮわれるಶ所は実₇を行った。 

 けるᑓ㛛ⓗ支援者の見Ᏺり࠾ㄪ理中に ࢘

調理中は、参加者と学生サ࣏ーターがၥ題なく調理ができ

ているか、支援方法は㐺ษか、専門の立場で支援者が見守り、

教ᐊ終了後の࢝ンフࣞンスで指ᑟ・ຓ言をཷけ、ၥ題Ⅼ等

は改善し、次回の支援に活かすようにした（┿１）。 

┿㸯 ㄪ理中の支援者の見Ᏺり 

 

 るᰤ㣴ሗのᥦ౪ࡍᗣに㛵 ࢚

ᗣ意識向上のため、ẖ回の料理は生活習័の予防に

なることをᅗや┿でఏえ、確認のために資料を㓄ᕸした。 

(3) 支援のホ౯ 

教ᐊ終了後には、学生サ࣏ーターと関係ᶵ関の支援者と

で、調理のᡞᝨい、㹆㹃㹊㹎サイン、ࣞシࣆの理解度、サ

ーターの立ち⨨（㞄・対㠃）、会ヰ等をヰしྜい、専࣏

門的なຓ言をཷけ、自立に向けた支援を᳨ウし、実践した

（┿２）。また、参加Ṕ７年のＣさࢇのホ౯を年次別に

まとめた（表３）。 

(�) Ⓨ㐩㞀ᐖ者の≉ᛶにᑐᛂしたࣞࣆࢩ㞟のⓎ行 

教ᐊに参加できない人のためにࣞシࣆの要ᮃがあり、７

回分の⊩立ࣞシࣆを一のࣞシࣆ集にまとめ、活用の解ㄝ

書もῧして関係ᶵ関㓄ᕸした（┿３）。また、本学 

 

┿㸰 Ａさんの例� ึ参ຍ࡛ㄪ理⤒㦂↓し 

┿㸰 Ｂさんの例� 参ຍṔ㸰ᖺ࡛ㄪ理がዲࡁ 

⾲３ Ｃさん 参ຍṔ㸵ᖺのホ౯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

┿３ Ⓨ㐩㞀ᐖ者の≉ᛶにᑐᛂしたࣞࣆࢩ㞟とゎㄝ᭩ 

 

のリ࣏ジࢺリにᥖ㍕し、ᕼᮃ者は㝶時必要な᭙日のࣞシࣆ

を活用できるようにした（https://mimasaka.repo.nii.ac.jp䠅䚹 

 

４ まとめ 

䐟 Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅䛾≉ᛶ䛻ᑐᛂ䛧䛯䝺䝅䝢䛿㔜せ䛷䛒䛳䛯䚹 

䐠 ᩍᐊ䛿ཧຍ⪅䛾ㄪ⌮ᢏ⾡䛸㣗ព㆑䜢ྥୖ䛥䛫䛯䚹 

䐡 ᩍᐊ㐠Ⴀ䛿ᨭᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ䛜ᚲせྍḞ䛷䛒䛳䛯䚹 

䐢 ᩍᐊ䜢㏻䛧䛶ᡂ䛧䛯䝺䝅䝢㞟䛿䚸ᚋ䚸୍ே䛷ᩱ⌮䜢

స䜚䛯䛔䛸ᛮ䛖ே䛾୍ຓ䛸䛺䜜䜀ᖾ䛔䛷䛒䜛䚹 

 
【参考文献】 
1) 内㛶ᗓ「平成29年版 障害者ⓑ書」p.29-32 

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h29hakusho/
]enbun/indexpdf.html  

2) 内㛶ᗓ「平成29年版 障害者ⓑ書」p.143-144 
3) 内㛶ᗓ「平成29年版 障害者ⓑ書」p.33-35 
 
【連絡先】 
᳃本 ᜤ子（⨾作大学生活科学部㣗≀学科） 
e-mail㸸morimoto-k@mimasaka.ac.jp 
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就ປ移行支援事ᴗᡤに࠾ける職ᴗ‽ഛᛶの取り組み 
㹼㻭㻿㻰者のࣝ࢟ࢫࢺࣇࢯのࢺ࣓ࣥࢫࢭ㹼 

 

 今ᮧ ㈗⨾子（特定㠀Ⴀ活動法人クロスジョブ クロスジョブሜ）ۑ

 加ὠ間 ឡ（特定㠀Ⴀ活動法人クロスジョブ クロスジョブᱵ田）ۑ

℈田 ⚽ （特定㠀Ⴀ活動法人クロスジョブ） 

◁川 ⴥ （特定㠀Ⴀ活動法人クロスジョブ クロスジョブሜ） 
 

㸯 目ⓗ 

㏆年、働くことをᕼᮃすれば誰でも働ける時௦になって

きている。しかし、新ධ社ဨの３人に１人は３年以内に離

職している現状があり１)、障害の有無に関係なく就職後の

定╔⋡が課題である。一方で、就労移行支援事業所を用

しても、１年後の定╔⋡は72㸣である２)。このᩘᏐの⫼ᬒ

には、年度より就労移行支援事業の基本ホ౯が６ࣨ月継

続就業者ᩘに変更され、障害者雇用のᛴ⃭なᣑがりも相

まって、職業‽ഛ性が伴わないまま就職に⮳ってしまう現

状があるのではないかと推ᐹする。 

ᱵỌ・口によると３)、ハーࢻスキル（㸻職ົ㐙行スキ

ル）ではなく、日ᖖ生活⬟力や対人関係など就労生活に間

᥋的に関連するࢯフࢺスキルが離職理⏤として多くᣲࡆら

れており、就労移行支援事業所ではࢯフࢺスキルのアプ

ローࢳが重要だと考える。 

本研究では、就労移行支援事業所でࢯフࢺスキルをどう

㌟につけていくのか、ルールブック、日報、体調管理表な

どのࢶールの使用、㠃談を通ࡌた本人のẼきなど、クロ

スジョブの‽ഛ性支援を報告することを目的とする。 

 

㸰 ࣈࣙࢪࢫࣟࢡの支援 

支援のὶれを表に♧す。平成30年度の平ᆒ用月ᩘは

14.5月（用期間を㉸えて就職できなかった方は㸮ྡであ

る）。事業所内訓練、施設外就労訓練、業実習を通ࡌ、

ハーࢻスキルだけではなく、ࢯフࢺスキルのアࢭス࣓ンࢺ

にも力をධれている。また、㐌１回ᢸᙜ支援者と㠃談を行

うことで、訓練と相談の連続的な支援を行っている。 

 

 の支援のὶれࣈࣙࢪࢫࣟࢡ ⾲

⏝㛤ጞ䠄䠏䡚䠒䞄᭶䠅 

⫋ሙ䛻ఝ䛫䛯⎔ቃ䛷ಶูカ⦎䜢ᐇ䛧䚸䜸䝣䜱䝇䛷ឤ䛨䜛䝇䝖䝺

䝇䜔Ᏻ䚸ㄆ▱䛾䝈䝺䜢㠃ㄯ䛷⪺䛝ྲྀ䜚䚸ᐤ䜚ῧ䛔䛺䛜䜙ᩚ⌮䜢

䛩䜛䚹䜎䛯䚸ᴗぢᏛ䜔ᐇ⩦䛺䛹䛾ḟ䛾䝇䝔䝑䝥䜈㐍䜐䛣䛸䛻⥭

ᙇ䜔Ᏻ䛜䛒䜛᪉䜒ከ䛔䛯䜑䚸タእカ⦎䈜䜈ཧຍ䛾ᶵ䜢

స䛳䛶䛔䜛䚹 

ᴗᐇ⩦䠄䠏䡚䠒䞄᭶䠅 

ᴗ䛾ᢸᙜ⪅䛸䛾㛵䜟䜚䜢㏻䛨䛶䚸సᴗ䛾ᚓᡭᚓᡭ䜔ᐇ㝿䛾

♫䛷䛾ㄢ㢟䜢▱䜛䚹ᐇ⩦⤊ᚋ䛿ᴗ䛾ᢸᙜ⪅䜘䜚㻔㻝㻕᪥ᖖ䞉

♫⏕ά䛸⾜ື㻔㻞㻕ᴗົែᗘ䞉ᴗົ⬟ຊ䛾ホ౯䜢㡬䛟䚹ᐇ⩦ホ౯

䜢䜒䛸䛻䚸ᮏே䛸䛂ᐇ⩦๓䛻❧䛶䛯┠ᶆ䛻ᑐ䛩䜛㐩ᡂᗘ䛃䛂ᐇ⩦䛷

䛷䛝䛯䛣䛸䛃䛂ḟ䛾䝇䝔䝑䝥䛸䛧䛶㡹ᙇ䜛䛣䛸䛃䛺䛹䚸䜚㏉䜚䜢ᐇ

䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᑵປពḧ䜔⮬ᕫຠຊឤ䜢㧗䜑䛶䛔䜛䚹 

ᑵ⫋άື䠄䠏䡚䠕䞄᭶䠅 

カ⦎䜔ᐇ⩦䜢㏻䛨䛶䚸ᮏே䛸ᩚ⌮䜢㔜䛽䛶䛝䛯䛣䛸䜢⮬ᕫ⤂

䝅䞊䝖䠄䠙㻔㻝㻕䛷䛝䜛䛣䛸㻔㻞㻕ⱞᡭ䛺䛣䛸䛸䛭䛾ᕤኵ㻔㻟㻕㓄៖Ⅼ䜢䜎䛸䜑

䛯䜒䛾䠅䛻グ㍕䛧䚸ᴗ䛾ᢸᙜ⪅䛻⮬ศ䛷ㄝ᫂䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛶

䛔䜛䚹䜎䛯䚸⫋ሙ䛸䛾䝬䝑䝏䞁䜾䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸ᨭ⪅ᐇ⩦䚸㞠⏝๓

ᐇ⩦䜔䝖䝷䜲䜰䝹㞠⏝䜢⤒䛶䚸ᑵ⫋䜢┠ᣦ䛩䚹 

ᐃ╔ᨭ 

ᴗ䛻ᮏே䛸䛾㛵䜟䜚᪉䜢ᥦ♧䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᴗ䛾㞠⏝⟶⌮䛾䜒

䛸ാ䛝⥆䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻ㄪᩚ䜢ᅗ䜛䚹 

ͤ施設外就労訓練 

事業所ごとに⥺㤶の⟽ワめ、ス࣏ーࢶジムでのタ࢜ルたたみ

作業に取り組ࢇでいる。グループ作業のため、協調性や上ྖ・

ྠとのきྜい方など、業でのる⯙い方を学ぶことがで

きる。また、指♧者は事業所の支援ဨのため、安ᚰしてኻᩋで

きる⎔ቃを設定している。 

 

３ 事例⤂ 

(1) 㡹ᙇりࡂࡍるＡさん 

 ᑐ㇟者 ۃ

ࣘキ（௬ྡ）、20௦ዪ性。㻭㻰㻴㻰。学校では大きなᅔり

ごとなく一般大学を卒業し、一般就職。ఱ度ὀ意をཷけて

も࣑スがなくならず、ྠの່めもありཷデ。㻭㻰㻴㻰のデ

᩿をཷける。その後、離職。ྏ㈐をཷけたことで自信をな

くし、ᘬきこもりになる。発㐩障害者支援ࢭンターに相談

に行き、自分にあった働き方を知りたいとẼきがあり、

用開始となる。支援者から見るとできていることが多く

あったが、自分に自信がなく、ᐈほ的に見る㞴しさがあっ

た。また、不安ឤからཎᅉが分からない体調不良をッえる

こともあった。 
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 ࡁ⥆ᡭ ۃ

平日の㐌５日、9時30分㹼15時30分の訓練に参加。 

【యㄪ管理⾲】 

自分の体調を管理・ཎᅉをᢕᥱするために、ࠝኳẼ・Ẽ

 ・訓練内容・体調・状態や対策ࠞをグධできる体調管理

表を作成。㠃談の中で体調管理表をもとに支援者と一⥴に

り㏉り、(1)Ẽᅽの変でᙳ㡪をཷけやすいこと、(2)㐌

ᮎになると⑂労ឤがቑしていることが分かった。休᠁を取

りධれながら訓練を行うことにより、(1)(2)ともにᙳ㡪が

少なくなることにもẼかれ、訓練目標に設定し取り組む。

また、ྠ様の目標で業実習に参加し、『120㸣で㡹ᙇり

すࡂている。ありのままで⣲ᬕらしい』と業からホ౯を

もらい、「無理をして今まで過ごしてきたが、ありのまま

の自分をホ౯してもらえたことが一番Ꮀしかった。自信を

取りᡠせたẼがした。」とヰされ、大きな✭をᚓた。 

 ᯝ⤖ ۃ

業見学６社、業実習２社（雇用前実習１社）を経て、

用11࢝月で᥇用を⋓ᚓした。業の中で相談をしながら

自分の࣌ースで作業をすることに取り組み、現在も働き続

けることができている。体調管理表の作成ᙜ初はࢶールあ

りきだったが、自分でグධしり㏉り、ཎᅉを探ることで

自己理解に⧅ࡆることができ、本人にྜった働き方を見つ

けることができた。 

 

 たＢさんࡗ࡞に࠺ࡼを⏝して見㏻しをᣢてる࣮ࣝࢶ (2)

 ᑐ㇟者 ۃ

キ（௬ྡ）、20௦⏨性。㻭㻿㻰者。ᗂ少期から家族や࢜ࢼ

࿘りのサ࣏ーࢺをཷけながら過ごしてきたため、就職に向

けても支援ᶵ関のサ࣏ーࢺが必要とឤࡌられ、用に⧅が

る。作業⬟力は高かったが、就労経験がなく、ࢯフࢺスキ

ルに課題があった。 

 ࡁ⥆ᡭ ۃ

「ྠ⣭生と一⥴に大学を卒業するタイ࣑ングで就職した

い」とのᕼᮃがあり、大学４年時のኟ休みからクロスジョ

ブᱵ田を用。卒業に必要な༢を取ᚓできていたため、

平日の㐌５日、9時30分㹼15時30分の訓練に参加すること

ができた。 

 【ࢡࢵࣈ࣮ࣝࣝ】

用開始┤後はイࣖ࣍ンを╔けながらᣵᣜするなどの行

動が見られた。また、予していないことが㉳きた時に↔

りから大ኌで報告するなどの行動も見られた。㠃談では、

キが取る行動の意を確認した上で、࿘囲の人からど࢜ࢼ

う見られるのかを提♧し、௦わりになるᡭẁを考え、ルー

ルブックにⴠとし㎸ࢇでいった。௦᭰ᡭẁを考えることで、

✺発的なことが㉳きても見通しが持てるようになり、ⴠち

╔いて対ฎできるようになった。 

 ᯝ⤖ ۃ

業実習６社７回（雇用前実習３社）を経て、用１年

７ࣨ月で᥇用を⋓ᚓした。用開始ᙜ初は、作業経験を✚

めば就職できるとᛮっていた࢜ࢼキだったが、訓練や実習

を通ࡌて「自分は予めルールỴめをしていると安ᚰして仕

事に取り組める」というࢯフࢺスキル㠃のẼきに⧅ࡆる

ことができた。また、実習を重ࡡるẖに自分から業の

ルールを明確にしようと業のᢸᙜ者に㉁ၥができるよう

になった。現在もルールブック（㻹㼥ࣀーࢺ）を活用しな

がら、働き続けることができている。 

 

４ 考察 

事例で支援に使用したࢶールを⤂介したが、ࢶールあり

きの支援では本人のẼきに⧅がらず、就職後にも訓練期

間とྠ様のၥ題が生ࡌ、離職に⧅がりやすいと考える。そ

のため、就労移行支援事業所では、本人の自己理解を῝め

ながらࢯフࢺスキルアプローࢳしていくことが重要であ

る。自己理解を῝めるには、訓練だけではなく、実体験が

必要であると考える。また、実体験を通ࡌてᚓたことを支

援者がいかにり㏉るかが重要である。 

クロスジョブでは１人ᩘ社、体験実習を経験した後に就

職活動にບࢇでおり、訓練と実習の連続的支援に取り組ࢇ

でいる。本研究で実習の取り組みを⤂介したが、実習前に

本人と目標を設定し、実習後にり㏉る時間を設けている

ことや、実際に業ホ౯をཷけることで、本人が自分の強

みにẼいたり、課題に向きྜったりするᶵ会が作れてい

る。また、就労移行期間に多様な経験を✚むことは自己理

解を῝めるだけでなく、就労後も⡆༢にᢡせず、㛗く働

き続けることができるのではないかと考える。 

 

【参考文献】 

1) 厚生労働省: 新規学卒就職者の在職期間別離職⋡の推移 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00001

37940.html (㜀ぴ日㸸2019年8月12日) 

2) 障害者職業⥲ྜࢭンター㸸障害者の就業状況等に関する調査

研究�調査研究報告書1o.137 (2017) 

3）ᱵỌ㞝・口ಟ一㸸アス࣌ル࢞ーೃ⩌に特した就労支

援ࣗࢽ࣐アル(63,''-職業࢘࢝ンࢭリングからフ࢛ローアップ

まで�明▼書ᗑ(2018) 
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Ⓨ㐩㞀がい者の⥅⥆ⓗ࡞職ᇦ㛤Ⓨとᐃ╔支援άືについて 

 

 （サービス部 部㛗ࢻアー࢙ᒸᒣシ ࢺス࣓イࢿビジࢭッࢿ࣋ᰴᘧ会社）さࡄᒣ川 ちۑ
 

㸯 Ⓨ⾲㦵Ꮚ 

㛗期雇用を実現している発㐩障がい者について、継続的

に実施している職域開発と支援活動、課題解Ỵ法について、

ල体的な事例をえて発表する。 

 

㸰 事例のᴫせ 

(1) ධ♫時の≧ἣ 

Ａ(⏨性)ධ社 11 年目 ⢭⚄保福祉ᡭᖒ２⣭発㐩障が

い。2006 年ᘢ社設立とྠ時に業ᅗ書㤋ᢸᙜ者としてධ

社。ᅗ書㤋システムの書⡠情報・Ⓩ㘓、㈚出本㏉༷ฎ

理・㓄ᯫ等をᢸᙜ。業ົ内容・㐺性考慮のうえでの᥇用

だったこともあり、課題はあるものの仕事内容はＡにྜっ

ていた。2010 年４月ᅗ書㤋㛢㤋に伴い㓄㌿が必要となる。 

(2) 㓄㌿後の≧ἣと課題 

⥲ົ経理⣔の事ົ௦行を行う部⨫に㓄㌿。部門としても

初めての発㐩障がいのཷけධれで、知識もなく、支援体制

も⬤ᙅだった。業ົは᪤Ꮡ業ົからษり出すᙧでᢸᙜ業ົ

をỴ定し、組みྜわせて１日の仕事とした。」ᩘ業ົを」

ᩘᢸᙜ者から┤᥋指♧をཷけながら対応をするᙧとなった

ことにより、多々ၥ題が発生した。 

ᅗ㸯 ᴗົ࣭支援ୖのၥ題Ⅼ 

 

これらに対しては、 

・業ົ指ᑟ者、支援者によるࢣース会議、対ฎ法᳨ウ 

・支援ᶵ関との定期的な࣑ーティング 

・障がい特性の勉強会の実施 

等により、業ົ㐙行上のルールỴめや本人の指ᑟ・ຓ言

の⤫一などを行っていった。多々施策を重ࡡるなか、課題

はあるものの、ົの安定や一定ࣞ࣋ル以上の業ົ㐙行は

できるようになった。スࢣジࣗールボーࢻは、本人も自分

がやりやすいということを発見でき、現在も用している。 

 ᅗ㸰 改善⟇ 相談先࣭ࢻ࣮࣮࣎ࣝࣗࢪࢣࢫ 

 

  
ᅗ３ ኌかけの᪉ἲ 

 

３ ᙉみを⏕かした職ᇦ㛤Ⓨ 

時間をかけて習ᚓした業ົも、システムや業ົ改㠉に

よりᗫṆ、⦰小、という事態が頻⦾に発生し、都度ఱをᢸ

ᙜしてもらうかをᝎむようなことも㉳こった。業ົのᒣ㇂

の関係で対応時間も定まらず、⣽ษれで多✀多様な業ົを

組みྜわせて１日を過ごすことは、特性上、本人も支援者

も大変やりにくい状況であったため、ఱとか１日の͆᰾͇

になるような仕事が必要、というᛮいだった。 

⢭⚄的な不安定さやできないことに目が行きがちだが、

日々のົの中で、Ａのよくできること、強みを指する

ኌも出るようになり、ᛮいษって、それまでリーダーがᢸ

ᙜしてきた࢙ࢳック業ົをᢸᙜしてもらう、という構に

⮳り、試してみることにした。 

業ົᘬ継ࡂ時には、特性上の㓄慮はㄽだが、意識を上

てもらうことにもὀ力した。Ａのどういうよいところをࡆ

ホ౯しているので、その仕事をᢸᙜしてもらいたいと考え

るのか、期ᚅをఏえるとともに、業ົの⫼ᬒ、㢳ᐈとの関
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係等、仕事の全体ീを理解してもらい、作業的な対応にな

らないよう留意した。 

ᅗ４ ╔目したᙉみ 

 

業ົᘬ継ࡂにあたっては、 

・ẁ㝵的に、時間をかけてᢸᙜ業ົをቑやす 

ック体࢙ࢳの不安をᡶᣔするため、必ずダブルス࣑・

制をする（安ᚰさせる） 

・㹍㹉㸭㹌㹅 がはっきりしないものはุ᩿をỴめる 

・相談先を必ず明♧する  

・ᡭ㡰書構㐀・視ぬ 

・㉁ၥはすཷࡄける。不明Ⅼ・Ẽになることをᢪえ㎸む

時間を短くする。 

等に留意した。結果、╔実に実行できることがわかった。 

 

ᅗ㸳 ᪂ᴗົᢸᙜのᡂᯝ 

 

 りᏳᐃしたົᐇ⌧のための取り組みࡼ ４

㈐௵のある仕事のうえ、イࣞࣗࢠラーな事㇟の発生や、

ᾘ㈝⛯ቑ⛯やルール改定による業ົ仕様変更もあり、 
・⥭ᙇឤの連続による⑂労の✚、その自ぬのⷧさ 
・過度な確認行動 
・情報共有などྠとのコࢣࢽ࣑ࣗーションの在り方 

等において、࢞ࢿティブな行動が㢧在している。 
ᅔりごとの対ฎ法は、支援ᶵ関や་に相談してຓ

言を௮ࡂ実行してきたが、本ᙜに必要な時にỴめたことを

実行するのは㞴しい。そこで改めて、ᅔりごとが発生した

際の対ฎ法としてクライシスプランの策定を‽ഛしている。 
 

ᅗ㸴 ࣥࣛࣉࢫࢩࣛࢡ⣲ 

 

㸳 ࠾わりに 

発㐩障がい者にとって、生き࡙らさや不調不安との対ฎ

法はおそらくỌ遠のテー࣐だろう。そのような中㛗期雇用

が実現できているのは、これまで支援指ᑟに関わった方々

の⢓り強い対応と試行㘒ㄗの結果もあるが、本人の「働き

続けること」に対するẼ持ちの強さでもあると考えたい。 
一方Ａがᢸᙜしているような事ົ⣔業ົは、ＡϨやテク

。ロジーの発㐩により、今後さらに大きな変㠉を㏄えるࣀ

㹎Ｃを使った一般的な事ົ作業はなくなり、ᡃ々はᖖに職

域の開発に㏕られるだろう。 
そࢇな状況においても、ᡃ々障がい者雇用を推進する事

業所は、先を見ᤣえつつも、今┤㠃している変に応ࡌて

ᙼらがᚑ事できる仕事を開発し続け、安定した成果を発

できるよう、指ᑟ支援していく必要がある。年度ᘢ社が

スター発表させていただいた㹐㹎Ａの活用による職域ᣑ࣏

大と支援強も実⦼が出ている。 
ᙼらの成㛗と事業のᣑ大を୧立させることに、大きな使

ឤやᡃ々自㌟のやりがいもឤࡌながら、会社活動を継続

していきたいと考える。 
 

【⤂㈨ᩱ】 

第26回職業リハビリテーション研究・実践発表会 発表ㄽ文集 

 17 $,(53$)の活用による障がい者の職域ᣑ」「スター発表࣏」

大と支援強の取り組み」 

 

【連絡先】 

ᒣ川 ちࡄさ 

ओࢿ࣋ッࢭビジࢿス࣓イࢺ ᒸᒣシ࢙アーࢻサービス部 

e-mail㸸chigusa@mail.benesse.co.jp 
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 るయ㦂ᆺ㼂㻾ᩍᮦの㛤Ⓨ࠼るカ⦎⏕のᣦᑟἲを考ࡍ㓄៖をᚲせと࡞ู≉

 
 藤田 ⣖（職業⬟力開発⥲ྜ大学校 教ᤵ）ۑ

῝Ụ ⿱ᛅ・▼ཎ まほろ・୕ᶫ 㑳（職業⬟力開発⥲ྜ大学校） 
 

㸯  ◊✲の⫼ᬒと目ⓗ 

特別な㓄慮を必要とする訓練生（以ୗ「㓄慮訓練生」と

いう。）の指ᑟ法にᝎむ職業訓練指ᑟဨ（以ୗ「指ᑟဨ」

という。）は多い。㓄慮訓練生は、ឤぬ的に学ぶことがⱞ

ᡭであり、視ぬ的に明♧したᙧで学ばせるなどの㓄慮を必

要とする。発㐩障害者のఝ的な体験は、障害特性の理解

やᚰ構えを学ぶためにᙺ立つと考えられており、これまで

多くのఝ体験プログラムが開発されてきた。ఝ体験プ

ログラムは、⟄やᡭ⿄などの㌟㏆な㐨ල1)を使ったものか

らVRなどのITᶵჾ2)を使ったものまで多様である。㏆年で

は、グループでᙺをỴめて、対人相の文⬦で、࢚ス࢝

ࣞーࢺにᝏしていく状況を㏣体験するプログラムも開発

されている3)。しかしながら、これらのఝ体験プログラ

ムから指ᑟဨがල体的な指ᑟ法を見い出すことはᅔ㞴であ

る。 

本報では、体験ᆺVR教ᮦを用した㓄慮訓練生の指ᑟ

法を学ぶ指ᑟᢏ法訓練を⤂介する。訓練で学ぶ指ᑟ法は、

㓄慮訓練生の⊂り立ちを฿㐩目標に設定している。ここで

学ぶ指ᑟ法とは、指ᑟဨの方␎をᡭ本に一人ࡦとりの訓練

生が自己調整方␎の確立を目指していくものである。 

  

㸰 య㦂ᆺ㼂㻾ᩍᮦを⏝したᣦᑟᢏἲカ⦎ 

(1) ᣦᑟᢏἲカ⦎の฿㐩目標 

訓練で学ぶ指ᑟ法の฿㐩目標は、㓄慮訓練生の⊂り立ち

にある。職業訓練では、訓練生に対してᡭ本を見せて、教

えすࡂず、自ら考えさせて、ᅔっていればフ࢛ローする指

ᑟが行われている。訓練生による試行㘒ㄗと指ᑟဨによる

指ᑟのࣂランスが大ษとなる。しかしながら、㓄慮訓練生

は、「ᡭ本」のどの部分に╔目してよいかが分からなかっ

たり、㏿い動きについていけなかったりするため、一人で

の試行㘒ㄗが行えない。これまでは、ఱにὀ目すきかを

明♧するᕤኵから教育ຠ果を高めるアプローࢳが取られ

てきた。しかしながら、自分にあった学びの方␎の確立が

できなければ、ᢤ本的な解Ỵにならない。そのため訓練で

学ぶ指ᑟ法は、自己調整方␎の確立を฿㐩目標に設定して

いる。 

これまでの研究から、学力ᕪの※に「方␎」が関係して

いることや「方␎」を使った指ᑟの有ຠ性が明らかにされ

ている4)。そのため本取り組みでは、一人ࡦとりの訓練生

が自分の力で多様なၥ題に対して、学習方␎を確立する職

業教育の実現を目指していく。 

 

(2) ᣦᑟᢏἲカ⦎のタィ 

インクルーシブ教育では、多ᒙ指ᑟࣔデル（RTI）が標

‽的に用されている。多ᒙ指ᑟࣔデルでは、全体指ᑟЍ

グループ指ᑟЍಶ別指ᑟの㡰番で指ᑟを行い、クラス全ဨ

の理解を目指す。訓練で学ぶ指ᑟ法は、多ᒙ指ᑟࣔデルを

使って、自己調整方␎学習 䛂 Self-Regulated Strategy 
Development」（以ୗ䛂SRSD䛃という。）を実施するもので

ある。SRSDはライティングに関する方␎指ᑟアプローࢳ

のなかで᭱も高いຠ果が確認されている5)。SRSDでは、

「作業ᅛ有の対応方␎」と「方␎使用の動ᶵ࡙け」の２つ

の視Ⅼからパフ࢛ー࣐ンス向上を目指していく。 

ᅗ１にSRSDの学習のὶれを♧す。SRSDでは、ある〇

ရ課題に対して、自分の作業と指ᑟဨの作業をẚ㍑しなが

ら学ぶ。すなわち、指ᑟဨのᡭ本作業から自分の作業方␎

を㐀する学びである。「方␎」とは「仕け方」であり、

相ᡭのOutputや自分の特性もྵまれる。そのため「方␎」

と「やり方（How to）」は別≀であるⅬにὀ意が必要であ

る。「方␎」の確立は、␗なった多様なၥ題に対しても有

ຠとなる。 

 

ᅗ㸯 㻿㻾㻿㻰䠄㻿㼑㼘㼒㻙㻾㼑㼓㼡㼘㼍㼠㼑㼐 㻿㼠㼞㼍㼠㼑㼓㼥 㻰㼑㼢㼑㼘㼛㼜㼙㼑㼚㼠㻕の学⩦のὶれ  

 

(3) ㄆ▱ሗฎ理ࣔࣝࢹの㛤Ⓨ 

一人ࡦとりの訓練生のಶ性に対応できなければ、SRSD
による指ᑟはຠ果を発しない。本取り組みでは、ಶ性

の対応は、「スキル特性」と「ឤ情」の୧㠃から⥲ྜ的に

ุ᩿するアプローࢳを取る。作業には、ಶ人の「スキル特
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性」が大きく関係し、更に、「ឤ情」も大きく関係する。

「ឤ情」とは、ᛮ考以上のఱかが関係しており、理性から

も外れたものである。そのため訓練生をὀ意῝くほᐹする

必要がある。 

ᅗ２に認知情報ฎ理ࣔデルを♧す。認知情報ฎ理ࣔデル

には、訓練生が実習の場㠃から行動に⮳るまでのฎ理ᡭ㡰

が♧されている。このࣔデルは、Cardによる認知情報ฎ理

ࣔデルを基本に設計している。認知情報ฎ理ࣔデルの認知

⣔と㐠動⣔に「スキル特性」が♧されている。「スキル特

性」は、職業訓練の現場で実際に生ࡌた192のၥ題行動事

例から要⣲㑏ඖ的に29㡯目を設定した。また、「ឤ情」は、

ARCSࣔデルの考えから「やるẼ」、「自信」、「好き᎘い」

の３㡯目を設定した。この認知情報ฎ理ࣔデルは、実地᳨

ドにより、信㢗性・ጇᙜ性の᳨ドも行っている6)。 

 

ᐇ⩦のሙ面

▱ぬ⣔

ㄆ▱⣔

ឤ᳨▱

ࣝ࢟ࢫゝㄒی
文❶のせ⣙ࡸヰڧ

ᣦ♧ㄒのゎ㔘ڧ

ᢳ㇟⾲⌧の⏝とゎ㔘ڧ

ᇶ♏₎Ꮠ⬟ຊڧ

᠈㸦⫈ぬの㸧▷ᮇグڧ

ࣝ࢟ࢫ理ㄽ࣭ᩘ学ی
ሗの⣽ศڧ

ሗの取ᤞ㑅ᢥڧ

事の㡰ᗎ立て≀ڧ

᫂Ⅼのゎ᫂ڧ

ᅉᯝ㛵ಀのゎ᫂ڧ

ᇶ♏ᩘ学⬟ຊڧ

ࢪ࣮࣓ᡂڧ

 ༴㝤ணڧ

ࣝ࢟ࢫどぬ࣭✵㛫ی
㓄⨨のㄆ㆑࡞立యⓗڧ

ᙧ≧の㆑ูڧ

Ⰽの㆑ูڧ

のど⥺の⥔ᣢとゎᨺ㔜せ⟠ᡤڧ

᠈㸦どぬ࣭✵㛫の㸧▷ᮇグڧ

ࣝ࢟ࢫே㛫㛵ಀی
の✚ᴟᛶいྜࡁேڧ

ゝⴥ㐵い࡞㐺ษڧ

のẼ㐵いேڧ

ࣝ࢟ࢫ自ᕫほ察ی
㦂との⤖びつけ⤒ڧ

࠼のษり᭰ࡕẼᣢڧ

のゅᗘからのどⅬูڧ

⌧⾲自ᕫڧ

㐠ື⣔

ࣝ࢟ࢫ㌟య㐠ືی
ᡭ先のჾ⏝さڧ

ࠉᡭ先のಇᩄᛶڧ

ࢪ࣮࣓㌟యのڧ

༠ㄪ㐠ືڧ

行ື࣭Ⓨㄒ

ឤ⣔

るẼࡸڧ

自ಙڧ

い᎘ࡁዲڧ

ڧ

ڧ

ڧ ڧ

ཱྀㄒࡸ文ㄒをせ⣙࡛ࡁるか

るかࡍれࠖ➼のゝⴥがあるとΰࡑࠕ、れࠖࡇࠕ

ሙにᛂࡌたᢳ㇟⾲⌧の⏝とゎ㔘が࡛ࡁる

ᑠ࣭中学ᰯ࡛学ࡪ₎Ꮠのㄞみ᭩ࡁとពがศかるか

≀事のᵓᡂせ⣲を考࠼られるか

ሗをᩚ理して≀事の⨨࡙けを考࠼られるか

㔜せᛶࡸຠ⋡ᛶを考࠼て≀事の㡰ᗎ立てが࡛ࡁるか

㊊しているሗを⿵࠼るか

られるか࠼たၥ題についてཎᅉを考ࡌ⏕

ᅄ๎₇⟬が࡛ࡁるか㸦例：㸰㸩３�４㸻㸯４ 㸧

ዟ行ࡸࡁ㊥離ឤをṇしࡃㄆ㆑࡛ࡁるか

≀యのᙧ≧ࡸ⥺✀➼を見ศけられるか

㸴㸮⛊௨ෆに見たሗをᛮいฟࡏるか

Ⰽを見ศけられるか

㔜せ⟠ᡤをព㆑しつつ࿘㎶にど⥺を向けられるか

ᑐேのᢠが࡞いか

相ᡭの立ሙࡸ≧ἣにᛂࡌたゝືが࡛ࡁるか

相ᡭの立ሙ࡛≀事を考࠼てゝືが࡛ࡁるか

⤒㦂から学るか

ヰしྜいの⤖ᯝࡸ≀事のᡂᙧを考࠼られるか

≧ἣにᛂࡌて自ศの行ືをไᚚ࡛ࡁるか

≀事をከ᪉向から見れるか

行ືがཬࡍࡰ༴㝤を考࠼られるか

自ศのពᛮࡸព見を㐺ᗘに⾲⌧࡛ࡁるか

ᡭ先を⣽かືࡃかࡇࡍとが࡛ࡁるか

ᡭ先を᪩ືࡃかࡇࡍとが࡛ࡁるか

㌟యのࢪ࣮࣓とᐇ㝿のືసに相㐪があるか

」ᩘのືసをྠ時に࡛ࡁるか

Ⴅぬڧ、ぬڧ、ゐぬڧ、ぬ⫈ڧ、どぬڧ

るẼがあるかࡸ

自ಙがあるか

ዲࡁ᎘いが⃭しいか

㸴㸮⛊௨ෆに⪺いたࡇとをᛮいฟࡏるか

 

 

ᅗ㸰 ㄆ▱ሗฎ理ࣔࢹ  ࣝ

 

 

(�) ᣦᑟᢏἲカ⦎のᩍᮦ 

指ᑟᢏ法訓練の教ᮦは、体験VRビデ࢜から作業ᡭ㡰書

を作成する₇習教ᮦである。ᅗ３にᐈᐊΎᤲ作業⏬㠃例を

♧す。例えば、視㔝角が⊃い特性として、「ᡭ」の㡿域の

みを表♧したᫎീ体験がある。このVR体験から、作業者

の視Ⅼや全体的のフ࢛ームが全く見えないことから生ࡌる

ᢏ⬟体ᚓの課題やSRSDのᒎ開方法をグループでウㄽす

る。その後、グループウㄽの内容を全体で共有していく。

この意見では、視㔝角が⊃い場ྜ、理ᒅを教えること

で作業の全体ീのᢕᥱができるようになり、自己調整方␎

が確立できるྍ⬟性があることなどのヰしྜいが行われる。 

 

 
ᅗ３ ᐈᐊΎᤲసᴗ⏬面例㸦ⓑい㒊ศを㌿したᫎീを⾲♧㸧 

 

 わりに࠾ ３

本報では、体験ᆺVR教ᮦを用した㓄慮訓練生の指ᑟ

法を学ぶ指ᑟᢏ法訓練を㏙た。訓練で学ぶ指ᑟ法は、多

ᒙ指ᑟࣔデルを使ってSRSDを実施するものである。一人

␎とりの訓練生が自分の力で多様なၥ題に対して学習方ࡦ

を確立する職業教育の実現を目指している。 

今後は、㛗期的ຠ果に↔Ⅼをあてながら、どのࡄらいの

ᩘの方␎を教えることができるのか、また、訓練を通ࡌて

どのように方␎が高められていくのかについて᳨ウしてい

く必要がある。 
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どぬ㞀ᐖ者の㞠⏝の㉁の向ୖに向けた取り組み 

㸫ᴗ➼との連ᦠにࡼる᪂た࡞ᴗົฟのヨみ㸫 
 

 （ンター 就労支援ဨࢭ東京視ぬ障害者生活支援）川 充ⱥ▼ۑ

ᒣᓮ ᬛ❶・小ཎ ⨾Ἃ子・ᐑஅཎ ・✄ᇉ ྜྷᙪ・Ἑཎ బ子・Ḉ ᜤ子・㛗ᒸ 㞝一 

（東京視ぬ障害者生活支援ࢭンター） 

 

 

㸯 ࡌࡣめに 

බ共職業安定所（以ୗ「ハローワーク」いう。）におけ

る㌟体障害者の職業⤂介で、᭱も多く就労している職✀

は、事ົ的職業で⣙28㸣である1)。視ぬ障害者の就労する

職✀は、࣐ッサージ業ົ、㐠㍺・Ύᤲ業ົについで第３

となっており2）、事ົ的職✀は視ぬ障害者にとって就労が

㞴しい状況を♧している。 

視ぬ障害者の事ົ的職業の就労が㞴しい要ᅉとして、

一つは、ビジࢿスで必要とするྛ✀ࢯフࢺを⏬㠃情報ㄞみ

上ࢯࡆフࢺ（以ୗ「スクリーンリーダー」という。）とキ

ーボーࢻによる᧯作が行えるようになるための職業訓練や

就労移行施設が、東京、大㜰などの大都ᕷᅪにのみに設⨨

されており、地方には少ないことである。そのため、事ົ

的職✀に就労するために必要なパࢯコン᧯作を習ᚓできな

い状況が生ࡌている。もう一つは、事ົ的職✀には書㢮な

どを「見る」状況が多くᏑ在することである。視ぬ障害者

の中でも文Ꮠのㄞみ書きがྍ⬟な保有視ぬを有しているロ

ービジョン者（以ୗ「㹊㹔者」という。）は、この「見る」

ことはྍ⬟であるが、それ以外の視ぬ障害者にとっては「見

る」ことができないため、就労がᅔ㞴となっている。 

そこで、われわれは視ぬ障害者の雇用の㉁の向上のため、

ハローワークや業等との連ᦠにより保有視力の状況に౫

Ꮡしない新たな業ົを出し、事ົ的職✀の就労をಁ進す

る取り組みを行った。その結果について報告する。 

 
㸰 どぬ㞀ᐖ者の就ປの⌧≧と課題 

ハローワークの視ぬ障害者の職業⤂介では、࣐ッサー

ジ業ົの就労が全体の༙ᩘを༨めており、視ぬ障害者の

仕事として認知されている。㏆年では、障害者雇用⋡と福

厚生の向上を目的として、業内࣐ッサージᖌ（以ୗ「࣊

ルスキーパー」という。）としての雇用が進ࢇでいる。し

かし、࣐ッサージᖌのᅜ家資᱁を取ᚓするためには、㣴成

施設に３年間通い、必要༢を取ᚓした上でᅜ家試験をཷ

験する。この間、無ධとなるため、経῭的な㈇ᢸが大き

い。また対人関係力も必要となるため、全ての視ぬ障害者

に㐺する職業であるとは言いษれない現状がある。 

障害者の事ົ的職✀のồ人ເ集で多く見る業ົ内容は、

ձධ力作業、ղ書㢮の整理、ճスキャンした㹎㹂㹄フイ

ルの内容のධ力や、相応しいフイルྡに変更する作業で

ある。これらの事ົ的業ົにおける視ぬ障害者の課題につ

いて㏙る。 

１つ目のධ力作業の課題である。ධ力作業の多くは、⣬

やఏ⚊などに༳ๅまたはᡭ書きされた文ᏐやᩘᏐ、あるい

はスキャンされた㹎㹂㹄フイルの文ᏐやᩘᏐを表計⟬ࢯ

フࢺにධ力する作業である。これらは、パࢯコンの高い᧯

作性を必要としないため、一般的には多くの障害者がྍ⬟

な作業である。しかし、視ぬ障害者にとっては文Ꮠを見る

ことができる視力を有していなければ、パࢯコンの高い᧯

作性を習ᚓしていても、作業を行うことができない。 

２つ目は書㢮の整理についての課題である。視ぬ障害者

にとっては、パンࢳングや整理という作業がྍ⬟であって

も、書㢮の内容を確認する視力を有していなければ、作業

を行うことができない。 

３つ目はスキャンした㹎㹂㹄フイルの文ᏐやᩘᏐの

ධ力や内容に応ࡌたフイルྡに変更する作業についての

課題である。スキャンした時Ⅼで⏬ീデータとなるため、

スクリーンリーダーで確認することができない。フイル

ྡの変更はスクリーンリーダーで対応ྍ⬟であるが、内容

の確認ができる視力を有していなければ、作業を行うこと

はできない。 

以上のように業ഃが定している㌟体障害者による

᭱も多い事ົ的職✀の業ົ内容については、ᣑ大ㄞ書ჾや

ルー࣌などの支援ᶵჾを用して作業がྍ⬟である保有視

ぬを有した㹊㹔者が雇用されるഴ向が強まることになり、

結果的には保有視力が就労に大きくᙳ㡪していることが明

らかとなった。 

 

３ どぬ㞀ᐖ者のಖ᭷どぬに౫Ꮡし࡞い事ົⓗ職✀のฟ 

視ぬ障害者の保有視ぬに౫Ꮡしない業ົの出にあた

り、視ぬ障害者が行う作業を３つのタスクに分けて考えた。

まず作業内容の情報を集する࠙インプッࠚࢺ、集した

情報を加ᕤ・ฎ理する࠙プロࢭスࠚ、作業結果を出力・保

Ꮡ・確認する࠙アࢺ࢘プッࠚࢺのタスクである。 

このタスクを࣐ッサージ業ົにあてはめると、࠙インプ

ッࠚࢺは会ヰやゐᐹによるᝈ者や社ဨの状態ᢕᥱ、࠙プロ

は会ヰやゐࠚࢺプッࢺ࢘ッサージの施⾡、࠙ア࣐はࠚスࢭ
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ᐹによる施⾡後の状態確認である。どのタスクも保有視力

に౫Ꮡすることなく、視ぬ障害者が༢⊂で業ົを㐙行する

ことができる。そのため、視ぬ障害者の就労のᰕとなって

きたと考えられる。 

一方、事ົ的職✀でみると、まずධ力業ົにおける࠙イ

ンプッࠚࢺは⣬に༳ๅ（ᡭ書き）された文Ꮠを見る、࠙プ

ロࢭスࠚはキーボーࢻからパࢯコンにධ力する、࠙アࢺ࢘

プッࠚࢺは保Ꮡ（༳ๅ）する。࠙プロࢭスࠚと࠙アࢺ࢘プ

ッࠚࢺについては、スクリーンリーダーがインスࢺールさ

れたパࢯコンを用することにより、作業はྍ⬟である。

つまり、࠙インプッࠚࢺが改善されれば、保有視力に౫Ꮡ

せずに作業がྍ⬟となる。 

書㢮の整理における࠙インプッࠚࢺは書㢮内容をᢕᥱす

る、࠙プロࢭス 、て書㢮を分㢮するࡌはᢕᥱした内容に応ࠚ

࠙アࢺ࢘プッࢺ 。イルに⣡するで✰を開けフࢳはパンࠚ

࠙プロࢭスࠚや࠙アࢺ࢘プッࠚࢺは、自ຓලなどのᕤኵに

より作業はྍ⬟であると考える。つまり࠙インプッࠚࢺの

改善、たとえば時間は要するが、タブࣞッࢺ➃ᮎなどの㹍

Ｃ㹐ᶵ⬟を使うことで対応ྍ⬟になる場ྜもある。 

㹎㹂㹄フイルにおける࠙インプッࠚࢺは、スキャンさ

れた㹎㹂㹄フイルの内容を確認する、࠙プロࢭスࠚは内

容に応ࡌてフイルྡを変更する、࠙アࢺ࢘プッࠚࢺは保

Ꮡすることである。࠙プロࢭス࠙ࠚアࢺ࢘プッࠚࢺともに

スクリーンリーダーにより᧯作ྍ⬟であるが、࠙インプッ

でㄞみ㎸む際に㹍Ｃ㹐ᶵ⬟つきでࢼにおいてはスキャࠚࢺ

実施することにより、スクリーンリーダーで対応ྍ⬟とな

る。 

つまり、視ぬ障害者の事ົ的職✀については、いかに࠙ イ

ンプッࠚࢺを保有視ぬに౫Ꮡしない⎔ቃに整えられるかが

課題と言える。 

そこで、ハローワークやẸ間の職業⤂介会社（以ୗ「࢚

ージ࢙ンࢺ」という。）をとおして、視ぬ障害者の雇用に

関ᚰのある業に対して、スクリーンリーダーを使用した

㹕㹣㹠サイࢺの㜀ぴや᳨⣴、表計⟬ࢯフࢺを使用したデー

タ集計やฎ理を࠙インプッࠚࢺとする作業を提案し、保有

視力に౫Ꮡしない業ົの出を行った。 

(1) 㹕㹣㹠ࢪ࣮࣌のグ事のࢡࢵ࢙ࢳసᴗ 

 㹕㹣㹠࣌ージ作成会社に対して、㹕㹣㹠࣌ージにᥖ㍕す

るグ事やᥖ㍕されているグ事のධ力࣑スや⬺Ꮠについての

 。ック作業を提案した࢙ࢳ

業は、㢳ᐈのサービス向上につながることから、こ

の業ົでの視ぬ障害者の雇用をỴ定し、就労に⮳った。 

 この作業における࠙インプッࠚࢺは、㹕㹣㹠࣌ージにᥖ

㍕するためのୗ書き文書や㹕㹣㹠࣌ージ上の文Ꮠである。

これらはスクリーンリーダーでㄞみ上ࡆがྍ⬟である。࠙プ

ロࢭスࠚは、ㄗᏐなどのಟṇも、スクリーンリーダーによ

り対応がྍ⬟である。࠙アࢺ࢘プッࠚࢺは、ಟṇしたフ

イルの上書き保Ꮡと、表計⟬ࢯフࢺにಟṇの有無をグ㍕す

る。࠙インプッ࠙ࠚࢺプロࢭス࠙ࠚアࢺ࢘プッࠚࢺのいず

れのタスクにおいても、スクリーンリーダーとキーボーࢻ

᧯作で対応ྍ⬟であり。保有視ぬに౫Ꮡすることなく㐙行

できる。 

  సᴗࢡࢵ࢙ࢳにᥖ㍕されているグ事のࢺࢧሗ࣓ࣝࢢ (2)

㣧㣗ᗑを࢙ࢳーンᒎ開している業に対して、グル࣓情

報サイࢺにᥖ㍕されているグ事をブランࢻ別、ᗑ⯒別に確

認し、本社に報告する作業を提案した。 

業は、今後の業ົ改善にᙺ立てることができることか

ら、この業ົでの視ぬ障害者の雇用をỴ定し、就労に⮳っ

た。 

 この作業における࠙インプッࠚࢺは、㹕㹣㹠࣌ージにグ

㍕されているグル࣓情報書き㎸みグ事を᳨⣴する、࠙プロ

別、ᗑ⯒別に内容を確認ࢻは書き㎸みグ事をブランࠚスࢭ

する、࠙アࢺ࢘プッࠚࢺは表計⟬ࢯフࢺに書き㎸みグ事の

内容やᥖ㍕㹓㹐㹊をグ㍕する。これらのタスクはいずれも

スクリーンリーダーとキーボーࢻ᧯作で対応ྍ⬟であり、

保有視ぬに౫Ꮡすることなく㐙行できる。 

 

４ まとめ 

 視ぬ障害者の事ົ的職✀での就労をಁ進するための一つ

として、ハローワークと࢚ージ࢙ンࢺ、および業と連ᦠ

して、視ぬ障害者の作業内容と特性を࠙インプッ࠙ࠚࢺプ

ロࢭス࠙ࠚアࢺ࢘プッࠚࢺのタスクを共有することによ

り、業ົ内容の理解のಁ進につながったと考えられる。 

その結果として、今回保有視力に౫Ꮡしない新しい業ົ

を出して就労に結びつけることができた。 

 今後もこのような連ᦠを継続して実施し、一人でも多く

の視ぬ障害者の雇用に結びつけたい。 

 

【参考文献】 
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2) 雇用連情報第 63 �ྕ視ぬ障害者の職業⤂介状況�全ᅜ視ぬ障

害者雇用ಁ進連絡会�p.21（2019） 
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どぬ㞀ᐖ者のເ㞟࣭᥇⏝時ཬび᥇⏝後に࠾けるྜ理ⓗ㓄៖ᡭ⥆の≧ἣ 

 

 （ンター ௵研究ဨࢭྜ⥲障害者職業）⏨౫田 㝯ۑ
 

㸯 ࡌࡣめに 

厚生労働省のྜ理的㓄慮指㔪では、ເ集ཬび᥇用時にྜ

理的㓄慮が必要な障害者は、支障となっている事情（ເ集

書㢮等のㄞ取りなど）ཬびその改善のためにᕼᮃするᥐ⨨

の内容を事業に⏦し出ることとされている。また事業

は、᥇用後の障害者に対して職場において支障となってい

る事情（障害に関する職場のㄝ明など）の有無を確認し、

㓄慮内容についてヰྜうこととされている。 

 本✏では、視ぬ障害者に係るເ集ཬび᥇用時ཬび᥇用後

におけるྜ理的㓄慮ᡭ続の状況について、障害者職業⥲ྜ

ンターが「どぬ㞀ᐖ⪅䛾㞠⏝➼䛾ᐇ≧ཬ䜃䝰䝕䝹ࢭ

䛾ᢕᥱ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲」の一⎔として実施した全ᅜ

調査の結果から、その一部を報告する。 

㸰 ㄪᰝ᪉ἲ 

 平成29（2017）年４月㹼⩣年３月までの１年間に全ᅜの

ハローワークの⤂介をཷけて視ぬ障害者を雇用した全事業

所1�615所中、262事業所のご協力をᚓて、通、ົ時間、

職場のࣞイアࢺ࢘、ᶵჾ、職ົ、職場の理解、人的支援な

どの分㔝における視ぬ障害に┤᥋関わる㓄慮の有無とその

内容について、ྜ理的㓄慮指㔪のᡭ続にἢった㉁ၥ㡯目で

の㒑㏦調査により、以ୗの($)、(%)の別にᢕᥱした。 

($) ᥇用時に視ぬ障害者だった方（」ᩘの場ྜは᥇用日

が調査日に᭱も㏆い方）260人のເ集ཬび᥇用時の状況。 

(%) ᥇用時に視ぬ障害者だった方が」ᩘの場ྜは᥇用日

が調査日から᭱も遠い方106人に($)をあわせた366人

の᥇用後の状況。 
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３ ㄪᰝ⤖ᯝ 

前࣌ージのᅗ１に、262事業所で雇用されていた視ぬ障

害者366人（ເ集ཬび᥇用時については260人）の状況と、

ᙜヱ262事業所のうちあࢇᦶ࣐ッサージ㺃はり㺃きࡹうの୕

⒪施⾡所、就労継続支援$ᆺ事業所、特例子会社の３✀㢮

の事業所を㝖く136事業所（262事業所の51.9㸣）で雇用さ

れていた視ぬ障害者172人（ເ集ཬび᥇用時については136

人）の状況とを、ྜ理的㓄慮ᡭ続のὶれに༶してẚ㍑した。

ᅗ１の᭱上ẁにあるເ集ཬび᥇用時に支障となっている事

情の⏦出の実施ྜを㝖けば、それ以外の⏦出、確認、㓄

慮の実施ྜは、あࢇᦶ࣐ッサージ㺃はり㺃きࡹうの୕⒪施

⾡所、就労継続支援$ᆺ事業所、特例子会社の３✀㢮以外

の事業所が、全事業所よりもప⋡だった。⏦出、確認、㓄

慮の実施ྜで᭱も高かったのは、ᅗ１の᭱ୗẁにある᥇

用後に㓄慮をཷけた視ぬ障害者のྜで、全事業所で

91.5㸣、３✀㢮以外の事業所で86.0㸣だった。⏦出、確認、

㓄慮の実施ྜはເ集ཬび᥇用時よりも᥇用後の方が全体

的に高⋡だった。 

調査時Ⅼまでの実施ྜがẚ㍑的高かった㓄慮事㡯のう

ち、ເ集ཬび᥇用時についてྑẁのᅗ２に、᥇用後につい

てはᅗ３に、それࡒれ♧す。ເ集ཬび᥇用時の㓄慮の実施

ྜで᭱も高かったのは「ເ集内容についての㡢ኌ等での

提供」で全事業所の7.3㸣と10人に１人に‶たなかったの

に対し（ᅗ２）、᥇用後の㓄慮の実施ྜで᭱も高かった

のは「上ྖや┤᥋関わるྠのㄝ明」で、全事業所の

60.9㸣と༙ᩘ以上の実施ྜだった。 

 ເ集ཬび᥇用時における⏦出、㓄慮の実施ྜについて、

ྜ理的㓄慮指㔪が施行された平成28（2016）年４月の前後

の⩌間ẚ㍑（ṧᕪ分ᯒ、５㸣Ỉ‽）を行ったところ、有意

ᕪはなかった。他方᥇用後については、⏦出、確認、㓄慮

が実施されたタイ࣑ング（᥇用┤後、᥇用一定期間後な

ど）をၥう設ၥを設けなかったため、そのタイ࣑ングに係

るྜ理的㓄慮指㔪施行前後のᕪを明らかにすることができ

なかった。 

 262事業所がこれまでに活用したことがある、視ぬ障害

者の雇用や雇用継続の相談や支援を行う社外の専門ᶵ関の

うち、有意に多かったのはハローワーク、┣学校（以上、

ṧᕪ分ᯒ１㸣Ỉ‽）、障害者就業・生活支援ࢭンター（ṧ

ᕪ分ᯒ５㸣Ỉ‽）、今後活用を考えたい専門ᶵ関のうち有

意に多かったのは障害者職業⬟力開発校、視ぬ障害者の出

㌟大学・高校・専門学校等、⊂立行ᨻ法人高㱋㺃:障害㺃ồ

職者雇用支援ᶵ構都㐨ᗓ┴支部（以上、ṧᕪ分ᯒ１㸣Ỉ

‽）、地域障害者職業ࢭンター、地方自体（福祉事ົ

所）、障害者の態様に応ࡌた多様なጤク訓練・障害者職業

訓練コーディࢿーター（以上、ṧᕪ分ᯒ５㸣Ỉ‽）だった。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 考察 

 262事業所での、᥇用後にఱらかの㓄慮をཷけた視ぬ障

害者のྜは91.5㸣（うちあࢇᦶ࣐ッサージ㺃はり㺃きࡹう

の୕⒪施⾡所、就労継続支援Ａᆺ事業所、特例子会社以外

の事業所では86.0㸣）と高⋡だったが、㓄慮の前ẁ㝵で行

われる事業からの確認や特に視ぬ障害者からの⏦出の実

施ྜは、㓄慮の実施頻度よりもపかった（ᅗ１）。 

障害の無い人とྠ様に、視ぬ障害者が仕事をぬえ、力㔞

が上がれば、職ົ内容や㓄慮の必要性も変するし、仕事

の進め方のᕤኵや課題などは、仕事をする本人にしかわか

らないことも多い。仕事や㓄慮の改善の提案は働く視ぬ障

害者本人が体的に考え、✚ᴟ的に⏦し出た方がよいとᛮ

われる。 
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どぬ㞀ᐖ者の就ປに࠾けるࣝࢼࢯ࣮ࣃ㡢㡪ࢫࣂࢹά⏝にక࠺ 
㞴⫈ࣜࢡࢫに㛵ࡍる課題ᥦ㉳ 
㸫ྜ理ⓗ㓄៖の㉁ⓗ向ୖを目ᣦして㸫 

 

 （ンター 研究ဨࢭྜ⥲障害者職業）藤 人ఀۑ

 

㸯 ࡌࡣめに 

本報告では、業等で働く視ぬ障害者が┤㠃するリスク

として、パーࢼࢯル㡢㡪デࣂイス（以ୗ「࣊ッ࣍ࢻン等」

という。）を㛗時間用することによる⫈力のᝏᙳ㡪を

取り上ࡆる。 
まずၥ題の⫼ᬒとして、視ぬ障害者が業等で働く際に

ン等を活用している現状を、ྜ理的㓄慮の文⬦に࣍ࢻッ࣊

おいて⤂介する。その上で、࣊ッ࣍ࢻン等を㛗時間用す

ることの⫈ぬᶵ⬟にえるᝏᙳ㡪についての指を⡆༢に

提♧する。加えて、⫈力పୗを経験している視ぬ障害ᙜ事

者がどのように職場等で対応しているのかを、２つの事例

をともに♧すことで、このၥ題の全体ീを明らかにするよ

う試みる。 
 

㸰 どぬ㞀ᐖ者の職ᇦᣑと⏬面ㄞみୖࢺࣇࢯࡆ 

重度視ぬ障害者（全┣や強度のᙅ視など）が職業人とし

て活㌍する場をᗈࡆるのに大きくᐤしたと考えられるの

が、࢜フィスにおけるデジタルの進ᒎと、パࢯコンの⏬

㠃ㄞみ上ࢯࡆフࢺ（以ୗ「スクリーンリーダ」という。）

の開発・ᬑཬである。 

スクリーンリーダとは、パࢯコンの⏬㠃上に表♧される

文Ꮠを㡢ኌで出力するࢯフ࢙࢘ࢺアの⥲⛠である。その活

用によって、⏬㠃を見ずに文書作成や࣓ールのやり取り、

インターࢿッ᳨ࢺ⣴等を行うことがྍ⬟になる。こうして

パࢯコンを活用することにより、全┣や強度ᙅ視の人々の

就職先がᗈがるとྠ時に、在職者が視力పୗ後も離職せず

に働き続けられるࢣースもቑ加している。こうした事例に

ついては、132法人ターࢺル (2009)１）、東京都┣人福祉

協会㟷年部 (2016)２）等で⤂介されている。障害者職業⥲

アリングでも、」ᩘの中途ࣄンターが年度実施したࢭྜ

視ぬ障害者が、パࢯコン᧯作を㌟にけることで職の

自信を持つことができたとしている３）。 

スクリーンリーダのパࢯコンのインスࢺールは、事業

によるྜ理的㓄慮の一部としてᤊえることができる。ᫍ

加 (2016)４）によれば、労働者にồめられるものは業ົの

本㉁的な部分の㐙行であり、その次的な要⣲を障害があ

るために行うことがᅔ㞴な場ྜには、それを⿵うくྜ理

的㓄慮がなされるきという。例えば、データを整理した

り文書を作成したりすることが本㉁的な業ົであり、その

作業を⏬㠃を見ながら行うというのは業ົの本㉁ではない。

⏬㠃が見えないのであれば、スクリーンリーダを活用すれ

ばよく、その提供はྜ理的㓄慮として⨨࡙けられる。 

 

 ࢡࢫࣜ⫈の౫Ꮡと㞴➼ࣥ࣍ࢻࢵ࣊ ３

フィス等の職場で視ぬ障害者がスクリーンリーダを࢜

用する場ྜ、࿘囲のᙳ㡪を考慮して࣊ッ࣍ࢻン等を用い

て㡢ኌを⪺くのが一般的である。視ぬ障害者の多くが、ẖ

日㛗時間࣊ッ࣍ࢻンを╔して仕事をし続けることになる。

㦁がしい࢜フィスでは、作業に集中するために࣊ッ࣍ࢻン

のボリࣗームを上ࡆてしまうこともあるという（事例１）。 

のᝏᙳ㡪をᠱᛕン等の用については、⫈ぬ࣍ࢻッ࣊

する指が多くなされている。:+2（ୡ⏺保ᶵ関）は、

⫈力保護のほⅬから、࣊ッ࣍ࢻン等の㡢㔞と継続⫈取時間

の制㝈をッえるキャン࣌ーンをᒎ開している５）。日本ᅜ

内でも⪥㰯科ᝈに関する川田 (1990)６）、大▼ (1995)７）

などの指がある他、日ᖖ業ົで࣊ッ࣍ࢻン等を使用する

職業でのᗣリスクとしてもᤊえられている。業ົ等で㛗

時間㡢ኌにᭀ㟢された結果⫈力がపୗすることを㦁㡢性㞴

⫈というが㸶）、࣊ッ࣍ࢻン等を業ົで使う労働者につい

て㦁㡢性㞴⫈の予防が必要とされているのである㸷）。 

このような⫼ᬒから、視ぬ障害者が業ົで࣊ッ࣍ࢻン等

を㛗時間用することについても、⫈力のᝏᙳ㡪がᠱᛕ

されることになる。視ぬ障害のある人に対し࣊ッ࣍ࢻン等

を㛗時間使用して業ົを行わせる場ྜ、事業には、⫈力

ᦆኻというリスクを考慮にධれた㓄慮がồめられることに

なるだろう。これから⤂介する２つの事例のᙜ事者たちは、

こうしたⅬを強調している。なお後㏙する２つの事例は、

2019年６月と７月に実施したᙜ事者のࣄアリングに౫ᣐ

している。 

㸺事例㸯 㸻 Ａさん㸼 

Ａさࢇ（40௦⏨性）は全┣であり、࢙࢘ブコンサルティ

ング会社に࢚ンジࢽアとしてົしている。20௦の㡭より

ᖖ時࣊ッ࣍ࢻンをしてスクリーンリーダの㡢ኌを⪺き、作

業している。職場が（㟁ヰやᡴちྜわせなどで）かなり㦁

がしい状況にあり、自分の作業に集中するために、࣊ッࢻ

 。ンの㡢㔞をᚎ々に大きくしてしまうようになったという࣍

ᩘ年前のᗣデ᩿で⫈力᳨査をཷけ、⪥の␗変にẼい

た。⪥㰯科をཷデすると、㍍度の㞴⫈であるとデ᩿された。
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Ａさࢇは専門་に相談し、職場で࣊ッ࣍ࢻンを㛗時間使用

し続けていることをఏえた。すると専門་は、࣊ッ࣍ࢻン

の⪥のᝏᙳ㡪を指し、仕事を㑅ぶか⫈力の保護を㑅ぶ

かいずれかである、と告ࡆたという。 

Ａさࢇはྍ⬟な㝈り⪥に㈇ᢸをかけずにスクリーンリー

ダの㡢ኌを⪺く方法をᶍ⣴した。㦵ఏᑟの࣊ッ࣍ࢻンを試

してみたがしっくりせず、現在はࣀイズキャンࢭリングの

ᶵ⬟がついた࣊ッ࣍ࢻンを使用している。また現在、⿵⫈

ჾの用を前向きに᳨ウしているそうである。 

 

４ ⫈ຊపୗ後のᑐᛂ 

視ぬ障害者が⫈力పୗを経験した場ྜ、日㡭㡢ኌ情報に

౫Ꮡしている分、そのᙳ㡪は計り知れないものがある。だ

からこそ、་⒪ᶵ関をཷデするとྠ時に、日ᖖ生活におい

ても⫈力を保護する行動がồめられる。࣊ッ࣍ࢻンを㛗時

間使用することが⪥に㈇ᢸをえるものである以上、用

時間を制㝈する等の対策を取るきと考えられる。しかし、

スクリーンリーダを用しなければ業ົを㐙行できない人

にとって、それを制㝈することは⮴的な意を持ってい

る。職業人として働き続けながらいかに⫈力を守るきか、

ྛ自がཝしい㑅ᢥに㏕られることになる（事例２）。 

考えられる対応策には次のようなものがある。 

ձ ⅬᏐディスプࣞイの用 

ղ（࿘囲の理解をᚓて）㡢ኌを外部スࣆー࢝でὶす 

ճ ಶᐊなどを確保したうえでղの対応を行う 

մ スクリーンリーダの㡢ኌを⿵⫈ჾを通して⫈く 

յ 㦵ఏᑟやࣀイズキャンࢭリングの࣊ッ࣍ࢻンの使用 

ն 休᠁時間をቑやすなどして⪥の㈇ᢸを㍍減する 

以上の」ᩘをྠ時に行うことも考えられるし、これ以外

の対策を行う人もいるだろう。そしてこれらの対策にはそ

れࡒれຌ⨥୧㠃がᏑ在する。そもそもղがྍ⬟ならば初め

から࣊ッ࣍ࢻンは使用されていないだろうし、ճにはス

ースのၥ題や職場からᏙ立するၥ題がある。ձは有ຠな࣌

ᡭẁであるが、ⅬᏐに習⇍していることがồめられ、また

ⅬᏐ習ᚓ者であっても、ὶしㄞみなどではⅬᏐディスプࣞ

イよりもスクリーンリーダが有ຠである場ྜは少なくない。

なお、մは⪥かけᘧや⪥✰ᘧの⿵⫈ჾと࣊ッ࣍ࢻンをే用

する方法や、パࢯコンからブルーࢺースで⿵⫈ჾから㡢

ኌをὶす方法のことである。 

㸺事例㸰 㸻 Ｂさん㸼 

Ｂさࢇ（50௦⏨性）はබົဨとして地方බ共ᅋ体にめ

ている。全┣だったＢさࢇは20௦の㡭から⫈力పୗをឤࡌ

ていた。職場での業ົは高㱋者福祉施設でのイ࣋ンࢺ⏬

や、高㱋者やその家族からの相談業ົであった。業ົのデ

ジタルも相まって、スクリーンリーダと࣊ッ࣍ࢻンの

用は不ྍḞとなった。㞴⫈とのデ᩿をཷけていたＢさࢇは、

の㈇ᢸを༴し、業ົ内容の変更を事業に⏦し出た⪥

が、結果的にそれがཷけධれられることはなかったという。 

その後、障害者福祉施設に␗動したＢさࢇの業ົに、Ⅼ

Ꮠ資料の作成がྵまれるようになった。そうしたことも

あってパࢯコンを使う場ྜは、ⅬᏐプリンタのあるス࣌ー

スで、㡢ኌを外部スࣆー࢝から出しながら作業するように

なったという。現在Ｂさࢇは、⿵⫈ჾを使用しつつ、スク

リーンリーダとⅬᏐディスプࣞイをే用し、業ົを続けて

いる。 

 

㸳 ࠾わりに 

視ぬ障害者の職場での࣊ッ࣍ࢻン等の用は、⫈力పୗ

のリスク要ᅉとして᳨ウすきと考えられる。ྛ自の⫈力

పୗのཎᅉを特定することは容᫆ではないが、重要なフ

クターとして科学的᳨ウを行い、ಶ別事案で㐺ษな対応が

ᅗられるよう、࢞イࢻライン等の整ഛがồめられるだろう。 

また、このリスクప減に向けての取組は、ྜ理的㓄慮の

㉁の向上という文⬦でᤊえ、ᙜ事者・雇用・支援者等が

協力して向きྜうきだろう。 

さらに、視ぬ障害に加えて⫈力障害を㈇った人が業等

で働き続けるための施策の᳨ウも重要である。そこでは、

（スクリーンリーダを活用して業等に㈉⊩してきたとい

う）ᙜ事者のこれまでのキャリアにᩗ意をᡶいつつ、事業

もཷけධれられる対策の᳨ウがồめられるだろう。 
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⥴Ᏻᐃᛶࢸࣜࢼࢯ࣮ࣃ㞀ᐖをేࡏᣢつ 

㍍ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ者の就ປの支援について 

 

  （イル サービス管理㈐௵者࣐わーくす ここ・から ス）㛗ᓟ ᙲ子ۑ

大場 文子（㻺㻼㻻法人➿ こごみハ࢘ス）  
 

㸯 ࡌࡣめに 

就労継続支援Ｂᆺとは、一般業の就職がᅔ㞴な障が

い者に、雇用ዎ⣙を結ばずに、就労ᶵ会を提供するととも

に、生⏘活動を通ࡌて、その知識と⬟力の向上に必要な訓

練などの障害福祉サービスを供することを目的とした事

業である。しかし、そこに集う用者のࢽーズや特性は一

ᚊではない。ᙜ事業所に通う用者は、大きく分けると、

期間をỴめずに就労を目指す者と日中活動の場として用

する者にわかれる。今回の事例は、ᙜ初は日中活動の場と

して事業所を用していたが、意識࡙けの結果、就労を目

指すഃに進ࢇだ一用者の実践報告である。 

 

㸰 わ࣮࣭ࡇࡇ ࡍࡃからのᴫせ 

(1) ከᶵ⬟ᆺ事ᴗᡤ わ࣮࣭ࡇࡇ ࡍࡃから 

 ᙜ事業所わーくす ここ・からは、新ᐟ༊の外㒌ᅋ体で

ある、බ┈㈈ᅋ法人新ᐟ༊労者・仕事支援ࢭンターが㐠

Ⴀする多ᶵ⬟ᆺ事業所であり、就労定╔支援事業所と就労

移行支援事業所࢚ール、就労継続支援Ｂᆺ事業所ス࣐イル

から成り立っている。外㒌ᅋ体の性㉁上、༊の福祉部とも

関わりが῝く、その結果、ᅔ㞴ࢣースのཷけධれも多く、

支援はより多様しており、就職を目指すためには」ᩘの

プログラムが必要となる。そのため、わーくす ここ・か

らでは、まず本人の意向と必要な支援等を考え、どちらの

事業所の通所が本人の⬟力をఙばせるかに重Ⅼを⨨き、 

່めている。また、状況に応ࡌて、Ｂᆺから就労移行の

移⡠もᰂ㌾に対応している。 

(2) 就ປ⥅⥆支援Ｂᆺ事ᴗᡤ ࣐ࢫ  ࣝ

現在、定ဨは30ྡ。様々な障害や㞴を持つ人が通う事

業所である。な作業は、Ύᤲ作業と㍍作業である。ス࣐

イルに通所している用者のうち、⣙１/３が生活保護ཷ

給者となっている。この中の40㸣が就職をᕼᮃしているが、

かなりಶ別の支援を要する人がほとࢇどで、一ᮅ一ኤに就

職できるような人ばかりではない。今回のある事例の用

者もここにヱᙜする一人である。 

 

３ 就ປの支援 

(1) ◊✲目ⓗ 

情⥴不安定性パーࢼࢯリティは㹂㹑㹋㸫ϫでは「ቃ⏺性

パーࢼࢯリティ（Ｂ㹎㹂）」とྡけられており、㹂㹑㹋

㸫Ϭでは、パーࢼࢯリティ障害はパーࢼࢯリティᶵ⬟の減

ᦆであると明ᛌに定義されている。そもそも、情⥴不安定

性パーࢼࢯリティを持つ人の場ྜ、状に自分で対ฎでき

るようにならなくては、就職の㐨がつながりにくい。し

かし、知的障害がある上、様々な⎔ቃ要ᅉや生育Ṕ上ᚓら

れる経験が少なかった人の場ྜ、自分の状を理解してそ

の対ฎを学ぶこと自体がᅔ㞴である。今回はどのようにし

て状を自ぬし、対ฎをぬえたか、またグループ࣍ームと

事業所でどう連ᦠして就労‽ഛを整えたかを実践報告する。 

(2) ᑐ㇟ 

Ａさࢇは情⥴不安定性パーࢼࢯリティ障害と㍍度の知的

障害をేせ持つ31ᡯ⏨性。平成28年２月よりグループ࣍ー

ムにධᒃ。平成28年６月よりᙜ事業所に通所している。生

育Ṕとしては、ᚅをཷけඣ❺㣴護施設ධ所、その後、更

生施設で過ごした後、グループ࣍ームධᒃしている。 

(3) 支援᪉ἲ 

Ａさࢇが自立を目指したいという意向を持っていたため、

就職することを目的とし、就労㠃・生活㠃において‽ഛし

ていくこととした。しかし、グループ࣍ームでもᙜ事業所

でも、本人の試し行動や㐓⬺行動が頻⦾に見ཷけられるた

め、グループ࣍ームと連ᦠし、日々のＡさࢇの状況をᖖに

共有し、支援していくこととした。 

(�) 支援⤖ᯝ 

 る支援⤖ᯝࡍά面࣭㏻ᡤ≧ἣにᑐ⏕ 

᭱初、Ａさࢇの体調不良による休みが多く、㐌５日の通

所が整わなかった。就職する際には、㐌に30時間は働けな

いと㑅ᢥ⫥が⊃まることをఏえて、グループ࣍ームと事業

所の୧ഃ㠃から支援し、どのくらいの体調なら通所できる

かの理解をಁした。現在は、ほぼⓙで通所できている。

また、ᭀ㣧ᭀ㣗がはなはだしい状態が認められていたが、

これに対しては、ᗣグ㘓表を作り、体重や体⬡⫫、Ｂ㹋

㹇、➽⫗㔞等、㌟体状況をẖ日 り、㣗た㔞や≀で変

があることの理解をಁした。また、体を動かすことに

ᢠឤがあったため、３分体᧯とྡけたᩘ✀㢮の体᧯を行

うことで、体の動かし方のᑟධ部分を作り、今は１日１

時間程度の࢛࢘ーキングもこなせるようになっている。 

 るᑐฎࡍᏳにᑐࡸࣛࣛ 

ᭀ言を発したり、職ဨからの指に㐓⬺行動を取ってし

まうことも多かったが、理⏤を⪺くと「なࢇだかわからな

いがイライラする」という発言が多かった。それについて

は、་ᖌの相談をすすめ、事業所内の⢭⚄科相談をཷデ

－232－



した。་ᖌからは、Ẽ持ちの上がりୗがりは⸆でもᢚえら

れる場ྜがあるため、通㝔してみるのも一つの方法である

とのຓ言をཷけ、⢭⚄科に通㝔を始めた。不安やイライラ

といったឤ情には、㡻᭹でリス࣌リࢻンを᭹用することと

なった。所内であれば、イライラしたら職ဨに⏦し出る、

グループ࣍ームで᭹用する場ྜはその報告をୡヰ人にする

というところから始め、それはすࡄできたものの次のẁ㝵

である、イライラしそうな時に自発的に᭹⸆することが㞴

しく、ఱ度か㡻᭹を㣧めずに㐓⬺行動につながったことが

あった。支援していく中で、本人のឤࡌる不安にも࿘期性

があることが分かったため、⸆を㣧みやすくなったが、イ

ライラに関しては、ឤぬとしてどのくらいの状態の時に᭹

用するかをつかめないでいた。試行㘒ㄗする中で、あるᚰ

理ᑻ度の㡯目に多くᙜてはまるかどうかの確認をしたとこ

ろ、本人も「㡯目が多いから㡻᭹を㣧む」と㣧み時を見ᴟ

められ、この方法で㡻᭹の㣧み時を学習した。そのᚰ理ᑻ

度は㹑㹒Ａ㹖㹇という、ᛣりの状態と特性や表出のさまࡊ

まな次ඖをᢕᥱするためのᚰ理ᑻ度である。本᮶はᢕᥱす

るために使うが、今回は㡻᭹の㣧み時を学習するために㉁

ၥ㡯目を使用した。この方法で学習したところ、１㐌間で

本人は㡻᭹の㣧み時を理解することができた。 

 ヨし行ືについて ࢘

Ａさࢇはグループ࣍ームで試し行動がかなり多かったが、

事業所内でも、ᢸᙜの関わる頻度が多くなるにつれて、試

し行動が多くなってきた。そのため、試し行動が見られた

ときは情報を共有し、୧ᶵ関で本人の様子をᢕᥱできるよ

うにした。本人が報告してきたときは、その行動がどうい

うᙳ㡪をཬぼすかをわかりやすくㄝくようにした。その結

果、３年目で方における試し行動は見られなくなった。

しかし、その一方で、グループ࣍ーム卒業と事業所から就

職の不安を多く口にするようになってきた（表）。 

 

⾲ Ａさんの行ື変ᐜ 

平成28年度 
通所開始。 

⭜③や㢼㑧でḞᖍしがち 

平成29年度 

体重計 などで一日５㹼10分の㠃談時間を

ẖ日持つことで通所も安定してくる。༙年

過ࡂたころから⢭を意識できるように

なってきた。 

平成30年度 

⢭⚄科通㝔開始とྠ時にࢳャࣞンジ⢭⚄が

育ってきてⱞᡭな作業にもとりくめるよう

になってきた。 

平成31年度 業実習を経験。 

 

 ⩦ᴗᐇ ࢚

本人の就職意欲が高まった㡭、業実習を行った。事業

所では作業⬟力は高く自㈇もあるＡさࢇだが、業実習で

は、新しい作業に加え、業における⦾ᛁ期を体験し、ཝ

しさを体ឤしたところ、次の日は一人で出できず、ᢸᙜ

社ဨに᭱ᐤり㥐まで㏄えに᮶てもらい㠃談をཷけた。２時

間㐜れで作業にධりその後は実習᭱終日まで行うことがで

きた。り㏉りでは、自分の⏑さや仕事に対するጼ勢に

省していた。また、自分より状が重い人であってもその

ことに⏑えず作業をしていたことも本人の่⃭になった。

業実習後は実習で指されたことに✚ᴟ的に取り組み、

就職を目指している。 

 

４ 考察とศᯒ 

今回のＡさࢇは⿕ᚅ経験もあり、基本的な生活様ᘧも

整っておらず、知的障害に関してはཷ容できているものの、

情⥴不安定性パーࢼࢯリティ障害に関してはཷ容できてい

ない。しかも、᭱初は通㝔すらしていなかった。そࢇな中

で自立を考えていく時は、本人が働くために必要なࢶール

を持てるように考え、支援したのが今回のࢣースである。

成果がᚓられた要ᅉには、本人の⢭⚄的な成㛗と、状が

出た時に自分で対ฎできるように支援したことの୧ഃ㠃か

らのアプローࢳにあると考ᐹする。さらに、本人の意欲と

次のステージに行けそうなẼ持ちの高まり、これらの要⣲

がうまくかみྜった時に実のある業実習が実現した。

就労もྠ様であるとᛮわれる。通過ᆺのグループ࣍ームに

も期㝈があるため、無㝈に時間があるわけではない。しか

し、㝈られた時間の中でＡさࢇがᡭにできる᭱高の就労ᶵ

会をᚓられるようにᑾ力したいと考えている。 

障害や生活Ṕが多様している今日では、就職をᕼᮃし

ている障害者が就職生活を維持するために必要なことを、

日中活動の事業所だけで学び取ってもらうことは㠀ᖖに㞴

しい。それࡒれのᶵ関が持つ視Ⅼや支援が多方㠃からධる

ことで、本人の就職に必要な⬟力を開ⰼさせる場ྜも多い。

また、情⥴㠃や本人の障害㠃のཷ容に関しても支援が必要

な場ྜが多い。学校教育の場㠃でྉばれている「ࢳーム学

校」のᴫᛕとྠࡌく、障害者の就労支援の現場でも「ࢳー

ム就労支援」の考え方が必要であると考える。 

 

【参考文献】 
1) ⊂立行ᨻ法人高㱋・障害・ồ職者雇用支援ᶵ構㸸障害者職業

ンター実践報告書1o.29「Ẽ分障害等の⢭ࢭンター職業ࢭྜ⥲
⚄ᝈで休職中の方のᛣりの対ฎに関する支援 㹼アン࢞ーコ
ンࢺロール支援のᢏ法開発㹼」p.3-6 

2) 文部科学省㸸初等中等分科会（第102回）資料2-2「ࢳームと
しての学校の在り方と今後の改善方策について」 

 
【連絡先】 
㛗ᓟ ᙲ子 
බ┈㈈ᅋ法人 新ᐟ༊労者・仕事支援ࢭンター 
わーくす ここ・から 
e-mail㸸shoko.nagamine@sksc.or.jp 
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 の㛤Ⓨ࣮ࣝࢶࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺるࡁ࡛⏝ᩍ⫱࣭職ᴗᩍ⫱にάࣜࣕ࢟

㹼♫ே࣭職ᴗேとしてのᖖ㆑࣮ࢼ࣐ࡸの学⩦に↔Ⅼをᙜてて㹼 
 

 内㔝 ᬛோ（⟃Ἴ大学㝃ᒓ⫈ぬ特別支援学校 教ㅍ）ࠐ
 

㸯 ⫼ᬒと目ⓗ 

厚生労働省1）の新規学卒者の2015年における離職状況を

もとに、ධ職１年後の職場定╔⋡を⟬出したところ、高校

卒で81.9㸣、短大等で82.1㸣、大学卒で88.2㸣という結果

が明らかになり、ẖ年調査が行われて、支援策等の᳨ウが

進められている。その一方で、障害者の離職⋡・定╔⋡を

බ的にᢕᥱ・බ表する調査については㏆年行われていな

かった。そこで高㱋・障害・ồ職者雇用支援ᶵ構障害者職

業⥲ྜࢭンター2)は、⫈ぬ障害をྵめた障害者の職場定╔

状況ཬび支援状況等の就業実態を2015年に調査した。その

結果、⫈ぬ障害者215ྡの᭱終学Ṕ別のධ職１年後の職場

定╔⋡について、高校卒で66.9㸣、短大等で81.0㸣、大学

卒以上で76.9㸣という実態が明らかになった。新規学卒者

対㇟の調査と、新規学卒者もྵめた⫈ぬ障害者対㇟の結果

は、༢⣧にẚ㍑できないものの、いずれの学Ṕ࢝テࢦリに

おいても、⫈ぬ障害者の職場定╔⋡のྜがୗ回るという

現状が明らかになっている。 

それらの現状に対する一つの支援策として、特別支援学

校（⫈ぬ障害）におけるキャリア教育・職業教育の更なる

推進・充実を進めていくことが考えられる。 

しかし、特別支援学校（⫈ぬ障害）の進㊰指ᑟᢸᙜ者の

経験年ᩘは、１年以上５年ᮍ‶が67.1㸣、５年以上10年ᮍ

‶が15.1㸣、10年以上が17.8㸣という、ᢸᙜ者の༙ᩘ以上

が経験年ᩘ5年ᮍ‶である現状や、進㊰指ᑟに関する教ဨ

用のᡭᘬきや子等について「保有していない」とする回

⟅が63.0㸣、「教ᮦの使用なし」とする回⟅が52.1㸣とい

う、ᢸᙜ者の༙ᩘ以上が指ᑟ書を保有せず、教ᮦなしに指

ᑟを行っている現状がそれࡒれ明らかにされている3)。 

そのため、必要性が予見され、教育的成果を⫼ᬒとした

有ຠ性のあるキャリア教育用の教ᮦを開発・᳨ド・共有す

ることは意義῝いと考えられる。 

キャリア教育にᮃむ学習内容として、保護者や高校生、

卒業生は「社会人・職業人としてのᖖ識やࢼ࣐ー」を学ぶ

必要性の高い㡯目にᣲࡆている4)。また、学校教ဨは、進

㊰指ᑟ上において᪩期から重Ⅼをあてて指ᑟすき教育内

容として「基本的なࢼ࣐ー」「コࢣࢽ࣑ࣗーション意欲」

等を指ᑟする必要性の高い㡯目にᣲࡆている3)。 

そこで➹者は、必要性が予見される「社会人・職業人と

してのᖖ識やࢼ࣐ー」の学習に活用できるࣞࢺーࢽング

ールを開発し、特別支援学校（⫈ぬ障害）における教育ࢶ

実践を通して有ຠ性を᳨ドしたいと考えた。 

㸰 ࡇとࡤ㐵い学⩦⏝ࠕ中学㒊∧ࢺࢫ࢚ࢡ࣭࣮ࢼ࣐  ࠖ

(1) ᴫせ 

特別支援学校（⫈ぬ障害）中学部の生徒が、職場実習時

の㐺ษな「ことば遣い」について、自ᚊ的かつ活発な協調

学習やಶ別学習が行えるように、そして成果として学習

前後のᚓⅬを生徒自ら༶時に確認できるようにするため

のeラーࢽング教ᮦ「中学部版ࢼ࣐ー・ク࢚スࢺ」（ᅗ１）

を開発した。 

本教ᮦの「ことば遣い学習ࢤーム」は、生徒に定╔させ

たい「ことば遣い」22ၥについて、１ၥずつၥ題文と３つ

の㑅ᢥ⫥ボタンを⏬㠃表♧し、その㑅ᢥ⫥ボタンをタップ

するだけでࢤームがᒎ開する。㑅ᢥ⫥ボタンをタップする

と、㑅ᢥ内容に対応したṇㄗの結果やコ࣓ンࢺ等のフィー

ージが༶時に表♧されて、教ᖌの指♧・指ࢭック࣓ッࣂࢻ

ᑟをᚅつことなく、自ᚊ的に学習を進めることができる。 

本教ᮦの「学習前の実力࢙ࢳック」と「学習後の実力

ン࢜ック」は、３ᢥᘧ10ၥによる自動᥇Ⅼᶵ⬟きの࢙ࢳ

ラインテスࢺで、学習前の理解度と学習後の成㛗度を生徒

自ら༶時に確認することができる。 

(2) ᭷ຠᛶの᳨ド 

本教ᮦを活用した協調学習をᤵ業の中で実施したところ、

特別支援学校（⫈ぬ障害）中学部の生徒の学習前後のᚓⅬ

が有意に向上したことを確認した。 

また、㉁ၥ⣬調査の結果から「ᴦしさ」「ᙺに立つ」

「見やすい」「᧯作しやすい」の㠃で高くホ౯されたこと

を確認した。 

(3) ពᕤኵしたⅬ 

本教ᮦは「生徒が協力して自ᚊ的かつ活発な協調学習や

ಶ別学習に取り組めるように教ᮦ開発したこと」と「必要

な情報が確実にཷ容されるように視ぬにえる情報㔞に㓄

慮して教ᮦ開発したこと」が特ᚩである。 

生徒たちが「自ᚊ的」に学習しやすくなるように、す

てのコンテンࢶ（「学習前の実力࢙ࢳック」「ことば遣い

学習ࢤーム」「学習後の実力࢙ࢳック」）で、自動的にṇ

ㄗุ定が行われるᶵ⬟、そのุ定結果に対応したフィーࢻ

ージが༶時に⏬㠃表♧されるᶵ⬟、⧞り㏉しࢭック࣓ッࣂ

ఱ度でも取り組めるᶵ⬟を実した。そうすることで、本

教ᮦに⌜での教ᖌᙺを௵せることができ、ྛ⌜が自ᚊ的か

つ活発に学習を進められると考えた。その間、教ᖌはྛ⌜

で支援が必要となったときのフシリテーターᙺに専ᛕで

きると考えた。 
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ࢺࢫ࢚ࢡ࣭࣮ࢼ࣐∧㧗➼㒊ࠕ⏝⩦学࣮ࢼ࣐ࢫࢿࢪࣅ ３  ࠖ

(1) ᴫせ 

特別支援学校（⫈ぬ障害）高等部の生徒を対㇟に、社会

人にồめられるビジࢿスࢼ࣐ーについて学ぶことができる

デジタル教ᮦ「高等部版ࢼ࣐ー・ク࢚スࢺ」を開発した。 

本教ᮦでは、ビジࢿスࢼ࣐ーに関する基♏知識を学ぶた

めの「知識」ၥ題（基♏⦅33ၥ、ዪ性⦅12ၥ、⏨性⦅16ၥ）

と、社会人にồめられるᚰ構えや考え方を学ぶための「࢚

、⊫ၥ題（計２ၥ）を設定した。ၥ題文や㑅ᢥ「ࢻーࢯࣆ

解ㄝ文等は、関連資料等を参考にそれࡒれ設定した。前㏙

の「中学部版ࢼ࣐ー・ク࢚スࢺ」とྠࡌシステムを使用し

て実した。 

(2) ពᕤኵしたⅬ 

本教ᮦの「知識」ၥ題では、すての学習者に㐺ษな知

識を定╔させるための情報が表♧される仕組みを᥇用し、

ၥ題では、関係ᅗを使った見方・考え方を「ࢻーࢯࣆ࢚」

学ぶ仕組みを᥇用した。 

 

４ ሗࣔࣛࣝ学⩦⏝0ࠕRUDO 4XHVW  ࠖ

(1) ᴫせ 

インターࢿッࢺ・リテラシーについて、科学的成果に基

࡙いたࣞࢺーࢽングによって育むこと、ࣞࢺーࢽングのຠ

果をᐈほ的な指標による前後のテスࢺで自ら確認できるこ

と、それらを一つの教ᮦ上で結できるeラーࢽング教ᮦ

「0oral 4uest」（ᅗ２）を開発した。 

本教ᮦの「ࣞࢺーࢽング」の内容は、短時間でຠ果的な

教育が行えることを᳨ド῭の「３✀の知識による情報ࣔラ

ル指ᑟ法5)」をもとに構成した。「ᤵ業前の実力࢙ࢳック」

「ᤵ業後の実力࢙ࢳック」は、⥲ົ省による「㟷少年がイ

ンターࢿッࢺを安全に安ᚰして活用するためのリテラシー

指標」に基࡙き、安ᚰࢿッ࡙ࢺくりಁ進協議会6)が開発し

た４ᢥᘧ21ၥテスࢺをもとに構成した。 

(2) ᭷ຠᛶの᳨ド 

特別支援学校（⫈ぬ障害）高等部の生徒を対㇟に指ᑟし

た結果（ᅗ３）、学習前後のᚓⅬが有意に向上し、ࢿッࢺ

上の༴㝤に対応する⬟力を育む有ຠ性が♧၀された。 

(3 )ពᕤኵしたⅬ 

情報提♧の㔞を生徒が制ᚚできること、ಶ別のフィーࢻ

ック情報をえながら科学的な成果に基࡙くุ᩿力を育ࣂ

む内容で構成したこと、⧞り㏉し学習できること、いつで

もどこからでも学習できることが意ᕤኵしたⅬである。 

 

㸳 まとめ 

本✏では、➹者が開発中の３つの教ᮦを♧した。今後は、

教ᮦを活用した教育実践を重ࡡて、有ຠ性、改善Ⅼ、ỗ用

性ある教ᮦに必要なᶵ⬟等を明らかにしていきたい。 

 

ᅗ㸯 ࡇとࡤ㐵い学⩦⏝ࠕ中学㒊∧ࢺࢫ࢚ࢡ࣭࣮ࢼ࣐  ࠖ

 

 

ᅗ㸰 ሗࣔࣛࣝ学⩦⏝0ࠕRUDO 4XHVW  ࠖ

 

ᅗ３ 0ࠕRUDO 4XHVWࠖをࡗたᤵᴗのᵝᏊ 

 

【参考文献】 

1) 厚生労働省㸸新規学卒者の離職状況� http://www.mhlw.go.j

p/stf/houdou/0000140526.html (2016) 

2) ⊂立行ᨻ法人高㱋・障害・ồ職者雇用支援ᶵ構 障害者職業

ンター㸸障害者の就業状況等に関する調査研究� 調査ࢭྜ⥲

研究報告書 1o.137 (2017) 

3) ᅜ立特別支援教育⥲ྜ研究所㸸障害のある子どもの進㊰指

ᑟ・職業教育の充実に関する研究� http://www.nise.go.jp/

blog/2009/05/post_212.html (2009) 

4) ᅜ立教育ᨻ策研究所㸸キャリア教育・進㊰指ᑟに関する⥲ྜ

的実態調査 第次報告書（2013） 

5) ⋢田ᜨ・ᯇ田⛱ᶞ㸸「３✀の知識」による情報ࣔラル指ᑟ

法の開発� 日本教育ᕤ学ㄽ文ㄅ，28(2)� p.79-88（2004） 

6) 安ᚰࢿッ࡙ࢺくりಁ進協議会㸸2015年度版安ᚰ協,/$6（中学

生・高校生版）� http://www.good-net.jp/investigation/u

ploads/2016/03/30/125941.pdf（2016） 
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㞀ᐖのある⏕ᚐたࡕがᕼᮃࡍる職✀࣭ᴗ✀に就ປࡍるために 
㹼ክをか࠺ࡼ࠼࡞㸟㸟㹼 

 
 上 ΅（京都ᕷ立ⓑἙ⥲ྜ支援学校 進㊰指ᑟ事）ۑ

 

㸯 ࡌࡣめに 

京都ᕷ立ⓑἙ⥲ྜ支援学校は、㍍度知的障害の生徒が在

⡠する高等部༢⊂設⨨校である。生徒㐩は、自通学で京

都ᕷ内全域から通っている。㏆㞄には、京都大学やྜྷ田⚄

社、ဴ学の㐨、平安⚄ᐑがある。 

現在１年生26ྡ、 ２年生34ྡ、３年生38ྡ、計98ྡが

在⡠し、全ဨが卒業後の業就労を目指している。本校は、

職業学科で家ᨻ（㣗ရ加ᕤ）・㎰業（㎰ᅬ芸）・ᕤ業（情

報༳ๅ）の３つの専門教科の学習と⏘業現場実習、地域協

働活動の３つを教育課程のᰕとして⨨࡙けている。 

１年生から⏘業現場実習を✚み重ࡡ、自分のᚓ意な事や

ⱞᡭな事を自己理解し、ᑗ᮶の働く生活について自己Ỵ定

していく（表１参↷）。 

生徒が、ᖜᗈい㑅ᢥ⫥の中から、ᕼᮃする職✀・業✀を

㑅ᢥして就労するために、まずは生徒自㌟が様々な職業を

知り、体験することで視㔝をᗈࡆることが必要である。そ

のためには、ᚑ᮶の職場開ᣅだけではなく、業とᖜᗈい

連ᦠをᅗることで、知的障害のある生徒に対する理解を῝

め、業就労につなࡆていきたい。そのためのいろいろな

取組について⤂介する。 

 

⾲㸯 ３ᖺ㛫のᐇ⩦࣮ࣗࢪࢣࢫ  ࣝ

１年 ・インターン実習（６ྡ前後）３日間を2社 

・ಶ人実習 ５㹼10日間を２社㹼３社 

２年 ・ಶ人実習 ２㹼３㐌間を３社㹼５社 

３年 ・就労にむけた実習 

１社（２㐌間㹼１か月）を２回㹼４回 

 

㸰 ࡇれま࡛の⤒㐣 

⚾が進㊰指ᑟにᦠわってから今年で５年目になる。１年

目は２年生の実習ᢸᙜとして、２年目からは進㊰指ᑟ事

として３年生の実習ᢸᙜをしている。 

２年生の実習ᢸᙜをしているときは、一つでも多くの職

✀を経験させることを重視していた。しかし、３年生の実

習ᢸᙜとして、また、進㊰指ᑟ事として、どうすれば生

徒たちのよりよい進㊰㑅ᢥ・Ỵ定を支援することができる

かを考えるようになった。 

その中で、今までやってきたことを更に改善できないか、

新しくできることはないかなど、校内の進㊰指ᑟᢸᙜや、

京都ᕷのデࣗアルシステム推進ࢿッࢺワーク会議に参加し

ている業のᢸᙜ者と意見をわしながら、取り組ࢇでき

た。 

 

３ ᐇᴫせ 

(1) 改善したά  ື

 ᴗ向け学ᰯ見学 

３年前までは年間１㹼２回の開ദだったのを年度から

年間４回に変更した。回ᩘをቑやすことで１回に参加する

業のᩘを減らし、参加業から⋡┤な意見を多ᩘ⪺くこ

とが出᮶るようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ࣮ࠖࢼ࣑ࢭ㹎㹒Ａ職ᴗࠕ㹎㹒Ａ職ሙ㛤ᣅࠖからࠕ 

本校では㹎㹒Ａとの協働活動として、10年前からኟ休み

を用して「㹎㹒Ａ職場開ᣅ」を行ってきた。ồ人⚊やồ

人ᗈ告などから生徒の出᮶そうな仕事内容がある業をリ

スࢺアップし、保護者と教ဨがᩘྡずつのグループを作り、

ア࣏なしで京都ᕷ内の業⣙100社をゼၥするという取組

をしてきた。 

一年からは、中小業家ྠ会の協力をᚓて、障害者

雇用に⯆や関ᚰのある業に、１つのグループが1社を

ゼၥするᙧをとった。ゼၥする業のᩘは減ったが、ア࣏

なしでのゼၥにẚ、ヰを⪺きたいとᛮっている業ばか

りなので、実習につながる業が⣙㸶もあった。 

職場開ᣅについての保護者の意識も高まり、一定の成果

は上がったが、ኟ休みの⊛ᬬの中での取組であることも㋃

まえて、更なる改善が必要だった。 

そこで今年度は、「職場開ᣅ」から「職業ࢼ࣑ࢭー」と

して新しい取組を考えた。内容としては、業✀・職✀の㐪

う業７社を学校にᣍき、それࡒれの業が「自社の業ົ

内容」「業のồめる人ᮦ」「学生時にけておくき

力」「障害者雇用での現状」等について、保護者・生徒・

教職ဨにむけてプࣞࢮンテーションを行なうというもので

ある（内１社はࢼ࣐ー研ಟを実施）。 
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参加者は、関ᚰのある業を㑅ࢇでྛブースをまわり、

༙日で」ᩘの業のヰを┤に⪺くことができ、「有意義な

時間になった」というឤもたくさࢇᐤせられた。また、

業にとっても、本校の生徒や保護者の様子を見てもらう

よいᶵ会になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度初めての取組で、参加業の調整やブースの設定

等について課題も出てきたので、᮶年度は更によりよい取

組になるよう改善していきたい。 

(2) ᪂しࡃጞめたά  ື

 እ㒊࡛の学ᰯ⤂ 

地域のライ࢜ンズクラブやロータリークラブ等の社会ዊ

仕ᅋ体の⥲会や、京都ᗓ人ᶒ᧦護ጤဨ会の研ಟ会等にᣍか

れ、本校の生徒と教ဨが学校⤂介を行った。生徒が、自分

の言ⴥで実習の体験談やᑗ᮶のክをㄒるጼに、参加者から

は「障害のある人に対する意識が変わった」とのኌが⪺か

れた。 

ࡸ㛵ಀᶵ㛵ദのᴗ向け◊ಟ➼ࢡ࣮ࣃࣈࣙࢪி㒔 

ὶの参ຍ 

２年前から進㊰指ᑟᢸᙜ者を中ᚰに✚ᴟ的に参加し、

業のᛮいやヰを⪺いてきた。年からは、全教ဨにびか

け、ᢸ௵や学年௵・学部㛗などᖜᗈい立場の教ဨが参加

できたことで、業と学校の意識の㐪いにẼ࡙き、より実

際的な指ᑟに⧅ࡆていけるようになってきた。 

 ᩍ職ဨ向けᴗ◊ಟ ࢘

業の障害者雇用にかかる現状について、教職ဨの研ಟ

を行った。今年度は、２つの業をᣍき、業の視Ⅼを

知った上で、日々の教育活動に取り組むことの必要性を共

通理解した。 

 ・４月 3each $viation ᰴᘧ会社 

 ・７月 ᰴᘧ会社ࢭブン̺イࣞブン・ジャパン 

 ᴗとの᪂しい連ᦠ ࢚

今まで様々なᙧで業と連ᦠをᅗってきたが、⏘業現場

実習以外でも生徒のᬑẁのጼが見られたらよいという意見

が、いくつかの業から⪺かれるようになってきた。デࣗ

アルシステム推進ࢿッࢺワークの参加業から、「ス࣏ー

を通して、障害のある生徒のことを知ってもらおう」とࢶ

の提案をཷけて、ᰴᘧ会社ᓥὠ〇作所で行なう「知的障害

者のテࢽス教ᐊ」の実施に向けて、ල体的に取組が始まっ

ている。 

他の業からも次々と提案があり、卒業生の「働く生活

におけるవᬤ活動のᗈがり」につながるヰがᗈがっている

ところである。 

 

・㸷月 ᰴᘧ会社ᓥὠ〇作所 テࢽス教ᐊ 

・10月 ᰴᘧ会社ムラタᰤ⯆ 社内㈍会 

・11月 日本新⸆ᰴᘧ会社 社会人㔝⌫応援 

・日程ᮍ定  

 ンほᡓࢯラ࣐

   支援学校サッ࢝ー大会 

   ༟⌫大会 

 

４ 後について 

今回⤂介した取組を通して、本校生徒の就労先として職

✀・業✀が確実にᗈがったと言える。たくさࢇの業や関

係ᶵ関と連ᦠをᐦに取ることで、⚾自㌟も勉強になり、そ

の⧅がりがఱより生徒にかえっていく。今後も⤂介した活

動をより良い活動になるよう改善していくとともに、新し

い活動も考えていきたい。 

 

【連絡先】 

上  ̈́

京都ᕷ立ⓑἙ⥲ྜ支援学校 進㊰指ᑟ事 

e-mail : yj936-inoue@edu.kyoto.jp 
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⍆のᾆᩍ⫱᳨ドࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 

㹼ຠᯝⓗに学ᰯᩍ⫱にάかࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡍのᐇ㝿㹼 
 

 ᒣ᰿ ᗣ௦（㫽取┴立⍆のᾆ高等特別支援学校 教ㅍ）ۑ

㫽取┴立⍆のᾆ高等特別支援学校職ဨ 
 

㸯 ࡌࡣめに 

本校は、平成25年４月に開校した㍍度の知的障がいのあ

る人を対㇟とする高等特別支援学校である。また、知的障

がいの特別支援学校の中で၏一職業科を設⨨した学校でも

ある。一学年40ྡを定ဨとしており、１年生40ྡ、２年生

39ྡ、３年生33ྡ（௧ඖ年５月１日現在）が在⡠してい

る。㫽取┴中部の東㒆⍆ᾆ⏫にあり、生徒は┴内全域か

ら通学している。そのため、ᐤᐟ⯋も設⨨しており、現在

33ྡの生徒がධ⯋（定ဨ45ྡ）している。 

本校の学校目標は「キャリア教育に重Ⅼを⨨き、地域の

中で職業的に自立するとともに、体的に社会参加し、社

会に㈉⊩できる人を育成する」であり、３年間の教育によ

り生涯にわたって自立した生活ができるよう「生きる力」

「働く力」「生活する力」の育成を目指している。 

第１期生を社会㏦り出したことをᶵに、ẖ年、今後の

本校の教育の在り方を定めるために学校教育における取組

の᳨ドを行っている。ここでは平成30年度⍆のᾆ教育᳨ド

プロジ࢙クࢺのまとめを中ᚰに報告する。 

 

㸰 ᖹᡂ2�ᖺᗘ⍆のᾆᩍ⫱᳨ドࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 

(1) ᳨ド᪉ἲ 

平成29年度の᳨ドプロジ࢙クࢺでは、３年生の職場実習

のホ౯ཬび、職ဨの本校生徒のホ౯をྠࡌ指標で行い、以

ୗのことについてẚ㍑᳨ウした。 

ձ 専門教科で重Ⅼ的に指ᑟしている共通の目標の業の

ホ౯はどのようになっているのか。 

ղ 業は実習中生徒のどのような行動にὀ目しているか。 

ճ 本校の職ဨが考える本校生徒の実態と働くために必要

な力はఱか。 

մ 業が本校生徒のᅔ㞴さをឤࡌたホ౯㡯目はఱか。 

(2) 取組のᐇ㝿 

上グの結果より以ୗのように方㔪をỴ定し、平成30年度

学校全体で取り組ࢇだ。 

 ᑓ㛛ᩍ⛉࡛のඹ㏻目標の⥅⥆ᣦᑟ 

✚ᴟ的に専門教科のᤵ業බ開を実施して、職ဨの専門性

の向上をᅗると共に、職ဨ研ಟを実施し、専門教科におけ

るຠ果的な指ᑟについてヰしྜった。 

ຊの向ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ   ୖ

自立活動の指ᑟの充実をᅗると共に、࢚キスパーࢺ教ဨ

のᤵ業බ開を通して職ဨの専門性の向上をᅗる。 

 ᚐのᐇែᢕᥱとၨⓎ⏕ ࢘

業に向けて㍍度知的障がいのၨ発パンフࣞッࢺを作成

し、㐺ษな支援を業ഃにఏえる。 

 職ဨ◊ಟのᐇ࠺をᇵࠖ࠼ᚰᵓࡃാࠕ ࢚

研ಟを実施して職ဨの専門性の向上をᅗる。 

(3)ᡂᯝと課題 

᳨ド結果から課題を分ᯒし、全職ဨで取り組むことによ

り、共通した課題をもって生徒の指ᑟを行うことができた。

また、働くためのࣔ࣋ࢳーションを育てることが、就職

の意欲や定╔に⧅がり、それらは自己⫯定ឤの向上が῝く

かかわっていることが分かった。研ಟにて、「わかる႐び

を実ឤできるᤵ業」も自己⫯定ឤを高める重要な要ᅉにな

ることも分かった。一方で、本校の生徒の中には働くこと

ーションがᇵわれていない生徒が少なくないの࣋ࢳのࣔ

ではないかということも分かった。 

 

３ ᖹᡂ3�ᖺᗘ⍆のᾆᩍ⫱᳨ドࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 

(1) ᳨ド᪉ἲ 

平成29年度の取り組みにより、働くことの意欲がᇵわ

れていない生徒や自己⫯定ឤがᇵわれていない生徒が多い

のではないかということが明らかになった。そこで、以ୗ

の内容について᳨ドすることとした。 

ձ 就労‽ഛ性࢙ࢳックリスࢺ（⍆のᾆ版）1)を作成し、

生徒自らが自己ホ౯する。 

ղ 業（卒業生ཷけධれ）にアンࢣーࢺを実施し、㫽取

の業が就職をཷけධれるにあたり必要な内容を確認

する。 

(2) ⤖ᯝཬび考察 

 についてࢺࢫࣜࢡࢵ࢙ࢳ就ປ‽ഛᛶ 

本校は開校ᙜ初に就労‽ഛ性の力をᇵうことが本校の

ている。しかし、この力が生徒ッションでもあると㏙࣑

にどれくらいᇵわれているのか明確にしていなかった。そ

こで、全校生徒がこの力の自己ホ౯を実施した。すると‽

ഛ性の㡯目「ᗣ管理」、「日ᖖ生活管理」、「対人スキ

ル」、「基本的労働習័」、「職業㐺性」のうち、「ᗣ

管理」以外の㡯目は学年が上がるにつれ、ᚓⅬが高く、本

校の教育をཷけることで力がᇵわれていくと考えられた。

しかし、「ᗣ管理」の㡯目は学年が上がってもྠࡌよう

な್を♧し、学校教育だけでは改善ᅔ㞴であると考えられ

た。 
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 ࢺ࣮ࢣࣥのᴗ 

本校の卒業生を᥇用している業にアンࢣーࢺを実施し

た。65社に㓄ᕸし、46社からの回⟅をᚓた（⣙70㸣の回

⋡）。結果は以ୗの通りである。 

(㺏) 㞠⏝ᴗ✀について 

本校の卒業生の雇用業✀は、サービス業、〇㐀業、༺

・小・㣧㣗業に集中している。サービス業はᅽಽ的に

Ύᤲ業が多い。᭱㏆では、㎰ᯘỈ⏘業で㎰業の仕事に就

くものも多くなっており、業開ᣅの参考になる。 

(㺐) 㞠⏝理⏤について 

「必要な仕事ができそう」「学校からの౫㢗」の㡯目が

多く、次いで「業の社会的㈐௵」がᣲがっている。よっ

て業にとっての「必要な仕事」が本校の生徒にྍ⬟かど

うかということをアࣆールすると業から᥇用してもらい

やすくなることが♧された。生徒のできることできないこ

とをしっかりᢕᥱして業アࣆールすることでより一ᒙ

のジョブ࣐ッࢳングをᅗりながら、新しい職場開ᣅのྍ

⬟性もでてくると考えられる。 

(㺑) 㞠⏝の㝿の㓄៖ 

「業ົ㔞の㓄慮」、「仕事の理解をຓける上での㓄

慮」、「連ᦠ支援体制の㓄慮（外部支援が業内にධる

ことの㓄慮）」、「業ົ内容の㓄慮」という㡰になっ

ていた。業ົ㔞、仕事内容の理解、業ົ内容についてが高

いことから、本校の生徒の特ᚩを理解していることがうか

がえる。一方でこれらについては㓄慮がྍ⬟であるので、

これら以外の力をけておくことが業ഃの᥇用ቑにつな

がる取組になるのではないかと考えられる。また、外部

の支援がධることをཷけධれている業が多いので、外部

支援をຠ果的にධれ、業がそれらを࣓リッࢺとしてឤࡌ

られるようにすることが大ษでもある。 

(㺒) 㞠⏝後の職ሙの変 

本校の生徒をཷけධれることで業ഃも良いഴ向が見ら

れているとの回⟅がほとࢇどだった。働き方改㠉について

考えるᶵ会になった、社ဨの指ᑟ力の向上につながった、

などの意見もᣲࡆられている。 

(㺓) 㞠⏝後のၥ題 

本人に働くための⬟力があり、特にၥ題なしとᣲࡆてい

る業が多いが、その要ᅉとして「雇用前の実習が良かっ

た」といっている業が多く、就職前の定╔実習のຠ果が

高い。また、外部の支援ᶵ関との連ᦠをᣲࡆている業も

目立つ。つまり実習のᑀな実施ཬび外部ᶵ関との連ᦠが

ຠ果的な就労支援につながるものと考えられる。一方で、

ၥ題Ⅼとしてᣲࡆられている㡯目は障害に㉳ᅉする内容が

多く、一ᒙの障害理解ཬびၨ発が必要である。 

(㺔) 㞠⏝後にᚲせ࡞支援 

 雇用予定者の情報提供をᣲࡆたところが多く、移行支援

会議の重要性ཬび情報提供する内容の大ษさがうかがえる。

移行支援会議でどのような情報を提供するか今後も᳨ウが

必要であるが、ಶ人情報保護のほⅬや保護者や本人がいる

中でどこまでの情報が提供できるか等᳨ウも必要である。

また、家ᗞの連絡調整や生活㠃をྵめた支援が必要だと考

えている業が多い。 

(㺕) ാࡃのにᚲせ࡞ຊ 

働く前ẁ㝵の力をᮃまれる業が多い。「自分からᣵ

ᣜ・㏉事をする」、「報告・連絡・相談ができる」が高い。

また、「ルールを守る」、「⣲┤にຓ言をཷけධれる」、

「働き続けられる体力」、「うそを言わない」など就労‽

ഛ性にᥖࡆてあるような㡯目が高い್を♧しており、働く

前ẁ㝵の指ᑟが重要であると考えられる。また、本校の職

ဨにもྠ様のアンࢣーࢺを取った結果、業ഃの意見とほ

ぼ一⮴していた。 

 ᖺᗘの取り組み ࢘

上グの結果から以ୗのように取り組むこととした。 

(㺏) ᇶᮏⓗ⏕ά⩦័の☜立 

生活リズムを整えていくためのᡭ立てとして生活時間調

査を実施し、家ᗞのၨ発にດめる。 

(㺐) ࣛࣝ࢟ࢫࣇの向  ୖ

自己理解、障害理解、コࢣࢽ࣑ࣗーションスキルの向上

について自立活動等を通して指ᑟを充実させる。 

(㺑) ാࡃពḧをࡕࡶ♫ⓗ࡞自立を目ᣦࡍ⏕ᚐの⫱ᡂ 

自己⫯定ឤを育てる学校生活を㏦るために、ᖜᗈい意

での学力のఙ㛗、考える力を育むᤵ業࡙くり、「わかる」

「できる」を実ឤできるᤵ業࡙くりを行えるよう、教育課

程の᳨ウ、年間指ᑟ計⏬の見┤し（⦪᩿的・ᶓ᩿的に教科

目標ཬび内容を᳨ウ）をしてᤵ業力の向上を目指す。 

(㺒) 移行支援ィ⏬➼移行支援㆟࡛のሗᥦ౪の᳨ウ 

ಶ別の移行支援計⏬ཬび支援会議の内容を᳨ウし、ຠ果

的な支援会議ཬび移行支援計⏬とする。 

(㺓) 職ဨのᑓ㛛ᛶの向  ୖ

職ဨ研ಟのຠ果的な㐠用を行うため、職ဨが自分に必要

な研ಟを㑅ᢥできるように研ಟ全体の年間計⏬を提♧する。 

 

【参考文献】 

1) 別ᗓ重度障害ࢭンター（職業部門）㸸「在Ꮿ生活ハンࢻブッ

ク1o21 就労に向けてồめられるもの」（2014） 

 

【連絡先】 

ᒣ᰿ ᗣ௦ 

㫽取┴立⍆のᾆ高等特別支援学校 

e-mail㸸yamane_ys1@mailk.torikyo.ed.jp 
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㞀ᐖ⚟♴ࢫࣅ࣮ࢧをά⏝した学卒就職者の就ᴗ⏕ά支援 
㸫自立カ⦎㸦⏕άカ⦎㸧ࡰࢁࠕ࣒ࣛࢢࣟࣉの࣮࣡ࠖࢬ࣮࢝のᐇ㊶㸫 

 

 藤田 敦子  （社会福祉法人ぷろぼの）ۑ

 すᇉ 加ዉ子（社会福祉法人ぷろぼの） 
 

㸯 ၥ題のᡤᅾと目ⓗ 

「障害者の雇用のಁ進等に関する法ᚊ」等が改ṇされ、

2018年４月には障害者の法定雇用⋡が2.0㸣から2.2㸣にᘬ

き上ࡆられた。また2018年厚生労働省が発表した「障害者

雇用状況」1)のẸ間業の取りまとめでは、障害者雇用ᩘ、

実雇用⋡ともに過ཤ᭱高を更新し、実雇用⋡2.05㸣、対前

年ẚ0.08࣏インࢺ上᪼し、今後いっそう障害者雇用に取り

組む業がቑえていくことが期ᚅされる。 

それに伴い、特別支援学校（知的障害）の卒業者ᩘཬび

就労者ᩘが年々ቑ加し、就職⋡は平成29年度には32.9㸣２）

となっている。特別支援学校高等部学習指ᑟ要㡿⥲๎に

キャリア教育の推進が┒り㎸まれてはいるものの新規学校

卒業者のうち高校卒の３年目までの離職⋡は39.3㸣3）であ

ることを考えると、ྛ学校でキャリア教育に対する取り組

みが行われているにも関わらず離職⋡が維持されているこ

とについてその⫼ᬒやཎᅉを考え対策をᡴち出す必要があ

る。 

また、知的障害者の就職者のうちṇ社ဨ以外の有期雇用

のྜは54.8㸣（平成25年）４）であり、学卒就職者の少

なくとも༙ᩘはṇ社ဨ以外の有期雇用で短時間就労である

ことがうかがえる。学校卒業後の就労時間以外の地域生活

についての支援については、平成31年３月「障害者の生涯

学習の推進方策」５）の報告の中に様々な方㔪はㅻわれて

いるもののᢸいᡭのၥ題をはࡌめとして課題は大きい。 

本報告では、この報告の中にもある「障害福祉サービス

と連ᦠした学びの場࡙くり」の一⎔として自立訓練（生活

訓練）を活用した学卒就職者の就業をྵめた生活支援につ

いて事例を⤂介し、学卒就職者の伴走ᆺの支援サービスの

就業生活に対する意義とຠ果について᳨ウすることを目的

とする。 

 

㸰 自立カ⦎㸦⏕άカ⦎㸧ࡰࢁࠕ࣒ࣛࢢࣟࣉの࣮࣮࣡࢝

 のᴫせࠖࢬ

 ⦌⤒㛤ጞの࣒ࣛࢢࣟࣉ (1)

以上にᣲࡆた現状をཷけ、社会福祉法人ぷろぼのでは、

学㱋期から一㈏した学卒就職者向け支援サービスを提供し

ている。 

放課後等デイサービスぷろぼのスコラは、障害のある中

高生を対㇟としたキャリア教育支援プログラムを提供して

おり、在学中から卒業後までの支援を実施している。在学

中から卒業生まで用できる「ぷろぼの࢝ルࢳャークラブ」

を実施し、月１回、༟⌫、ジム、㡢ᴦ、調理といったవᬤ

活動の場を提供している。学卒就職者については月に１回

「わくわくワークの会」としてኤ㣗会を開ദしている。定

期的にデイサービスのスタッフや就職した௰間と会うこと

で、相談しやすい体制を築いている。また、短時間就労者

について就労時間以外の預かりの場として日中一時支援を

提供している。 

 ෆᐜ࣒ࣛࢢࣟࣉのࠖࢬ࣮࢝の࣮࣡ࡰࢁࠕ (2)

法人の就労支援の実践を㋃まえ、వᬤ支援や預かりだけ

では就職後の支援としては不充分ということから、学卒就

職者に対する自立訓練（生活訓練）「ぷろぼのワー࢝ーズ」

を平成31年４月に開始した。 

㐌に1回、ワークシー６ࢺ）を用いて⾰㣗ఫやవᬤについ

て必要な情報提供をし、必要に応ࡌて実習を実施。お金を

使わないで㐟びに行く計⏬を立て事業所㏆くの資料㤋に出

かけたり、ࡩだࢇの㣗事をᰤ㣴ࣂランス表に分㢮したり、

１つのテー࣐について学習と実習ができるようにᕤኵして

いる。 

ほかの日には基♏学力についてのࢻリル学習やパࢯコン

᳨定取ᚓなどの学習支援をᕼᮃ者に提供。₎Ꮠや計⟬など

の基本的な事㡯は生活で使わないと以前できていてもᛀれ

てしまうഴ向があり、自分で目標をỴめて過ごすことは生

活に࣓リハリが生まれやすい。 

また、すてのプログラムの初めにお小遣いᖒアプリを

用した金銭管理の時間を設け、定期的にお金の使い方を

り㏉るᶵ会を持っている。使いすࡂて㊊りなくなること

だけが課題ではなく、使わなさすࡂることも課題ととらえ、

働いたお金で自分の生活を㇏かにすることについてもຓ言

している。 

さらに必要に応ࡌてಶ人㠃談や保護者をえた㠃談を実

施。就職後、家族も本人ྠ様に就業や生活に不安をᢪいて

いることも多い。就職前から支援しているスタッフが相談

し、解Ỵ策を共にᶍ⣴することで就労の継続と生活の充実

を支援している。 

以ୗでは日中一時から自立訓練（生活支援）プログラム

「ぷろぼのワー࢝ーズ」に移行した用者の事例を⤂介す

る。 
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３ 学卒就職者の支援事例 

(1) Ａさん：就職後の目標が変わるたびに離職についての

面談をした事例 

特別支援学校高等部卒業。ぷろぼのスコラ卒業生。スー

パーで短時間就労。体力には自信があり、休日にはキャン

プ活動の有償ボランティアに参加している。在学中から就

労意欲は高く職場の人間関係も良好だが、「大学に行きた

い」「専門学校に行きたい」「ダブルワークをしたい」な

どその時々で今後の目標が変わり、その度に離職について

相談があった。就労を継続しながら試験の勉強をする、ほ

かの就職先を探してみるなど、就労と並行してできること

を提案しながら対応していた。自立訓練開始後は、本人が

就労後のステップアップのための課程と認識しており、相

談の頻度は減少している。 

(2) Ｂさん：金銭管理に課題があり、家族と相談して改善

が見られた事例  

 特別支援学校高等部卒業。ぷろぼのスコラ卒業生。スー

パーで短時間就労。午前中に就労が終わるので、午後は遠

出して家族でも連絡がつかないことが多く、給料を自己管

理すると用途不明が多く全額使ってしまう状況だった。金

銭管理についてスタッフと定期的に確認していたが改善が

見られず、本人、家族、支援者で相談して小遣い制に変更

した。また午後は基本的には事業所に通所し、予定がある

時には事前に連絡することとした。自立訓練開始前は連絡

なく休むこともしばしばあったがプログラム開始後は本人

に意義が理解され通所も安定。現在はジムなど定期的に行

くところもでき、お小遣いの範囲で生活リズムができてお

り、好きなことに対してまとまったお金を使うこともでき

るようになっている。 

(3) Ｃさん：日中一時支援から自立に向けた取り組みに移

行した事例 

 特別支援学校高等部卒業。就労移行支援を経て介護施設

で短時間就労。一人で留守番ができないということで空き

時間を日中一時支援で預かっていたが、預かり支援では自

立に向けた目標設定がなかなかできず、３年経過。自立訓

練を開始後は、講義内容をもとに自立のための情報提供を

する中でできること、練習が必要なことを整理し、就労時

間以外の地域や家での過ごし方について目標を設定できる

ようになっている。 

 

４ まとめと考察 

このように、学卒就職者に自立訓練（生活訓練）プログ

ラムを提供することで、特に短時間就労者の就労継続と就

労時間以外の生活リズムの構築、地域での生活スキルにつ

いて必要な情報提供や支援を行うことができる。藤田

（2018）７）の報告にもあるように、就職前からの様子を

知る支援者が就職後も定期的に相談できる態勢を作ること

が離職予防につながること（事例Ａより）、生活スキルの

確認と生活に必要な情報の提供をすることで地域生活での

自立に向けた支援を進めることができること（事例Ｃよ

り）、仕事や生活の一次相談窓口となり、本人、保護者が

必要時に相談できる態勢である（事例Ｂより）ことは就職

後の就業生活の維持に関して重要であると言える。 

知的障害のある生徒の学習上の特性を考慮すれば、一般

に体験を通して学ぶことを重視する必要があり、就労後の

課題について、キャリア教育として事前に学校教育で学習

しても実際に経験していないので不十分な支援に留まりが

ちであることは大いに考えられる。本報告のような学卒就

職者に対する生涯学習の伴走支援態勢を提供していくこと

で、就職後の就労と地域生活を充実させていくことが今後

ますます必要になってくると考える。 
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